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○厚生労働省組織令 

 

平成 12 年 6 月 7 日 政令第 252 号 

 

内閣は、国家行政組織法(昭和２３年法律第120号)及び厚生労働省設置法(平成11年法律第

97 号)の規定に基づき、この政令を制定する。 

 

（略） 

 

 （地方労働審議会） 

第１５６条の２ 都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。 

 

２ 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 

 １ 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法

（平成 4 年法律第９０号）、労働安全衛生法、作業環境測定法（昭和5０年法律第２８号）、賃金

の支払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号）、職業安定法、労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。

第４４条、第４５条及び第４７条の規定に限る。）、港湾労働法（昭和６３年法律第４０号）及び家

内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。 

 

 ２ 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関（家内労働法の施行

に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長）に意見を述べること。 

 

 ３ 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定に

よりその権限に属させられた事項を処理すること。 

 

３ 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもの

のほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第１号に掲げる重要事項のうち港湾労働

法の施行に関するものであってニ以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係

るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べる

ことができる。 

 

４ 前２項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会

令（平成１３年政令第３２０号）の定めるところによる。 

(平13 政317・追加、平 18 政2・平24 政 211・平 29 政 185・一部改正) 
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○地 方 労 働 審 議 会 令  

 

平 成 １ ３ 年 ９ 月 ２ ７ 日  政 令 第 ３ ２ ０ 号  

平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ７ 日  政 令 第 １ ８ ５ 号  一 部 改 正  

 

地 方 労 働 審 議 会 令 をここに公 布 する。 

内 閣 は、国 家 行 政 組 織 法 (昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 120 号 )第 ８ 条 の規 定 に基 づき、

この政 令 を制 定 する。 

(名 称 ) 

第 １ 条  地 方 労 働 審 議 会 (以 下 「 審 議 会 」 という。)には、当 該 都 道 府 県 労 働 局 の名

を冠 する。  

(組 織 ) 

第 ２ 条  審 議 会 は、委 員 １ ８ 人 で組 織 する。 

２  審 議 会 に、特 別 の事 項 を調 査 審 議 させるため必 要 があるときは、臨 時 委 員 を置

くことができる。 

３  審 議 会 に、専 門 の事 項 を調 査 させるため必 要 があるときは、専 門 委 員 を置 くこ

とができる。  

(委 員 等 の任 命 ) 

第 ３ 条  委 員 は、労 働 者 (家 内 労 働 法 (昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ６ ０ 号 )第 ２ 条 第 ２ 項 に

規 定 する家 内 労 働 者 を含 む。以 下 同 じ。)を代 表 する者 、使 用 者 (同 条 第 ３ 項 に

規 定 する委 託 者 を含 む。以 下 同 じ。)を代 表 する者 及 び公 益 を代 表 する者 のうち

から、都 道 府 県 労 働 局 長 が各 同 数 を任 命 する。 

２  臨 時 委 員 は、関 係 労 働 者 を代 表 する者 、関 係 使 用 者 を代 表 する者 及 び公 益 を

代 表 する者 のうちから、都 道 府 県 労 働 局 長 が任 命 する。 

３  専 門 委 員 は、審 議 会 の同 意 を得 て、都 道 府 県 労 働 局 長 が任 命 する。(平 29 政

185・ 一 部 改 正 )  

(委 員 の任 期 等 ) 

第 ４ 条  委 員 の任 期 は、２ 年 とする。ただし、補 欠 の委 員 の任 期 は、前 任 者 の残 任

期 間 とする。 

２  委 員 は、再 任 されることができる。 

３  委 員 の任 期 が満 了 したときは、当 該 委 員 は、後 任 者 が任 命 されるまで、その職

務 を行 うものとする。 

４  臨 時 委 員 は、その者 の任 命 に係 る当 該 特 別 の事 項 に関 する調 査 審 議 が終 了 し

たときは、解 任 されるものとする。 
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５  専 門 委 員 は、その者 の任 命 に係 る当 該 専 門 の事 項 に関 する調 査 が終 了 したと

きは、解 任 されるものとする。 

６  委 員 、臨 時 委 員 及 び専 門 委 員 は、非 常 勤 とする。  

(会 長 ) 

第 ５ 条  審 議 会 に会 長 を置 き、公 益 を代 表 する委 員 のうちから、委 員 が選 挙 する。 

２  会 長 は、会 務 を総 理 し、審 議 会 を代 表 する。 

３  会 長 に事 故 があるときは、公 益 を代 表 する委 員 のうちから会 長 があらかじめ指

名 する委 員 が、その職 務 を代 理 する。  

(部 会 ) 

第 ６ 条  審 議 会 は、その定 めるところにより、部 会 を置 くことができる。 

２  部 会 に属 すべき委 員 、臨 時 委 員 及 び専 門 委 員 は、会 長 が指 名 する。 

３  前 項 の委 員 及 び臨 時 委 員 については、労 働 者 を代 表 する委 員 の数 と関 係 労 働

者 を代 表 する臨 時 委 員 の数 の合 計 数 及 び使 用 者 を代 表 する委 員 の数 と関 係 使

用 者 を代 表 する臨 時 委 員 の数 の合 計 数 は、同 数 とする。 

４  部 会 に部 会 長 を置 き、当 該 部 会 に属 する公 益 を代 表 する委 員 及 び臨 時 委 員 の

うちから、当 該 部 会 に属 する委 員 及 び臨 時 委 員 が選 挙 する。 

５  部 会 長 は、当 該 部 会 の事 務 を掌 理 する。 

６  部 会 長 に事 故 があるときは、当 該 部 会 に属 する公 益 を代 表 する委 員 又 は臨 時

委 員 のうちから部 会 長 があらかじめ指 名 する者 が、その職 務 を代 理 する。 

７  審 議 会 は、その定 めるところにより、部 会 (その部 会 長 が委 員 であるものに限

る。)の議 決 をもって審 議 会 の議 決 とすることができる。(平 29 政 185・ 一 部 改

正 )  

(最 低 工 賃 専 門 部 会 ) 

第 ７ 条  家 内 労 働 法 第 ２ １ 条 第 １ 項 の規 定 により審 議 会 に置 かれる専 門 部 会 (以

下 「 最 低 工 賃 専 門 部 会 」 という。)に属 すべき委 員 及 び臨 時 委 員 は、会 長 が指 名

する。 

２  前 項 の臨 時 委 員 のうち、関 係 労 働 者 を代 表 するもの及 び関 係 使 用 者 を代 表 す

るものは、各 同 数 とする。 

３  最 低 工 賃 専 門 部 会 は、その任 務 を終 了 したときは、審 議 会 の議 決 により、廃 止

するものとする。 

４  前 条 第 ４ 項 から第 ７ 項 までの規 定 は、最 低 工 賃 専 門 部 会 について準 用 する。

(平 29 政 185・ 一 部 改 正 )  
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(議 事 ) 

第 8 条  審 議 会 は、委 員 及 び議 事 に関 係 のある臨 時 委 員 の３ 分 の２ 以 上 又 は労 働

者 関 係 委 員 (労 働 者 を代 表 する委 員 及 び議 事 に関 係 のある臨 時 委 員 のうち関

係 労 働 者 を代 表 するものをいう。)、使 用 者 関 係 委 員 (使 用 者 を代 表 する委 員 及

び議 事 に関 係 のある臨 時 委 員 のうち関 係 使 用 者 を代 表 するものをいう。)及 び

公 益 関 係 委 員 (公 益 を代 表 する委 員 及 び議 事 に関 係 のある臨 時 委 員 のうち公

益 を代 表 するものをいう。)の各 ３ 分 の１ 以 上 が出 席 しなければ、会 議 を開 き、議

決 することができない。 

２  審 議 会 の議 事 は、委 員 及 び議 事 に関 係 のある臨 時 委 員 で会 議 に出 席 したもの

の過 半 数 で決 し、可 否 同 数 のときは、会 長 の決 するところによる。 

３  前 ２ 項 の規 定 は、部 会 及 び最 低 工 賃 専 門 部 会 の議 事 に準 用 する。 

(庶 務 ) 

第 ９ 条  審 議 会 の庶 務 は、当 該 都 道 府 県 労 働 局 において処 理 する。 

(雑 則 ) 

第 １ ０ 条  この政 令 に定 めるもののほか、議 事 の手 続 その他 審 議 会 の運 営 に関 し必

要 な事 項 は、会 長 が審 議 会 に諮 って定 める。 

附  則   

この政 令 は、平 成 １ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 から施 行 する。 

附  則  (平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ７ 日 政 令 第 １ ８ ５ 号 ) 抄   

(施 行 期 日 ) 

第 １ 条  この政 令 は、平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ １ 日 から施 行 する。  



新潟地方労働審議会運営規程 

 

第 1 条 新潟地方労働審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、厚生労働省組織令（平

成 12 年政令第 252 号）156 の２及び地方労働審議会令（平成 13 年政令第 320

号。以下「審議会令」という。）に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。 

 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、新潟労働局長（以下「労働局長」という。）の

請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委員の３分の１以上から請求

があったときに会長が召集する。 

 ２   審議会は、前項の規定にかかわらず、その議事が諮問のみの場合にあっては、労働

局長から会長あて諮問文を発出することをもって、会議の招集に代えることができ

る。 

 ３   労働局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときには、付議事項及び日時を

明らかにしなければならない。 

 ４   会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくと

も７日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び労働局長に通知しなければなら

ない。 

 

第３条  委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをい

う。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。  

２   テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第８条第１項及

び第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）に規定する会議への出席に含

めるものとする。 

３   委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときには、その旨

を会長に通知しなければならない。 

 

第４条 会長は会議の議長となり、議事を整理する。 

 ２   委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けるものとする。 

 ３   審議会は、会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことが

できる。 
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第５条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障

をおよぼすおそれのある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるお

それがある場合、又は率直な意見の交換若しくは意見決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

 

第６条 審議会の議事については、議事録を作成する。 

 ２   議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人

情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当

に侵害されるおそれがある場合、又は率直な意見の交換若しくは意見決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議資料の全部又

は一部を非公開とすることができる。 

 ３   議事録を非公開にする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

第７条 第２条から第６条までの規定は、審議会令６条に規定する部会（以下「部会」という。）

及び同令第７条に規定する最低工賃専門部会（以下「最低工賃専門部会」という。）に

ついて準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるも

のは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。 

 

第８条 会長は、審議会が議決を行ったときには、当該議決に係る答申書、決議書又は議決

書をその都度労働局長に送付しなければならない。 

 ２   審議会は、厚生労働省組織令第１５６条の２第２項第２号の規定により関係行政機関

に建議したときには、その写しを労働局長に送付しなければならない。 

 

第９条 審議会に、次の部会を置くことができる。 

  一 労働災害防止部会 

  二 家内労働部会 

２   部会に属すべき委員のうち、労働者を代表するもの、使用者を代表するもの及び公

益を代表するものは、各２人とする。 
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第10条 部会長が委員である部会又は最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決し

たときには、当該議決をもって審議会の議決とする。 

 ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特

に必要とすることを定めていたときには、この限りではない。 

２    審議会は、部会長が臨時委員である部会又は最低工賃専門部会の議決に関し、会

長を除いた審議会の委員が当該議決の取扱を会長に一任した場合、会長の決する

ところをもって審議会の議決とすることができる。 

 

第 11 条 臨時委員及び専門委員は、審議会令第４条第４項及び第５項に規定する場合のほ

か、会長の任期が終了したときに解任されるものとする。 

 ただし、再任を妨げない。 

 

第12条 部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代

表するものは、各同数とする。この場合において、部会に属すべき委員のうち、労

働者を代表するもの及び使用者を代表者するものは、異なる数とすることができ

る。 

 

第 13 条 この規定に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営に関し、必

要な事項は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定める。 

 

第 14 条 この規定の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 この改正規定は、平成 24 年３月５日から施行する。 

     この改正規定は、令和３年３月１０日から施行する。  
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新潟地方労働審議会家内労働部会運営規程 

 

第１条 新潟地方労働審議会家内労働部会（以下「部会」という。）の議事運営は地方労働

審議会令（平成 13 年政令第 320 号）に定めるもののほか、この規程に定めると

ころによる。 

 

第２条 部会には部会長ならびに部会長代理をおく。 

 

第３条 部会の会議（以下｢会議｣という。）は新潟労働局長（以下｢局長｣という。）の請求

があったとき、部会長が必要と認めるとき、又は公益を代表する委員、家内労働者

を代表する委員若しくは委託者を代表する委員のいずれか 3 分の 1 以上から請

求のあったとき、部会長が招集する。 

２ 局長又は委員は、部会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び招集の

日時を明らかにしなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときは、付議事項並びに会議の日時及び場所

を委員に通知しなければならない。 

 

第４条 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けなければな

らない。 

  ２ 部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聞くこと

ができる。 

 

第５条 会議は、原則として公開するものとする。 

ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、

又は委員の率直な意見の交換、若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

恐れがある場合には、部会長は会議を非公開とすることができる。 

 

第６条 会議の議事については、議事録を作成し、部会長並びに部会長の指名する家内労

働者を代表する委員及び委託者を代表する委員のそれぞれ１名が署名するものと

する。 

 

第７条 部会長は、部会が決議を行ったときは、当該決議の内容をその都度新潟地方労
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働審議会会長（以下「会長」という。）に報告するものとする。 

 

第８条 この規程に定めるもののほか、部会の議事運営に関し必要な事項は 部会長が部

会に諮って定める。 

 

第９条 第３条から第８条までの規定は、部会長選出までの間は、「部会長」を「会長」と読

み替えるものとする。 

 

第 10 条 この規程の改廃は、部会の議決に基づいて行う。 

 

附  則 

この規程は、平成１８年７月１日から施行する。 

2



 

令和７年度 第２回 新潟地方労働審議会  

本審資料 目次 

 

【本審資料】 

№１ 令和８年度 新潟労働局行政運営方針（案） 

 

№２ 令和８年度 新潟労働局行政運営方針（案）における主な変更点 

 

№３ NIIGATA Niji Work プロジェクト 2025 進捗状況 

 

№４ NIIGATA Niji Work プロジェクト 2026 

 

 



 

（案） 
 

令 和 ８ 年 度 
           
 
 
 

新 潟 労 働 局  
行 政 運 営 方 針  

 
 
 

NIIGATA Niji Work プロジェクト 2026 
～７つの取組 

 

 
Work, live and shine in your own way in Niigata 

～Seven action plans 
 
 
 

 

新 潟 労 働 局 
Niigata Labour Bureau 

新潟（にいがた）で自分（じぶん）らしく働き・暮らし・輝く 

本審資料 
№１ 



 

 
令和 8 年度 厚生労働省新潟労働局 行政運営方針 

第１ 県内の労働行政を取り巻く情勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
  １ 社会経済情勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
  ２ 最近の雇用情勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３ 労働条件・雇用環境をめぐる動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
（１）労働条件等の状況   

  （２）賃金をめぐる情勢と最低賃金の状況   
  （３）労働者の安全と健康確保状況    
  （４）労災補償の状況   
  （５）非正規雇用労働者を取り巻く状況   
  （６）女性活躍の状況と雇用分野における男女均等な機会及び待遇確保の状況 
  （７）職業生活と家庭生活の両立状況   

（８）治療と仕事の両立支援の状況   
４ 雇用をめぐる動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

  （１）新規学卒者等の雇用状況    
（２）就職氷河期世代を含む中高年齢層へ向けた支援 

  （３）高年齢者の雇用状況   
  （４）女性の雇用状況 

（５）障害者の雇用状況   
（６）外国人の雇用状況   
（７）生活困窮者等の雇用状況   
（８）職業訓練の実施状況 

第２ 労働行政の重点施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 
  １ 若者の人材確保（新規採用等）への取組 ・・・・・・・・・・・・・・16 

（１）新規学卒者対策 
（２）就職氷河期世代を含む中高年齢層へ向けた就労支援 
（３）非正規雇用労働者（フリーター等）へのマッチングやステップアップ支援 
（４）大学等への労働法制の普及啓発に向けた取組 
２ 多様な人材の活躍促進等への取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・19 
（１）オンラインによる職業紹介と求人充足サービスの推進 
（２）人材不足分野の人材確保支援 
（３）人材育成等（リ・スキリングによる能力向上支援））  
（４）女性の活躍促進 
（５）高年齢者の就労・社会参加の促進等 
（６）外国人労働者対策 
（７）生活困窮者への就労支援による自立促進 
（８）フリーランスの就業環境の整備 
３ 職場の健康確保への取組、ハラスメントのない雇用環境の整備 ・・・・24 
（１）メンタルヘルス対策の推進 
（２）産業保健活動の推進 
（３）治療と仕事の両立支援対策の推進 



 
（４）化学物質等による健康障害防止対策の推進 
（５）総合的なハラスメント対策の推進 
４ 職場の安全確保への取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

  （１）事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 
  （２）高年齢労働者の労働災害防止対策及び労働者の行動災害防止対策の推進 
  （３）外国人労働者等労働災害防止対策の推進 
  （４）個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 
  （５）熱中症予防対策の推進 
  （６）重点業種別労働災害防止対策の推進 

５ 誰もが安心して働ける職場環境づくりへの取組 ・・・・・・・・・・・27 
  （１）長時間労働の是正をはじめとする働き方改革の推進 
  （２）法定労働条件の確保等 
  （３）特定の分野における労働条件確保対策の推進 
  （４）労働者派遣事業者、職業紹介事業者等への指導監督の徹底 
  （５）労働保険のセーフティネットとしての役割の推進 

６ 働きがいと誇りの持てる処遇改善への取組 ・・・・・・・・・・・・・32 
  （１）最低賃金制度の適正な運営 
  （２）賃金引上げに向けた支援及び取引環境の改善等 
  （３）同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組支援 
  （４）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援 

７ 障害者の就労・定着支援への取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・33 
  （１）雇用の質の向上や多様な就業ニーズに対する支援等 
  （２）中小企業をはじめとした障害者の雇入れから職場定着までの支援の強化 
  （３）障害者虐待（経済的虐待等）防止の徹底 

第３ 労働行政の展開に当たっての基本的対応 ・・・・・・・・・・・・・・・35 
１ 総合労働行政機関としての施策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・36 
２ 計画的・効率的な行政運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 
３ 行政文書及び保有個人情報の厳正な管理並びに情報公開制度・個人情報 

保護制度への適切な対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 
４ 綱紀の保持、行政サービスの向上及び災害対応等の実施強化 ・・・・・38 

     

 
               本文中、略称を用いた法律名等  
 
( 正 式 名 称 )                 ( 略   称 )    
・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 → 働き方改革関連法 
・雇用の分野における男女の均等な機会及び 
待遇の確保等に関する法律    → 男女雇用機会均等法 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  → 女性活躍推進法 
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う  
労働者の福祉に関する法律    → 育児・介護休業法 

・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の  → パートタイム・有期雇用労働法 
改善等に関する法律      

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び  → 労働者派遣法 
派遣労働者の保護等に関する法律     

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定    → 労働施策総合推進法 
 及び職業生活の充実に関する法律 
 
・中小受託取引適正化法                → 取適法
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第１ 県内の労働行政を取り巻く情勢 
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第１ 県内の労働行政を取り巻く情勢 

 

１ 社会経済情勢 

（１）経済情勢について 

令和７年の県内経済情勢は、賃上げ率が２年連続で５％上回ったものの、賃

金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価上昇により、個人

消費については力強さに欠けている状況にある。 

また、生産活動について、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心に

みられる一方で、製造業としては関税による下押しの影響がみられものの、全

体として高水準で推移し、設備投資が増加傾向にあるなど全体としては緩やか

に回復している。  

一方、構造的な変化等に伴う人手不足感の強まりは、デジタル化や AI の利

活用などによる省力化投資の動きを加速させる可能性があるほか、インバウン

ド需要の高まりから、人流・物流の動きも緩やかに回復している。 

今後については、持続的な賃上げによる所得環境の改善が進む中で、国の政

策効果も下支えとなり、個人消費が増加するとともに、設備投資も増加するな

ど企業収益が改善されることが期待される。 

また、「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録による誘客に加え、豊かな自然

を生かしたスノーリゾートや日本酒ブームの影響による酒蔵巡りなど地域資

源を活用した観光需要によるインバウンド消費の拡大が他産業へ波及してい

くことも期待されている。 

（２）社会情勢について 

ア 総人口について 
県内の総人口は、1997 年（平成９年）の 249.2 万人をピークに、1998 年

（平成 10 年）以降減少しており、老年人口（65 歳以上）は、1990 年代以

降急速に増加し、1994 年（平成６年）に年少人口（14 歳以下）の割合を超

えた。少子高齢化を受け生産年齢人口の全人口に占める割合の推移をみる

と、1990 年代、その割合は 65％超であったところ、近年は 55％まで低下

している（出典：令和６年新潟県人口移動調査結果報告）。 
また、県外からの転入・県外への転出(＝社会動態)の動きをみると、28

年連続で転出超過が続いており、転出超過の多い年齢階級は、大学を卒業

して就職する年齢を含む「20 歳～24 歳」、高校を卒業して大学に進学、就

職する年齢を含む「15 歳～19 歳」と、若年層の転出が多く、男女別の転出

超過人数をみると、女性は「20 歳～24 歳」が最も多い（出典：令和６年新

潟県人口移動調査結果報告）。 



 

３ 

 

イ 産業構造について  
令和３年経済センサス－活動調査（総務省/経済産業省）によると、県内

の産業構造をみると、工業的業種が約 30％、非工業的業種が約 70％となっ

ており、業種別にみると、工業的業種では製造業、建設業、非工業的業種

では卸売業・小売業、医療・福祉が多い。全産業を規模別にみると、中小

企業が約 99％と大部分であり、中でも小規模企業の占める割合は８割を超

える。  

このような中、近年では強みである製造基盤を生かした半導体工場や

データセンターなどＩＴ関連企業の誘致にも積極的に取り組んでおり、新

たな雇用創出の場となっている。 

ウ 就業構造・就業形態について  
令和２年国勢調査（総務省）によると、県内においては、中小企業で

働く労働者数は全体の８割を超えるが、産業別にみると、工業的業種に従

事する労働者の割合は全産業の約３割、工業的業種のうち、製造業が約６

割を占め、次に建設業となっている。製造業の中でも本県の基幹産業であ

る食料品製造業に従事する労働者が最も多く、次に一般機械器具製造業、

電気機械器具製造業、金属製品製造業となっている。非工業的業種では、

卸売業・小売業、医療・福祉が多くなっている。 

労働者を就業形態別にみると、非正規雇用労働者は年々増加し雇用者全

体の約３割を占める。 
 

２ 最近の雇用情勢について 

令和７年の県内雇用情勢は、人手不足感がある中でも海外情勢の影響による

経済動向、為替相場の動き、原材料費等の高騰の長期化などにより、企業収益の

先行き不透明さから求人申込を控えるといった動きも確認されるなど、新規求

人は減少傾向が継続している。新規求職者は、物価高騰の中、給与面でより良い

条件を求めて求職活動を行うものがいる一方で、離職により収入が途切れるこ

とへの不安もあり減少傾向にある。 

有効求人倍率（季節調整値）は年間を通じて全国平均に比べて高い水準を維持

したが、令和７年４月の 1.50 倍から徐々に低下し、令和７年 10 月に 1.36 倍ま

で低下したが、全体的な求職者の減少傾向を背景に令和７年 12 月には 1.38 倍

となり増加に転じている。 

なお、正社員の有効求人倍率（原数値）は令和７年 12 月に 1.45 倍となり、前

年同月比 0.09 ポイント低下し、７か月連続で前年同月を下回って推移した。 

今後も、海外情勢の影響による経済動向、原材料費等の高騰の長期化が雇用に

与える影響を注視しつつ、人手不足解消に向け、企業の人材確保の支援を積極的

に行っていく必要がある。 
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３ 労働条件・雇用環境をめぐる動向 

（１）労働条件等の状況 

ア  労働時間等の現状 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」によると、令和６年の本県の事業規模５

人以上の年間総実労働時間は 1,697 時間となり、全国平均 1,643 時間と比

べて 54 時間長くなっている。 

また、総務省「就業構造基本調査」によると、令和４年における週 40 時

間以上の雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合は 5.5％と

なっており、前回調査の平成 29 年（14.5％）に比べ大幅に改善しているが、

令和 10 年までに５％以下とする政府目標（「過労死等の防止のための対策

に関する大綱」（令和６年８月 20 日）。以下同じ。）を達成していない。 

さらに、厚生労働省「令和７年就労条件総合調査」によると、令和６年に

おける年次有給休暇の取得率は、本県では 66.7％※１と全国平均 66.9％※1

と比べて 0.2 ポイント下回っているものの、令和 10 年までに 70％以上とす

る政府目標の達成に向けて着実に推移している。 

加えて、本県のテレワークの導入状況は 18.4％※２と全国の 47.3％※３よ

り低い状況にあるが、政府目標（令和７年度には 45.4％）には届かない状

況であるものの、柔軟な働き方が選択される中で一層普及促進を図る必要

がある。 

勤務間インターバル制度を導入している事業所割合については 9.2％※２

となっており、政府目標（労働者数 30 人以上の企業のうち、導入企業割合

を 15％以上）の達成に向けて取り組む必要がある。 

※１「令和７年就労条件総合調査」の特別集計を基に厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境

政策室が作成 

※２新潟県「令和６年度新潟県賃金労働時間等実態調査結果報告書」より出典 

※３総務省「令和６年通信利用動向調査」より出典 

こうした状況の中、平成31年４月から働き方改革関連法が順次施行され、

令和６年４月から時間外労働の上限規制の適用が開始された自動車運転者、

建設業等も含めて労働時間短縮に向けて、引き続き、丁寧な相談・支援を

行っていく必要がある。また、年次有給休暇年５日の付与義務、勤務間イン

ターバル制度の普及促進等により、長時間労働の抑制を図っていく必要が

ある。 

加えて、過労死等防止対策推進法が平成 26 年に施行されて以降も過労死

等が引き続き社会問題となるなど、労働時間対策は、依然として重要な課題

となっている。 
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イ 労働基準監督署における監督指導、申告状況 

令和７年に管内の労働基準監督署において 3,894 件（速報値）の定期監

督等を実施したが、このうち、何らかの労働基準関係法令違反のあった事業

場は 67.8％となっている。 

また、令和７年の申告受理件数は 266 件（速報値）で前年から３件増加し

た。申告の内容は、多い順に、賃金不払 199 件、解雇 33 件、最低賃金 18 件

となっており、基本的な労働条件の確立が重要な課題となっている。 

ウ  相談及び個別労働関係紛争処理状況 

新潟労働局及び労働基準監督署内に設置している総合労働相談コーナー

には、労働条件その他労働問題に関する事項についての個々の労働者と事

業主との間の紛争（以下「個別労働関係紛争」という。）を含む各種相談が

寄せられている。 

令和７年度の相談件数は、12 月末現在、14,388 件で前年同期比 7.0％増

加している。内訳をみると、個別労働関係紛争に関する相談件数は 3,692 件

で 19.3％増加している。相談内容をみると、「パワーハラスメント」に関

する相談件数が 1,532 件と最も多く（※「パワーハラスメント」について

は、労働施策総合推進法が令和４年４月１日から中小企業にも適用され、そ

れまでの分類である「いじめ・嫌がらせ」と別の集計項目となり、前年同期

比 17.3％の増加となった。）、職場のハラスメントなどに関する相談が数

多く寄せられている。 

また、個別労働関係紛争解決援助制度の利用状況は、助言制度の迅速性を

周知した影響から、12 月末現在、助言・指導申出受付件数は 98 件で前年同

期比 21.0％増加した。（あっせん申請件数は 25 件で前年同期比 3.8%減少） 

同様に、労働施策総合推進法の援助は 15 件で前年同期比 87.5％増加した

が、調停は 13 件で前年同期比 48％減少している。 

今後とも、ワンストップで対応する総合労働相談コーナーを通じ、紛争当

事者間の話し合いを促すなどにより迅速かつ適切な紛争解決を図ることが

必要である。 

（２）賃金をめぐる情勢と最低賃金の状況 

ア 実質賃金の推移等 

令和７年の春闘労使交渉については、全国・新潟県の妥結額、賃上げ率と

も多くの産業・業種で前年の水準を上回った。 

しかしながら、実質賃金（物価変動を差し引いた賃金、全国）については、

円安の進行、輸入原材料価格の高騰に伴う物価上昇の影響を受け、令和７年

１月以降マイナスが続き、物価上昇を下回った。 

新潟県においても、令和７年１月以降、実質賃金（きまって支給する給与）
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は前年比マイナスが継続、直近の 11 月は前年比マイナス 3.5 となって、物

価上昇を下回った。 

イ 新潟県における最低賃金額の状況と賃金引上げの支援の状況等 

新潟県最低賃金額は、令和７年 10 月２日から時間額 1,050 円(対前年＋

65 円、6.6％)となり、過去最大の引上げ額となった。 

しかしながら、本県の賃金水準は、賃金構造基本統計調査(令和６年)によ

ると、28 万 8700 円で全国 30 番目であり、全国平均の 33 万 400 円を大きく

下回っている。 

賃金引上げの支援については、令和 7 年 11 月 21 日閣議決定された「『強

い経済』を実現する総合経済対策」において、「適切な価格転嫁と生産性向

上支援等によって、最低賃金の引上げを可能とする環境整備を進めていく。」

とされ、このような中、新潟労働局においては、賃金引上げに向け助成金の

活用等の支援策の活用促進を図ってきたところ、令和７年度における「業務

改善助成金」の利用状況(令和７年 12 月末現在)は、申請が 482 件と前年同

期比 115 件増（＋31.3％）と大幅な増加となった。 

本県の価格転嫁の状況については、新潟県の調査結果「原材料等価格高騰

等の影響に関する緊急調査（第８回：令和７年８月 15 日から同年８月 29 日

の間、実施）」によると、「概ね８割以上」の価格転嫁ができている企業は

42.9％（「全て転嫁できている」10.8％と「８割程度転嫁できている」32.1％

の合計）と前回比 3.3％の増加となったが、「原材料価格」「エネルギー価

格」「労務費」の上昇で収益を「大きく圧迫」されている企業が増加してい

る状況も認められる。 

今後、現下の物価高やエネルギー価格の高騰下でも、物価上昇を上回る賃

金引上げや、将来にわたり賃金の引上げを持続的なものとしていくために

は、改正された最低賃金の周知及び履行確保を図るとともに、特に中小企

業・小規模事業場において、生産性向上や適正な価格転嫁等により賃金の引

上げをしやすい環境整備に一層取り組む必要がある。 

ウ 同一労働同一賃金の遵守の徹底等 

非正規雇用労働者の最低賃金の引上げを含む所得向上を図るため、「パー

トタイム・有期雇用労働法」に基づく同一労働同一賃金の徹底等により雇用

形態に関わらない公正な待遇の確保を図るほか、いわゆる「年収の壁」を意

識せずに働くことができる環境整備が求められている。 

（３）労働者の安全と健康確保状況 

ア  労働災害発生状況 

令和７年の労働災害による死亡者数は 17 人（令和７年 12 月末現在の速

報値で新型コロナウイルス感染症によるものを除く。以下、この項において
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同じ。）で前年同期比３人減少、休業４日以上の死傷者数は 2,438 人で４

人、0.2％減少した。 

業種別にみると、死亡者数は、建設業は８人から５人に減少した。製造業

は５人と前年同期と同数となった。また、休業４日以上の死傷者数は第三次

産業で 1,110 人と最も多く発生し、次いで製造業が 641 人、建設業が 333 人

の順で続いている。 

また、死傷災害を事故の型別でみると、「転倒」が 720 人と最も多く発生

し、次いで「墜落・転落」が 384 人、「動作の反動・無理な動作」が 337 人、

「はさまれ・巻き込まれ」が 293 人の順で続いており、「転倒」と「動作の

反動・無理な動作」を合わせた行動災害が全体の 43％を占めている。 

死傷災害を年齢別でみると、60 歳以上の高年齢労働者が 777 人と全体の

32％を占めている。 

このような状況にあることから、死亡災害については、その撲滅を目指す

とともに、死傷災害については、令和４年と比較して、2027(令和９)年まで

に、休業４日以上の死傷災害を減少に転じさせるとする、第 14 次労働災害

防止推進計画の目標達成に向け、労働災害防止への取組を一層推進してい

く必要がある。 

イ  労働者の健康をめぐる状況 

新潟県内のメンタルヘルスに取り組んでいる事業場は、30 人から 49 人規

模事業場では 72.9％ではあるものの、50 人以上規模事業場では 50.8％、10

人から 29 人規模事業場では 48％と低調な状況である。（令和６年労働安全

衛生調査（特別集計）） 

こうした状況の下、精神障害に関する労災支給決定件数が増加傾向にあ

るほか、パワーハラスメントに関する相談が増加する中、事業場におけるメ

ンタルヘルス対策への取組を促進させていく必要がある。 

化学物質の性状に関連の強い労働災害による死傷者数は、16 人となって

おり、前年同期と同数である。 

このような状況にあることから、引き続き、メンタルヘルス対策及び化学

物質等による健康障害防止対策に取り組む必要がある。 

 

（４）労災補償の状況 

令和７年度の労災保険給付の支給決定件数は、令和７年 12 月末現在、80,553

件で前年同期比 679 件の増加となっている。 

近年、深刻な社会問題となっている過重労働等による労災請求は、令和７年

12 月末現在、精神障害に関するものが 35 件と前年同期比同数となり、脳・心

臓疾患に関するものが８件と前年同期比２件増加している。 

石綿ばく露による健康被害に関する労災請求は、令和７年 12 月末現在、24

件と前年同期比３件増加した。 
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これら請求事案に対して、被災者及び遺族の早期救済のため、引き続き、迅

速かつ公正な事務処理を行っていく必要がある。 

（５）非正規雇用労働者を取り巻く状況 

総務省「労働力調査」（令和６年）によると、非正規雇用労働者数は 2,126

万人と３年連続増加しており、役員を除く雇用者全体の36.8％を占めている。

新潟県における非正規雇用労働者の状況については、ここ数年は雇用者全体の

約 32％の割合で推移している。 

なお、若年層（34 歳未満）については、総務省「就業構造基本調査」（令和

４年）によると、男女とも正規雇用率は上昇傾向にあり（非正規雇用率は低下

傾向）、引き続き、希望する若年労働者の正規雇用化を促進することが重要で

ある。 

また、厚生労働省「賃金構造基本統計調査（令和６年）」によると、正社員

の賃金を 100 とすると、非正規労働者は 66.9％と賃金格差が生じている。 

このような中、非正規雇用労働者については、令和３年４月に全ての企業に

パートタイム・有期雇用労働法が施行されており、パートタイム労働者及び有

期雇用労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇等について周知徹底及び取組

の支援を図る必要がある。 

さらに、非正規雇用労働者の中には、職務を遂行する上で必要とされる知識・

技術が十分でなく、また、職場において OJT などの教育訓練の機会に恵まれな

いという課題があることから、国家資格の取得等を目指した長期の離職者訓練

や教育訓練の機会を十分に付与する等、正社員化に向けた支援を進める必要が

ある。 

派遣労働者については、県内の派遣元事業所は、令和６年６月 1 日現在、

14,809 人の派遣労働者を雇用しており、労働力需給調整機能としての役割を

果たしている一方で、派遣元・派遣先等 242 事業所に対して実施した指導監督

では、49.6％に当たる 120 事業所に法律違反等による文書指導を行っているこ

とから、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の格差是正に向けた同一労

働同一賃金の遵守を含む労働者派遣法の周知及び履行確保の徹底を図る必要

がある。 

（６）女性活躍の状況と雇用分野における男女均等な機会及び待遇確保の状況 

令和７年度の男女雇用機会均等法に関する相談は、12 月末現在、210 件であ

り、内容はハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関するも

のが多く、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント

に関する相談が合わせて 48.1％(101 件)、妊娠・出産等を理由とする不利益取

扱いが 18.1％（38 件）を占めている。 

また、企業指導等を行った状況をみると、約 52.8％の企業において何らか

の問題が認められ、その内容は、妊娠・出産等に関するハラスメント、セクシュ
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アルハラスメントに関するものが多く、事業主が行うべき措置義務の履行確保

が課題となっている。 

一方、管理的職業に従事する女性労働者の割合は、8.6％と、全国平均（15.3％）

より低く、女性の管理職登用が課題となっている。女性労働者が職場でより活

躍するために、子どもを産み育てながら、あるいは管理職として登用される等

のポジティブ・アクションを一層推進する必要がある。 

また、新潟県における男女間の賃金格差については、男性（一般労働者）の給与を

「100」とした場合、女性（一般労働者）は75.2※1（全国：75.8）※1となっており、長

期的には男女間格差は縮小しているが、依然として格差は大きく、引き続き、男女間の

賃金格差の是正をはじめ待遇の確保を進める必要がある。 

※１ 令和６年賃金構造基本統計調査から出典 

（７）職業生活と家庭生活の両立状況 

新潟県における育児休業取得率は、新潟県「令和６年度新潟県賃金労働時間

等実態調査」によると女性は 87.8％、男性は 44.9％となっており、厚生労働

省「令和６年度雇用均等基本調査」による全国平均の女性 86.6%、男性 40.5%

をいずれも上回っているが、男性の取得率は女性と比較すると低い水準であり、

令和 12 年までに男性の取得率を 85％とする政府目標の達成に向け、更なる取

組の強化が必要である。 

また、介護休業については多くの事業所で制度の導入が進んでいるが、令和

５年度、介護休業制度の利用者がいた事業所の割合は 4.4％※2にとどまってい

る。 

なお、「手助け・介護」のために、仕事を辞めた理由で最も多かったのは「勤

務先の問題」で、その中でも「両立支援制度が整備されていなかった」が約６

割を占める(令和６年度雇用均等基本調査)。この背景には、事業者、労働者と

もに介護休業制度や介護保険制度、その他の柔軟な働き方などの両立支援制度

について、制度の内容やその利用方法に関する知識が十分でなかったケースも

あると考えられることから、介護離職を防止し、仕事と介護の両立を支援して

いくことが重要である。 

※2 新潟県「令和６年度新潟県賃金労働時間等実態調査結果報告書」より出典 

 

（８）治療と仕事の両立支援の状況 

近年、医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん患者の５年後の

生存率が 60％以上まで向上している状況において、がん等の疾病により、長

期にわたる治療を受けながら就職を希望する者に対する支援が社会的課題と

なってきている。 

このような中で、「働き方改革実行計画」において、「治療と仕事の両立支

援」が柱の一つとなっていること、及び治療と仕事を両立できるような取組が
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ある事業場の割合は 58.8％※に止まっている状況等を踏まえ、企業の意識改革

や企業と医療機関の連携強化、労働者の病気の治療と仕事の両立を社会的にサ

ポートする仕組みの整備等に、「新潟県地域両立支援推進チーム」の活動を通

じて計画的かつ着実に取り組む必要がある。 

※「令和４年労働安全衛生調査」より出典 

 

４ 雇用をめぐる動向 

（１）新規学卒者等の雇用状況 

令和８年３月新規学校卒業予定者の就職内定率は、令和７年 12 月末現在、

高校生では 95.6％と 13 年連続して 90％以上、また、大学生等も 82.3％と 14

年連続して 70％以上で推移しており、高水準となっている。  

求人数については、人手不足を背景とした企業の採用意欲の高まりから、令

和９年３月学校卒業予定者の就職環境についても、引き続き求人が求職を上回

る傾向が見込まれる一方、心身の不調や家庭・経済環境の問題等の多様な課題

を抱え、就職活動に際して特別な配慮や支援を必要とする生徒・学生は依然と

して一定数存在しており、そういった方々に対する支援、及び支援を行うハ

ローワークの認知度の低さも課題となっている。  

このため、生徒・学生に対してハローワークの支援の周知を図るとともに、

未内定者については、高校・大学等や関係機関とも連携を密にしながら、就職

支援を行う必要がある。  

また、県内就職内定構成率は、令和７年 12 月末日現在、高校生は 84.8％と

平成６年３月卒業者以来の 85%以下、大学生等は 48.8％と昭和 62 年３月卒業

者以来、初めて 50％を下回っており、県内企業への就職促進が喫緊の課題と

なっている。  

このため、学生等に県内の優良企業、特に多くの割合を占める中小企業の魅

力や特徴を伝えるため、企業説明会等の開催による企業情報の提供やユース

エール認定制度の周知に努めるとともに、認定企業のさらなる拡大等により、

県内企業における雇用環境の改善に取り組む必要がある。  

さらに、新規学卒者（令和４年３月卒）の３年以内離職率は、大学卒 33.6％、

短大・専修卒 41.0％、高校卒 33.6％となっており、依然として約３～４割が

就職後３年以内に離職していることに加え、傾向として２年目、３年目に比べ、

入社後１年目の離職率が高いことが課題となっている。  

このため、学生等に対して、就職後の仕事の悩みや不安等を抱えた時は、ハ

ローワークに相談するよう在学中のうちから高校・大学等と連携して周知を行

うとともに、就職後の学生等の状況把握に努め、キャリア形成にマイナスとな

る早期離職が増加することがないよう、就職後の学生等の状況に応じた定着支

援に取り組む必要がある。  



 

１１ 

 

なお、新潟県は全国よりも早いペースで人口減少の局面を迎えており、新潟

県統計課「新潟県の人口移動」によると、新潟県における令和６年の総人口は

2,098,804 人と対前年差で▲27,472 人と平成９年をピークに 27 年連続で減少

しており、県内企業が必要とする人材を確保するため、人口減少問題に対する

対応は喫緊の課題となっている。  

このため、新潟県が県内への移住促進を目的に東京都内に設置している「に

いがた暮らし・しごと支援センター」と連携し、センター利用者と県内ハロー

ワークをオンラインでつなぎ職業相談・職業紹介を実施するほか、ホームペー

ジや SNS を通じて、オンライン相談ができることや、オンライン参加できるイ

ベント等の情報発信により、U・I ターン就職の促進に取り組む必要がある。  

（２）就職氷河期世代を含む中高年齢層に対する雇用状況 

就職氷河期世代を含む中高年世代には、非正規雇用期間が長く正規雇用に比

べて能力開発機会が乏しかったため、処遇面を含めて現在も厳しい状況にあ

るなど、様々な課題に直面している者が一定数存在する。  
それらの者が抱える固有の課題（希望する職業とのギャップ、実社会での経

験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援に

取り組む必要がある。取組にあたっては、「にいがた中高年世代活躍応援プ

ロジェクト協議会」を通じて地方公共団体や関係団体等地域一体となって支

援を進める必要がある。 

（３）高年齢者の雇用状況 

高年齢者の雇用状況は、令和７年６月１日現在、65 歳までの雇用確保措置制

度は対象企業（従業員数 21 人以上 4,490 社）のうち、99.8%（4,482 社）で実

施されている。一方で、令和３年４月１日から努力義務として施行された 70 歳

までの就業確保措置実施企業割合は 31.0％と、前年より 2.9 ポイント上昇し

着実に増えているものの、全国平均（34.8％）を下回っており、「定年制の廃

止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」といった雇用による措置等

制度の導入等に係る周知・啓発をさらに加速させ、働く意欲のある誰もが年齢

に関わりなく、その能力を十分に発揮できる生涯現役社会の実現に向けた環境

整備を図る必要がある。 

また、高年齢求職者（55 歳以上：常用）に対する再就職支援については、令

和７年 12 月末現在において新規求職申込件数は増加しているものの、就職件

数は伸び悩んでいる。就職率は 21.8％と、前年同期から 2.1 ポイント低下して

いるとともに、他の年齢層よりも低いことから、高年齢求職者の持つ多種多様

な就業ニーズの把握に努め、これに対応した就業機会の確保を行う必要がある。 

（４）女性の雇用状況 
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総務省統計局「就業構造基本調査」(令和４年)によると、県内の女性雇用者

数は約 469,000 人で、雇用者総数に占める割合は 46.7％と全国平均とほぼ同

率である。 

また、総務省「国勢調査」(令和２年)に基づく、県内の女性の年齢階級別労

働力率について、いわゆる「Ｍ字カーブ」は、全体が上方にシフトし、台形に

近づきつつある。 

その一方で、女性の年齢層別労働力率を就業形態別に見ると、配偶者のいる

女性について、25～29 歳における「正規の職員・従業員」の割合が近年上昇し

てきたが、25～29 歳でピークとなった後に減少する「Ｌ字カーブ」がみられ、

年齢が上昇していくにつれ、「パート・アルバイト」等の非正規雇用で働く者

の割合が増加している。 

他方、子育て等により離職する女性もいることから、再就職のためのリカレ

ント教育など学び直しへの支援や、マザーズハローワーク事業による一人ひと

りの希望や状況に応じたきめ細やかな支援を推進していく必要がある。 

（５）障害者の雇用状況 

令和７年度の障害者の職業紹介状況は、12 月末現在、新規求職申込件数が前

年同期比で 4.7％増加したが、就職件数は 5.3％減少している。 

新規求職申込件数の障害種別をみると、身体障害者は 1.6％減少しているが、

知的障害者及び精神障害者はそれぞれ 7.2％及び 7.3％増加している。 

就職件数の障害種別では、身体障害者が 12.0％、知的障害者が 1.6％及び精

神障害者が 5.0％それぞれ減少している。 

就職件数は前年同期比で減少しており、体調管理や生活習慣、作業遂行能力

や対人スキルなど働き続けるために必要な準備（職業準備性）への課題を抱え

る求職者が増加傾向にあることから、アセスメントを意識した職業相談を行う

とともに、障害者就労支援機関と密接な連携により、多様な障害特性に応じた

きめ細かな支援を行う必要がある。  

障害者雇用状況については、令和７年４月に除外率が 10 ポイント引き下げ

られたが、令和７年６月１日現在の県内民間企業（40.0 人以上規模の企業）に

おける障害者実雇用率は 14 年連続で過去最高の 2.45％（前年と同率だが、小

数点第３位で比較した場合は前年より上昇した）となり、また、法定雇用率達

成企業割合も 56.0％と前年比 0.8 ポイント上昇した。 

障害者実雇用率は着実に上昇しているものの、障害者を一人も雇用していな

い障害者雇用ゼロ企業は、法定雇用率未達成企業の 56.8％を占め、依然として

多いことから、就労支援機関や、福祉・教育・医療機関とも連携し、主に障害

者雇用ゼロ企業が多い中小企業に対する障害者の雇入れ支援を強化する必要

がある。 
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また、就職後の離職防止の観点から、的確なマッチングによる職業紹介に加

えて、地域の関係機関と連携したチームによる職場定着支援など、就職から定

着まで一貫した支援を強化する必要もある。 

一方、県内の地方公共団体等の機関においては、雇用不足が解消できなかっ

た８機関が障害者採用計画に基づき雇用の改善に取り組んでいる。 

令和７年度の障害者虐待事案の状況は、令和７年 12 月末現在、市町村から

の通報を含め労働局が把握したものは９件となり、前年同期と同件となってい

る。労働局において令和７年度に虐待の調査を行った事案のうち、障害者虐待

と認定したものが２件認められたことから、引き続き雇用主に対する障害者虐

待への意識啓発、早期発見に向けた取り組みを強化する必要がある。 

（６）外国人の雇用状況 

外国人雇用状況の届出状況は、令和７年10月末現在、外国人労働者数が16,626

人で前年同期比 2,268 人（15.8％）増加、外国人労働者を雇用している事業所数

が 2,902 所で前年同期比 308 所（11.9％）増加し、平成 19 年に外国人雇用状況

の届出が義務化されて以来過去最高となった。  
国籍別では、ベトナムが 4,613 人（前年同期比 245 人増加）と最も多く、次い

でフィリピンが 2,375 人（同 128 人増加）、インドネシアが 2,340 人（同 629 人

増加）、中国が 2,113 人（同 47 人増加）、ネパールが 1,232 人（同 436 人増加）

などの順である。また、増加率では大きい順にネパールが 54.8％増、ミャンマー

が 51.8％増、インドが 42.9％増となった。  
技能実習生は 5,558 人で、前年同期比 294 人（5.6％）増加となった。技能実

習生のうち、ベトナム国籍が 44.7％を占めており、また製造業が 56.6％を占め

ている。 
特定技能の外国人は 2,560 人で、前年同期比 837 人（48.6％）増加となった。

特定技能のうち、ベトナム国籍が 38.8％を占めており、また製造業が 49.9％を

占めている。 

また、令和６年に管内の労働基準監督署において、外国人技能実習生を雇用し

ている 144 実習実施者に対し監督指導を実施した。このうち、何らかの労働基

準関係法令違反のあった実習実施者の割合は 69.4％となった。 

外国人労働者の適正な雇用管理についての周知・啓発、労働基準関係法令違

反の疑いがある事業場に対する重点的な監督指導及び外国人求職者に対する

就職支援の必要性が増してきている。 

（７）生活困窮者等の雇用状況 

県内の生活保護受給者数は、令和７年８月現在で前年同期比▲1.4％減の

20,420人、このうち稼働能力を有する層が多く含まれる「その他世帯」の数は、

前年同期比▲0.4％減の 3,719 世帯といずれも僅かに減少しているが、依然と

して高止まりとなっている。  
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また、新型コロナウイルス感染症禍での生活困窮者向けの特例貸付金の返済

と食料品や光熱費などの値上げが重なり、生活困窮者等の就労支援ニーズは、

一層高まっている状況にある。  

このため、ハローワークと地方公共団体が一体となったきめ細かな就労支援

を実施することにより、生活困窮者等の就労による自立を促進する必要がある。 

（８）職業訓練の実施状況 

公共職業訓練（離職者訓練）の実施状況は、令和７年度の受講者数は 12 月

末現在 1,292 人と前年同期比で▲5.2%％減少しており、就職率(訓練コースの

終了 3 か月後の実績)は施設内訓練が 91.9％、委託訓練は 66.5％となってい

る。 

また、求職者支援訓練は、受講者数は 410 人と同年同期比で 9.6％増加して

おり、就職率(訓練コースの終了３か月後の実績)は 60.2％となっている。 

社会のデジタル化が加速する中、デジタル分野における職業訓練コースの設

定の促進を図り、デジタル推進人材を育成する必要がある。 

さらに、非正規労働者等の円滑な労働移動と雇用の安定を図るため、積極的

な職業訓練への誘導を図ることにより、適切な受講あっせんに取り組むととも

に、訓練受講者の就職支援を推進する必要がある。 
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第２ 労働行政の重点施策 
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第２ 労働行政の重点施策 

新潟労働局は、令和７年度における労働行政を取り巻く情勢を踏まえ、厚生

労働省版「令和８年度地方労働行政業務運営方針」にも留意しつつ、特に、以下

を重点施策として推進することとする。 

※ なお、この後の７つに分類した各取組（具体的には、若者の人材確保への取組、

多様な人材の活躍促進等への取組等）については、総合労働行政推進の観点から関

連する施策を整理したものであり、各項目間の優先順位を示すものではない。 

 

１ 若者の人材確保（新規採用等）への取組 

（１）新規学卒者対策 

ア  高等学校卒業予定者に対する支援  

高等学校卒業予定者に対しては、高等学校と緊密に連携しながら、ハロー

ワークに配置している就職支援ナビゲーターを中心に個別就職相談の早期実

施、応募前職場見学や求人説明会（就職ガイダンス）等の開催により就職を支

援する。 

また、企業に対し早期求人申込みの周知や公共職業安定所長をはじめとす

る職員、就職支援ナビゲーター等による求人開拓を実施し、早期求人の確保

及び生徒のニーズに応じた求人の確保を図り、県内就職を促進する。 

加えて、近年、高卒求人数の増加により、学校現場での負担が大きくなって

いることから、高等学校等に対し、ハローワークによる支援メニューを改め

て丁寧に説明するなど、高等学校等との連携強化を図るとともに、特に就職

支援のノウハウが十分にない高等学校等を重点的に支援する。 

イ 大学等卒業予定者に対する支援  

大学等卒業予定者に対しては、深刻な人手不足を背景に採用活動の早期化

が年々進む中で、就職活動の動き出しが早い学生と遅い学生の二極化が顕著

になっている実態を踏まえ、大学等のニーズも踏まえつつ、学生生活のでき

る限り早期からハローワークの支援に関する講義を開催するなどによりハ

ローワークの認知度向上を図り、積極的なハローワークの利用を促す。併せ

て、就職ガイダンスや就職面接会への案内を行うほか、就職支援ナビゲーター

の大学等への訪問による出張相談や各種セミナーの開催等、学校と連携した

就職支援を行うとともに、就職活動に乗り遅れた学生や年度後半になっても

内定を得ることができない学生に対しても、時期に応じた就職支援を実施す

る。 
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また、就職活動に課題があり支援を要する学生については、大学等と連携の

上早期に把握し、関係機関とも連携しながら、対面による個別支援のほか、オ

ンラインを活用した就職支援など、きめ細やかな支援を行う。 

なお、未内定のまま卒業した既卒者への支援として、卒業後少なくとも３年

以内の既卒者は、新卒枠で応募できるよう引き続き企業に働きかけを行う  

ウ Ｕターン希望者に対する支援  

首都圏大学等へ進学している新規大学等卒業予定者のＵターン対策として、

新潟県が東京都内に設置している「にいがた暮らし・しごと支援センター」と

連携し、オンライン職業相談等により就職支援を充実・強化する。併せて、

ホームページや SNS を通じて、オンライン相談ができることや、オンライン

参加できるイベント等の情報発信に努める。 

エ 学生等と中小企業とのマッチングの強化等  

学生等に県内の優良な中小企業の魅力や特徴を伝えるため、企業説明会等

の開催により、企業情報の提供に努めるとともに、ユースエール認定制度の

周知拡大に努め、認定企業のさらなる拡大に取り組む。 

（２）就職氷河期世代を含む中高年層へ向けた就労支援 

ア 専門担当者による職業相談・紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援の

推進 
不安定な就労状態にある者一人ひとりが置かれている複雑な課題・状況

に対応するため、新潟公共職業安定所（以下「新潟所」という。）ときめ

きしごと館に設置するミドルシニア専門窓口において、専門担当者による

チームを結成し、個別の支援計画に基づき、キャリアコンサルティング、

生活設計面の相談、必要な能力開発施策へのあっせん、求職者の適性・能

力等を踏まえた個別求人開拓、就職後の定着支援など計画的かつ総合的な

支援を実施する。 

イ 正社員で雇い入れる企業への助成金等の活用 
事業主・対象求職者に対し、特定求職者雇用開発助成金について積極的

に周知広報を行い、制度の一層の活用促進を図り、正社員就職を推進す

る。 

また、安定的な就職が困難な求職者に対し、一定期間試行雇用する事業

主へ助成（トライアル雇用助成金）することにより、その適性や業務遂行

可能性の見極めなど、求職者と求人者の相互理解を促進し、就職氷河期世

代を含む中高年層の支援を実施する。 

ウ 地域若者サポートステーションにおける無業者への支援  
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地域若者サポートステーションにおいては、ハローワークのミドルシニア

専門窓口等と恒常的なネットワークを構築しながら、オンラインによる相談

支援も活用し、継続的な支援を行う。  

エ 「中高年世代活躍応援プロジェクト都道府県協議会」を活用した支援 
就職氷河期世代を含む中高年世代が抱える固有の課題（希望する職業と

ギャップ、実社会での経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、

個々人の状況に応じた支援に取り組むため、「にいがた中高年世代活躍応

援プロジェクト協議会」を通じて、引き続き地方公共団体や関係団体等地

域一体となった取組を推進する。 

（３）非正規雇用労働者（フリーター等）へのマッチングやステップアップ支援 

ア フリーター等の正規雇用化の支援  

フリーター等一人ひとりの課題に応じ、就職活動に関する個別相談・指導

助言、継続的な求人情報の提供、必要に応じて担当者制による一貫した支

援、就職活動スキルを身につけるためのワークショップやセミナーの開催

により、正社員化の実現等に向けた支援を実施する。 

また、「トライアル雇用助成金」、「キャリアアップ助成金」などの各種

助成金制度等の活用により、正社員就職を促進する。 

イ 若者の就職支援関係機関との連携  

「ジョブカフェ」が実施するキャリアコンサルティング等の支援メ

ニューを積極的に活用し就職支援を行う。 

若年無業者等の自立支援については、「地域若者サポートステーション」

との連携により、社会人として必要な基礎的な能力の養成を含めた相談支

援、職業意識形成及び就労意欲の向上を図り、若年無業者への支援を行う。 

ウ 求職者支援制度による再就職支援 

非正規労働者等が働きながら学び、キャリアアップを目指すことができ

るオンラインを活用した職業訓練について、高齢・障害・求職者雇用支援機

構新潟支部及び県と連携した周知に取り組み、支援を希望する者については、

ハローワークにおいて職業相談（オンライン職業相談を含む）等の就職支援

のスキームに確実につなげる。 

また、非正規労働者等の円滑な労働移動と雇用の安定を図るため、就職に

必要な技能及び知識の習得に向けて、求職者支援制度による職業訓練受講給

付金を活用した公的職業訓練の受講あっせんや、国家資格等を取得して正社

員就職を目指す公共職業訓練「長期高度人材育成コース」の受講あっせんを

積極的に行うとともに、訓練受講者の早期就職が可能となるよう、訓練実施

機関と連携したきめ細かな就職支援を行う。 
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（４）大学等への労働法制の普及啓発に向けた取組 

学生生活でのアルバイトにおける労働関係法令の不知によるトラブルの発

生を未然に防止するとともに、卒業後のキャリア形成や働き方を考えるための

基礎的な知識を習得し、自身の進路選択の参考とできるようにするため、大学

等における労働関係法令の講義・セミナー等の実施について各大学等に対し積

極的に勧奨する。 

なお、連携協定による寄附講義・講座として実施している新潟大学及び敬和

学園大学及び令和６年度から新たに講義を行った長岡大学のほか、令和７年度

に新潟県立看護大学、新潟職業能力開発短期大学校で労働法のセミナーを開催

するなど、様々な形態での講義・セミナー形式での開催も含め、労働法制等の

普及啓発に理解と協力の得られる大学等を拡大していく。 

 

２ 多様な人材の活躍促進等への取組 

（１）オンラインによる職業紹介と求人充足サービスの推進 

ア 求職者に対する就職支援の充実  

オンライン・ハローワークシステム機能を活用し、求職者に対する就職支

援に取り組む。 

特に、オンラインを中心に就職活動を行っている者等のうち、採用不調が

続くなど就職活動における課題を抱えている者に対してハローワークの利

用を促し、job tag（職業情報提供サイト）を利用した自己分析支援や職業

情報提供、求職者担当者制による課題解決支援サービスへの誘導を図るほか、

「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」及びこれを踏まえた「しょ

くばらぼ（職場情報総合サイト）」の利活用等について、周知を行う。併せ

て、求職者マイページを活用したマッチングやオンラインによる職業紹介を

行う。 

また、ハローワークインターネットサービスにおいて、ハローワークと同

じ求人が閲覧できることから、利用者に対して求人票以上の事業所情報など

ハローワークならではの情報提供を行い、付加価値の高い職業相談を実施す

る。 

加えて、全てのハローワークにおいてオンライン職業相談ができる環境を

整備したことから、オンラインによる職業相談やセミナー等を行うことによ

り、ハローワークへの来所が難しい求職者など本人のニーズに応じた就職支

援の充実・強化を図る。 

イ 求人者に対する充足支援の充実  
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求人者における「求人者マイページ」の利用を促進し、特に、オンライン

化の進展やペーパーレス化推進の必要性を踏まえて、引き続きオンラインで

の求人申込みを推進する。 

また、求人者からオンラインでハローワーク登録求職者の中からリクエス

トできるサービスや、仕事内容等の画像の登録サービスの活用を促進するほ

か、job tag（職業情報提供サイト）の機能を活用した採用活動支援や求人

票記載内容の充実など、充足支援を進める。 

さらに、求人部門と職業相談部門が連携した求人充足会議において、求職

者ニーズを踏まえた充足支援を検討し、個々の未充足求人の充足に向けた求

人担当者制による支援を積極的に展開する。 

併せて、全てのハローワークにおいて求人者に対するオンライン相談に係

る環境を整備したことから、求人に係る助言や職場見学等でのオンライン活

用、求人説明会・合同面接会のハイブリッド開催等を推進することにより、

求人者に対する充足支援の充実・強化を図る。 

（２）人材不足分野の人材確保支援 

ア 医療・介護・保育分野における医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト 

 少子高齢化が進む中、地域での医療・介護サービス提供体制の確保や子育

て支援は喫緊の課題であり、医療・介護・保育分野における人材確保への支

援に積極的に取り組む必要がある。このため、部門を問わず組織横断で取り

組むことに留意しつつ、新潟所に設置している人材確保支援コーナーや新潟

所以外のハローワークにおいて、アウトリーチ支援による求人充足支援の強

化や関係団体との連携により、医療・介護・保育分野における人材確保に向

けたハローワークの取組を抜本的に強化する。 

イ その他の分野における人手不足対策等 

建設・運輸・警備分野においても人材不足は深刻な課題であり、こうした

分野におけるマッチング支援を強化するため、人材確保対策推進連絡協議会

等の場も活用し、地方自治体や関係団体等と連携して人材確保に向けた取組

を支援していく。 

特に、人材不足分野等の人材確保は緊急性の高い課題であることから、事

業主からの雇用管理に関する相談に対し、雇用管理の実態及び問題点を把握、

分析し、的確かつ効果的な相談・援助を実施するため、引き続き「雇用管理

改善等コンサルタント」を設置し人材確保を支援する。 

さらに、人材不足への対応のため、新ＫＫＲパッケージ（人材不足対応の

ための新しい３つの取組促進活動（「給与」などの処遇改善と生産性向上（Ｄ

Ｘの推進、人への投資を含む。）、「休日・休暇」の増加、ハラスメントの

ない職場づくり等の働き方・休み方改革の推進、育児・介護と仕事の「両立」
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支援））を推進する等により、賃金引上げ等の処遇改善やハラスメントのな

い働きやすい職場環境の整備など健康で安全・安心な職場づくり、更には育

児と仕事の両立支援にも取り組む。 

（３） 人材育成等（リ・スキリングによる能力向上支援 

厚生労働省において、令和８年度から新たに実施する全国的な周知広報

キャンペーンについて、関係機関や労使と連携して、先進的な取組の紹介

やその情報発信に取り組み、リ・スキリングの機運醸成につなげていく。 

令和 7 年 10 月に創設された、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるため

の休暇を取得した場合に訓練期間中の生活費を支援する「教育訓練休暇給

付金」や、雇用保険被保険者以外の者に対して教育訓練費用と生活費を融

資する「リ・スキリング等教育訓練支援融資」について引き続き周知を図

る。 

また、労働者のキャリア形成やリ・スキリングに係る支援を推進するた

め、「キャリア形成リスキリング推進事業」により受託者と連携した相談支

援を実施する。 

人材開発支援助成金の積極的な活用勧奨による活用促進を図り、企業に

おける従業員教育や従業員による学び直しに対する支援を行うとともに、

「事業展開等リスキリング支援コース」により、新規の事業展開に伴う人

材の育成や、業務の効率化や生産性の向上に取り組むためのデジタル化に

対応した人材の育成に取り組む事業主を支援する。 

教育訓練給付制度の給付率の引き上げを令和 6 年 10 月に行ったことか

ら、労働者個々人の学び・学び直しを支援するため、教育訓練給付制度の拡

充について、様々な機会を捉えて周知に取り組む。 

公的な職業訓練においては、デジタル分野の重点化によるデジタル推進

人材の育成が必要であることから、地域ニーズを把握した上でデジタル化

の進展に対応した訓練コースの設定や訓練実施機関と連携した訓練情報の

提供による求職者の受講促進に取り組む。 

（４）女性の活躍促進 

ア 女性活躍推進のための取組 

令和８年４月１日施行の改正女性活躍推進法では、労働者数 101 人以上の事

業主に「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務化された

ことから、情報公表が着実に行われるよう対象企業への個別周知、指導等に

より、法の着実な履行確保を図る。 

また、平均残業時間、年次有給休暇取得率、育児休業取得率など、各企業の

働き方に関する様々な情報を集約した「女性活躍推進データベース」のメリッ
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トを企業に伝え、登録を促すとともに、就職活動に役立つ情報として学生を

始めとした求職者に対する利用促進を図る。 

さらに、女性の活躍推進に積極的に取り組む企業へ「（プラチナ）えるぼし

認定」や、新設された「えるぼしプラス」の認定制度についての周知を図り、

多くの企業が認定を目指した取組を推進する。 

イ 育児休業・介護休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援等 

①  男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援 

令和７年４月１日より施行された改正育児・介護休業法では、子の年齢に

応じた柔軟な働き方を実現するための措置の充実や、男性の育児休業の取

得状況の公表義務対象企業の拡大、介護離職防止のための仕事と介護の両

立支援制度の強化等、改正内容について周知を図るとともに、両立支援助成

金の利用勧奨を行い、男女ともに育児休業を取得しやすい環境の整備に向

けて企業の取組を支援する。 

併せて、法違反が認められる場合や、労働者の権利侵害が疑われる事案や

育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる事案を把握した場

合には、事業主に対して是正に向けた積極的な指導を行うことにより、確実

な履行確保を図る。 

また、次世代育成支援対策推進法について、有効期限を 10 年延長した上

で、同法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把

握・数値目標の設定を事業主に義務付けること等を内容とする改正次世代

法（令和７年４月１日施行）について、労使に十分に理解され、円滑に施行

されるよう労使団体等と連携して周知に取り組む。 

さらに、同法に基づく一般事業主行動計画の策定等について、労働者数

101 人以上の義務企業の届出の徹底を図るとともに、努力義務となっている

労働者数 100 人以下の企業に対し策定促進を図る。併せて、仕事と子育て

の両立支援に取り組む企業へ「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライく

るみん」及び「くるみんプラス」の認定基準が引き上げられたことを踏まえ、

新基準等について広く周知するとともに、認定の取得促進に向けた働きか

けを行う。 

②  仕事と介護の両立ができる職場環境整備 

介護休業等一定の両立支援の仕組みが整っているが、その制度が勤務先

で利用できない状況や、制度の趣旨が理解されないまま仕事との両立が困

難となっている状況を改善し、介護離職を防止していくため、引き続き、

様々な立場や世代に対し周知を行う。 

また、介護に直面し、当事者となっている労働者のみならず、今後介護に

直面する労働者も、介護休業制度や介護保険制度の仕組みについて理解を
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深め、自らの状況に応じ準備しておくことや、勤務先の事業主や上司も制

度への理解を深められるよう努める。その際、介護離職を予防するための

企業の取組の全体像を示した「仕事と介護の両立支援対応モデル」の普及

や、介護支援プランに基づいて労働者に円滑に介護休業を取得・職場復帰

させた事業主等に対する両立支援等助成金の活用促進を通じて、仕事と介

護が両立できる職場環境整備を図る。 

さらに、改正育児・介護休業法について、労使に十分に理解され、円滑に

施行されるよう労使団体等と連携して周知に取り組む。 

③  不妊治療と仕事との両立の推進 

不妊治療と仕事との両立支援に関する認定制度「くるみんプラス」の制度

周知と取得勧奨を行うとともに、両立支援等助成金「不妊治療及び女性の

健康課題対応両立支援コース」の活用も促し、不妊治療と仕事との両立が

しやすい職場環境整備を推進する。 

ウ 子育てをしながら就職を希望する方への支援  

子育てをしながら就職を希望する方を支援するために新潟所に設置してい

るマザーズハローワーク新潟、長岡・上越公共職業安定所に設置しているマ

ザーズコーナーにおいて、就職に向けたプランを作成し、マンツーマンによ

る計画的かつ一貫した支援を実施し、子育て等の事情により来所が困難な方

にはオンラインによる職業相談・就職支援セミナーを開催する。 

また、仕事と子育てが両立しやすい勤務時間の設定を事業所へ要請するな

ど、多様な正社員を含め仕事と子育てが両立しやすい求人の確保も実施する

ほか、出産・育児を機に離職し長期ブランクがある者等に対し、再就職に必要

な技能・知識を習得するための職業訓練のあっせん等による支援を行う。 

このほか、地方公共団体等と連携し、女性の就職情報、保育サービスに関す

る情報、仕事と子育てが両立しやすい求人・事業所の情報、ひとり親家庭への

各種支援に関する情報等を提供する。 

加えて、マザーズハローワーク新潟では、アウトリーチ型支援として地域の

子育て支援拠点等へ訪問し潜在的な求職者の掘り起こしや、人手不足分野の

関係団体等と連携して新たな職種を検討するためのセミナーの開催をする。 

（５）高年齢者の就労・社会参加の促進 

ア  70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備の促進 

65 歳までの雇用確保措置が完全義務化された今、70 歳までの就業機会の確

保に向けた意識啓発や機運醸成のための周知活動を引き続き実施する。 

また、高齢・障害・求職者雇用支援機構新潟支部の 70 歳雇用推進プランナー

等による周知・助言活動と併せ、高年齢者雇用に積極的に取り組む企業に対す

る制度構築や環境整備の支援を行う。 
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イ  生涯現役支援窓口におけるマッチング支援 

高年齢者の相談窓口である「生涯現役支援窓口」を県内８か所（新潟、長岡、

上越、三条、新発田、新津、巻、南魚沼）に設置し、高年齢求職者の個々のニー

ズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援や求職者担当者制による効果的

な職業相談・職業紹介を行うとともに、各種セミナー等を実施する。また、高

年齢求職者のニーズに沿った求人確保（60 歳以上限定求人やシニア歓迎求人）

を図る。 

ウ  シルバー人材センター等による地域における多様な就業機会の確保 

シルバー人材センター等が運営する委託事業等の取組との連携により、高

年齢者の就業促進と多様なニーズに見合った就業機会の創出を図る。 

また、シルバー人材センターにおける就業機会拡大の取組を積極的に周知

し、高年齢者の就業機会やシルバー会員の安定的な確保を図る。 

（６）外国人労働者対策 

外国人求職者への就職支援に当たっては、通訳員、多言語コンタクトセン

ターや翻訳機器を活用して日本語能力が十分でない求職者に対する相談体制

を確保し、在留資格の範囲内でその能力を発揮することができるよう、本人の

希望や知識・経験等を踏まえた職業相談や求人確保等を行うほか、外国人労働

者相談コーナーにおける労働相談への対応について、引き続き適切に対応する。 

また、外国人を雇用する事業主に対しては、「外国人労働者の雇用管理の改

善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問等に

より外国人労働者の適正な雇用管理について周知・啓発を行う。 

さらに、適正な労働条件及び外国人労働者が安心して働ける職場環境を確保

するため、技能実習生や特定技能外国人等の外国人労働者を使用する事業場に

ついて、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して重点的に監督指導

を実施し、重大・悪質な法違反が認められた場合は、司法処分を含め厳正に対

処することと併せ、出入国在留管理機関及び外国人技能実習機構との相互通報

制度を確実に運用する。 

（７）生活困窮者等への就労支援による自立促進 

生活保護受給者や児童扶養手当受給者等の生活困窮者等への就労支援につ

いては、自治体や福祉事務所等の関係機関との日常的な連絡体制の構築による

情報共有を行い、支援対象者の選定から就労後の定着指導まで連携して支援す

ることにより自立の促進を図る。 

（８）フリーランスの就業環境の整備 

フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、昨年度に引き続き施行

された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の履行確保を図る必要があ

る。 
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また、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス

からの相談にも丁寧に対応する必要がある。 

このため、フリーランス（フリーランス・事業者間取引適正化等法上の特定受

託事業者）から本法の就業環境の整備違反に関する申出があった場合に、速や

かに申出内容を聴取し、委託事業者に対する調査、是正指導等を行うなど、本

法の着実な履行確保を図る。 

なお、フリーランスから委託事業者等との取引上のトラブルについての相談

があった 際には、引き続き「フリーランス・トラブル 110 番」を紹介するなど

適切に対応する。 

さらに、全国の労働基準監督署に設置した「労働者性に疑義がある方の労働

基準法相談窓口」に相談があった場合には、労働者性の判断基準を丁寧に説明

するなど適切に対応するとともに、申告がなされた場合には、特段の事情がな

い限り、原則として労働者性の有無を判断し、必要な指導を行う。 

おって、被用者保険の更なる適用促進を図るため、労働基準監督署において

労働基準法上の労働者と判断した事案については、日本年金機構年金事務所及

び新潟労働局労働保険徴収課への情報提供を徹底する。 

 

３ 職場の健康確保への取組、ハラスメントのない職場環境の整備 

令和８年度は、第 14 次労働災害防止推進計画の４年目であることから、目標

達成に向けて、以下の取組等を着実に推進する。 

（１）メンタルヘルス対策の推進 

長時間労働やメンタルヘルス不調などによる健康障害を防止するため、長時

間労働者に対する医師による面接指導やストレスチェック制度をはじめとす

るメンタルヘルス対策などの労働者の健康確保の取組が事業場で適切に実施

されるよう、引き続き指導を行う。 

また、「新潟けんこう Work」（Niigata Well-being Work）活動を促進し、

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や「働く人のメンタルヘルス・

ポータルサイト「こころの耳」」、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュ

アル」の周知を行う等により、事業場におけるメンタルヘルス対策の取組の促

進を図る。 

（２）産業保健活動の推進 

中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援するため、新潟産業保健総合

支援センターが行う産業医等の産業保健スタッフや事業者向けの研修、メンタ

ルヘルス対策や治療と仕事の両立支援対策の個別訪問支援、地域産業保健セン

ターによる小規模事業場への医師等の訪問支援等について利用勧奨を行う。 

（３）治療と仕事の両立支援対策の推進 
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令和８年４月より治療と仕事の両立を支援するために必要な措置を講ずる

ことが事業者の努力義務となったことから「治療と就業の両立支援指針」等

の周知啓発を行うとともに、新潟県地域両立支援チームにおいて令和４年度

に策定した中期計画に基づき、取組を計画的に推進する。また、主治医、会

社・産業医と患者に寄り添う両立支援コーディネーターのトライアングル型

のサポート体制を推進する。 

さらに、がん・肝炎・糖尿病等の疾病により、長期にわたる治療を受けなが

ら、生きがいや生活の安定のために就職を希望する方（以下「長期療養者」と

いう。）に対する就職支援を推進するため、新潟、長岡、上越、及び新発田公

共職業安定所に長期療養者就職支援窓口を設け、診療連携拠点病院等との連

携を図り、社会的課題となっている長期療養者への就職支援を更に充実させ

る。 

（４）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

令和８年４月から化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合

においては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名

について代替化学名等での通知が認められること、あわせて令和８年 10 月か

ら個人ばく露測定を作業環境測定として位置づけ、有資格者による実施を義

務付けることとされたことから、これらの周知徹底に取り組む。 

また、令和６年４月から完全施行された新たな化学物質規制に係る労働安

全衛生関係法令について、その円滑な実施のため、重点的に指導を実施する

とともに、化学物質管理者の選任をはじめ、SDS（Safety Data Sheet（安全

データシート））等に基づくリスクアセスメントの実施及びその結果に基づく

ばく露低減措置や皮膚等障害化学物質への直接接触の防止のための保護具の

使用等が適切に実施されるよう丁寧な指導を行う。 

建築物等の解体・改修作業に従事する労働者の石綿ばく露を防止するため、

石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号）に基づく措置の履行

確保のため、令和５年 10 月から建築物、船舶（鋼製のものに限る）に義務づ

けられた建築物石綿含有建材調査者講習等の修了者による調査の徹底（令和

８年１月からは工作物にも適用）、石綿事前調査結果報告システムによる事前

調査結果等の報告や石綿除去等作業時におけるばく露防止措置の指導を行う。 

（５）総合的なハラスメント対策の推進 

令和４年４月より全ての企業に対してパワーハラスメント防止措置が義務

化されているが、ハラスメント関係の相談件数は高止まり傾向にあり、未だ

ハラスメント防止対策を講じていない企業も見られることから、あらゆるハ

ラスメント防止措置等に関する各種研修会を開催するほか、計画的報告徴収

の実施により同法の周知を図り、事業主が行うべき措置義務の履行確保を推

進する。 



 

２７ 

 

なお、労働施策総合推進法等の改正により令和８年１０月から事業主に対し

て、「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメ

ント」を防止するための措置を講ずることが義務化されたことを踏まえ、改

正内容について労使に十分理解されるよう事前の周知に取り組むとともに、

施行後は指針等に基づき着実な履行確保を図る。 
また、職場のハラスメント撲滅に向けて、「ハラスメント撲滅月間（12 月）」

を中心に集中的な周知・啓発を行うほか、事業主に対してウェブサイト「明

るい職場応援団」の活用促進を図るなど、積極的な企業の取組を促す。 

 

４ 職場の安全確保への取組 

令和８年度は、第 14 次労働災害防止推進計画の４年目であることから、目標

達成に向けて、以下の取組等を着実に推進する。 

（１）事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 

事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むため、「新潟あんぜん Work」

（Niigata Safe Work）活動を促進し、様々な機会を通じて、安全衛生対策に

取り組む必要性や意義等、加えて、安全衛生対策に取り組むことが事業者に

とって経営や人材確保・育成の観点からもプラスとなることも、関係機関等

とも連携しながら積極的に周知啓発を図っていく。 

さらに、労使が協調して労働災害ゼロの達成に向けた取組を行う「チャレ

ンジ新潟ゼロ災害運動 2026」を展開する。 

（２）高年齢労働者の労働災害防止対策及び労働者の行動災害防止対策の推進 

令和８年４月から高年齢労働者の労働災害の防止を図るため必要な措置を

講じることが事業者の努力義務となったことから、「高年齢者の労働災害防止

のための指針」の周知を図るとともに補助金の利用促進を図る。 

労働災害の多くを占める行動災害を減少させるため、労働災害の４割以上

を占める行動災害（転倒・腰痛）の防止に向けて活動している「新潟小売業・

社会福祉施設 SAFE 協議会」の取組に成果が得られるよう活動を促進するとと

もに、新潟産業保健総合支援センターが行う個別訪問支援の周知等に取り組

む。 

（３）外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

外国人労働者の就労環境を踏まえ、必要な労働災害防止対策の指導を行う。 

また、技能実習生をはじめとした外国人労働者が容易に理解できる労働安全

衛生に関する視聴覚教材等を活用した効果的な安全衛生教育の実施や、外国

人労働者に多い労働災害の対策を視覚的に示す安全表示等を活用した労働災

害防止対策を推進する。 
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（４）個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 

令和８年４月から混在作業場所における元方事業者等への措置義務が労働

者以外の個人事業者等を含む作業従事者にも拡大されるため、事業場に対する

改正労働安全衛生法の周知及び指導の徹底を図る。 

（５）熱中症予防対策の推進 

令和７年６月に施行された改正労働安全衛生規則により、熱中症のおそれが

ある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処するため、

熱中症の自覚症状がある場合等の報告体制の整備、重篤化を防止するために必

要な措置の実施手順の作成及びこれらの関係労働者への周知の措置を事業者

に義務付けたところであり、引き続き、改正内容の周知及び履行確保を図る。 

また、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」の周知を行う。 

（６）重点業種別労働災害防止対策の推進 

ア 建設業対策 

建設業における災害の 39.6％が「墜落・転落」災害となっていることか

ら、「墜落・転落」災害の防止対策に重点的に取り組み、「墜落・転落」災

害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合

を増加させる。 

また、建設業における死亡者数は、令和３年は２人、令和４年は４人、

令和５年は６人、令和６年は８人と増加していたが、令和７年は５人と増

加傾向に歯止めがかかった。第 14 次労働災害防止推進計画の目標である

令和９年の死亡者数を令和４年と比較して 15％以上減少させるため、引

き続き、重篤な労働災害の防止対策にも重点的に取り組む。 

イ 製造業対策 

製造業における災害の 32.1％が食料品製造業で発生しており、製造業

における災害の 26.5％が「はさまれ・巻き込まれ」災害となっているこ

とから、機械等による「はさまれ・巻き込まれ」災害の防止対策に重点的

に取り組む。 

 

５ 誰もが安心して働ける職場環境づくりへの取組 

（１）長時間労働の是正をはじめとする働き方改革の推進 

ア 長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等 

長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底を図るため、

各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えて

いると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死
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等に係る労災請求が行われた事業場に対する重点的な監督指導を引き

続き実施する。 

また、過労死等を発生させた事業場に対しては、企業本社における全

社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施するとともに、一定期間

内に複数の過労死等を発生させた企業の本社が新潟県内に所在する場

合には労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求め、

同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導（過労死

等防止計画指導）を引き続き実施する。 

加えて、時間外・休日労働に関する労使協定（36 協定）が届け出られ

た場合に「労働基準法第 36 条第１項の協定で定める労働時間の延長及

び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」等に基づき必要

な指導を行う。 

さらに、過労死等の防止のための対策について、過労死等防止啓発月

間である 11 月を「過重労働解消キャンペーン」月間として過重労働の

解消に向けた各種の取組を集中的に行うとともに、民間団体と連携して

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催し、県民に対する周知・

啓発を図る。 

イ 労働時間短縮等に向けた支援 

全ての労働基準監督署に編成した「労働時間相談・支援班」において、

説明会の開催や中小規模の事業場への個別訪問により、労働時間に関す

る法制度の周知はもとより、時間外・休日労働協定の作成方法の教示等

を中心としたきめ細かな支援等を引き続き実施するとともに、テレワー

ク、勤務間インターバル等の新しい働き方に対応し適切な労務管理の支

援等を中心としたきめ細かな相談・支援等を行う。 

また、令和６年度適用開始業種等への労働時間短縮に向け、次のとお

り取り組むとともに、こうした業種等を含め、生産性を高めながら労働

時間の削減等に向けた環境整備に取り組む事業主等に対し、新潟働き方

改革推進支援センター等の相談窓口やよろず支援拠点等の支援機関等

とも連携し、窓口相談やコンサルティング、セミナーの実施等、きめ細

かな支援を行うとともに、働き方改革推進支援助成金の活用を促進し、

支援を行い、事業者が実態に即した支援策を適切に活用できるよう取り

組む。 

①  自動車運送業については、引き続き北陸信越運輸局（以下「運輸局」

という。）等と連携し、トラック輸送における取引環境・労働時間改善

新潟県地方協議会において、貨物運送事業者及び荷主等に対して改善

基準告示の周知等を図るとともに、「荷主特別対策チーム」において、

発着荷主等に対して、長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないこ
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と等についての要請及び賃金の原資となる適正な運賃（標準的な運賃）

を支払うことについて周知を行う。さらに、令和６年４月から適用さ

れている新たな改善基準告示について引き続き労働時間等説明会等に

おいて丁寧に周知を行う。  

②  医師については、関係機関と連携しながら上限規制等に係る医療機

関へ の適切な支援を行うとともに、宿日直許可取得後の適正な労務

管理など医療機関からの相談に対し、懇切丁寧な対応を行う。 

③  建設業については、北陸地方整備局等関係機関と連携し、建設事業

者に対して時間外労働の上限規制の周知及び労働時間短縮に向けた支

援等を行うとともに、発注者並びに受注者等に対して、適正な工期の

設定や適切な労務費の確保等を含めて建設業における働き方改革の推

進に向けた配慮等について、理解と協力が得られるよう努める。 

ウ 長時間労働につながる取引環境の見直し 

働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善の

ため、監督指導時において、委託事業者等の中小受託事業者等に対する

委託事業者等の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払

の遅延等の防止に関する法律（昭和 31 年法律第 120 号、以下「取適法」

という。）に係る取引先中小事業者等の労働基準関係法令違反の有無等

を確認するとともに、中小企業庁、公正取引委員会及び国土交通省との

相互通報制度を確実に運用する。 

エ ワーク・ライフ・バランスの推進 

年次有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の時季指定義務の周

知徹底や、計画的付与制度及び時間単位年次有給休暇の導入促進を行う

とともに、例年 10 月に実施している「年次有給休暇取得促進期間」や、

年次有給休暇を取得しやすい時季（夏期、年末年始、ゴールデンウィー

ク）に集中的な広報を行う。 

また、地域のイベントや学校休業日の分散化（キッズウィーク）に合

わせて年次有給休暇が取得できるよう取り組むとともに、病気休暇、犯

罪被害者等の被害回復のための休暇等の特別休暇についても、企業への

導入を図るとともに、選択的週休３日制度については、事例の提供等に

よる更なる周知等を行う。 

 

（２）法定労働条件の確保等 
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事業場における基本的労働条件の枠組みや管理体制の確立等、労働基準

関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大・悪質な事案に対しては、司

法処分も含め厳正に対処する。 

また、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

ガイドライン」を周知・徹底するとともに、監督指導において当該ガイド

ラインに基づいて労働時間管理が行われているか確認し、賃金不払残業

が認められた場合には、その是正を指導する。 

加えて、監督指導において法違反が認められた場合には、事業主にその

内容や是正の必要性を分かりやすく説明することにより、事業主による

自主的な改善を促すとともに、きめ細かな情報提供や具体的な是正・改善

に向けた取組方法を助言するなど、丁寧かつ具体的に対応する。特に、中

小企業の事業場への監督指導に当たっては、中小企業における労働時間

の動向、人材確保の状況、取引の実態その他の事情を十分に聴いた上で、

その事情を踏まえて丁寧に対応する。 

なお、短時間・単発の就労を内容とする労働契約の下で働くいわゆる「ス

ポットワーク」に係る対応については、令和７年７月に厚生労働省が作

成・公表した「スポットワーク」を利用する際の労務管理上の留意事項等

を取りまとめた労働者向け及び使用者向けのリーフレットを用いて広く

周知するとともに、監督署に相談等が寄せられた場合には、丁寧に対応す

る。 

（３）特定の分野における労働条件確保対策の推進 

ア 自動車運転者 

自動車運転者を使用する事業場については、違法な長時間労働等が

疑われる事業場に対し的確に監督指導を実施する。その際、北陸信越

運輸局新潟運輸支局（以下「運輸支局」という。）と連携し、相互通報

制度を確実に運用するとともに、運輸支局と協議の上、合同監督・監査

を行う。 

また、自動車運送業については、運輸局等と連携し、トラック輸送

における取引環境・労働時間改善新潟県地方協議会において、貨物運

送事業者及び荷主等に対して、改善基準告示の周知等を図るとともに、

「荷主特別対策チーム」において、発着荷主等に対して、長時間の恒常

的な荷待ち時間を発生させないこと等についての要請及び賃金の原資

となる適正な運賃（標準的な運賃）を支払うことについて周知を行う。

さらに、令和６年４月から適用されている新たな改善基準告示につい

て、引き続き、労働時間等説明会等において丁寧に周知を行う。 

イ 外国人労働者 
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技能実習生を含めた外国人労働者について、適正な労働条件及び外

国人労働者が安心して働ける職場環境を確保するため、労働基準関係

法令違反の疑いがある事業場に対して重点的に監督指導を実施し、重

大・悪質な労働基準関係法令違反事案に対しては、司法処分を含め厳

正に対処する。 

また、出入国在留管理機関及び外国人技能実習機構との相互通報制

度を確実に運用する。 
さらに、外国人労働者相談コーナーにおける労働相談への対応につ

いて、引き続き適切に対応する。 

ウ 障害者である労働者 

障害者虐待防止の観点も含め、障害者である労働者の法定労働条件

の履行確保を図るため、関係機関との連携を深め、積極的な情報の共

有を行うとともに、問題事案の発生防止及び早期是正を図る。 

（４）労働者派遣事業者、職業紹介事業者等への指導監督の徹底 

労働者派遣事業、雇用仲介事業（職業紹介事業、募集情報等提供事業）

等の民間人材サービス事業者に対して、引き続き、適正な業務運営の確

保及び派遣労働者、求職者等の保護が図られるよう、定期的な指導監督

を行うとともに、労働者派遣法及び職業安定法の違反事案の把握に努め、

その疑いのある事業者に対し、迅速、厳正な是正指導等を行う。 
とりわけ雇用仲介事業者への対応として、令和５年２月に設置した

『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』へ寄せられた情報に

基づいた必要な対応を行うとともに、職業紹介事業者については、「人

材サービス総合サイト」において、これまで公表させていた就職実績や

離職状況に加えて、令和７年４月から職種毎の平均手数料率の実績を公

開するよう義務化し、事業の見える化を図っているため、適切に履行さ

れるよう取り組む。 
また、スポットワークの仲介業についても、寄せられた情報を基に必

要な対応を行うとともに、スポットワークの雇用仲介事業者に法違反が

認められた場合には、適切に指導する。 

（５）労働保険のセーフティネットとしての役割の推進 

ア  労働保険料等の適正徴収等 

労働保険料等の収納率の向上を図るため、労働保険料等の滞納事業

場を管理し、滞納整理・納付督励等の徴収業務を実効ある計画に基

づき実施する。 

また、事業主に対し、労働保険制度の一層の周知を図るとともに、

法令に従った労働保険料等の申告・納付等を的確に指導する。 
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イ  労働保険の未手続事業場一掃対策の推進 

関係機関と連携を図り、労働保険の加入手続きを行っていない未

手続事業場の的確な把握を行い、未手続事業場に対し積極的に加入

指導を行う。 

なお、加入指導に応じない未手続事業場に対しては、職権による

成立手続きを行い、保険料の認定決定を行う。 

ウ  電子申請の利用促進 

労働保険制度における各種申請・届出に係る電子申請は、事業主

等における利便性の向上や手続きコスト削減につながるものであり、

積極的に利用勧奨を行うとともに、積極的に周知を図る。 

エ 労災保険給付 

労災保険給付の請求については、標準処理期間内に完結するよう

迅速な事務処理を行うとともに、認定基準等に基づいた適正な認定

に万全を期する。 

特に、社会的関心の高い過労死等事案をはじめとする複雑困難事

案については、認定基準に基づき、迅速・適正な事務処理を一層推

進する。 

また、労災保険の窓口業務については、引き続き、相談者等に対

する丁寧な説明や請求人に対する処理状況の連絡等の実施を徹底す

る。 

オ 雇用保険制度 

雇用保険制度が雇用のセーフティネットとしての役割を果たすた

め、給付業務については、雇用保険受給資格者の早期再就職の実現

に向けた的確な失業認定や適正な給付処理を行うとともに、適用業

務については、電子申請の利用促進や未手続事業・労働者の把握・

解消に向けた計画的な取組を行う。 

また、受給者及び事業主の利便性向上のため、来所が困難な者等に

対するオンライン失業認定、及び離職者に対するマイナポータルを

通じた雇用保険被保険者離職票等の直接交付について着実な周知に

取り組む。 

 

６ 働きがいと誇りの持てる処遇改善への取組 

（１）最低賃金制度の適正な運営 

物価高騰等の経済動向及び地域の実情等を踏まえつつ、新潟地方最

低賃金審議会の円滑な運営を図る。 
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また、最低賃金額の改正等については、使用者団体、労働者団体及

び地方公共団体等と連携して、最低賃金ポスターデザインコンテスト

をはじめとした取組により県民への周知を徹底するとともに、最低賃

金の履行確保上問題があると考えられる業種等の事業場を重点とした

監督指導を行う。 

（２）賃金引上げに向けた支援及び取引環境の改善等 

中小企業・小規模事業者の賃金引上げに向け、業務改善助成金による

生産性向上を支援するほか、働き方改革推進支援助成金、人材確保等

支援助成金、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」、早期再

就職支援等助成金（中途採用拡大コース）により、非正規雇用労働者の

処遇改善に取り組む事業者を支援する。 

また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシッ

プによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、最

低賃金・賃金支払の徹底と賃金引上げに向けた環境整備等の取組を行

う。その際、関係機関とも連携し、「労務費の適切な転嫁のための価格

交渉に関する指針」（令和７年 12 月 26 日改正）の周知を図るほか、

中小受託取引の適正化のため、監督指導時において、取適法に係る取

引先中小事業者等の労働基準関係法令違反等を確認するとともに、中

小企業庁、公正取引委員会及び国土交通省との相互通報制度を確実に

運用する。 

さらに、中小企業庁との連携を強化し、生産性向上等に取り組む中小

企業・小規模事業者等に対し、よろず支援拠点や生産性向上のための

補助金の紹介をする。 

このほか、求人賃金については、地域別職種別平均賃金、全国的な職

種別賃金額分布、他社の同職種求人の情報との比較を活用するととも

に、同一職種で実際に応募があった求人や充足した求人の賃金額を活

用する等により、求人賃金引上げの働きかけを行う。 

（３）同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組支援 

正社員と短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間の不合

理な待遇差を改善するため、監督署で把握した情報等を基に、労働局

において、実効性の高い助言・指導等を行い、また、基本給・賞与につ

いて正社員との待遇差がある理由の説明が不十分な企業に対する監督

署による集中的な点検要請等を行うことにより、同一労働同一賃金の

遵守徹底を図る。 

加えて、同一労働同一賃金の施行５年後見直しに関する労働政策審

議会での議論の結果を踏まえ、｢短時間・有期雇用労働者及び派遣労働

者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針｣等が改正された場合
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には、その円滑な施行・適用に向けて、改正内容について労使等の関係

者に十分に理解されるよう、周知・啓発に取り組む。 

なお、新潟働き方改革推進支援センターにおいて、同一労働同一賃

金に取り組む企業等に対し、窓口相談やコンサルティング、セミナー

の実施、各種支援策の周知等、きめ細かな支援を行う。 

（４）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援 

人手不足への対応が求められる中、非正規雇用労働者の処遇改善や

正社員への転換に取り組んだ事業主を支援するため、キャリアアップ

助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」により、年収の壁を意

識せず働くことのできる環境づくりを後押しするほか、「正社員化コー

ス」、「賃金規定等改定コース」をはじめとした各コースの周知、活用

勧奨等を実施する。  
 

７ 障害者の就労・定着支援への取組 

（１）雇用の質の向上や多様な就業ニーズに対する支援等 

ハローワークに専門の担当者を配置するなど、精神障害者、発達障害者、

難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援を行うほか、地域の関係

機関が連携し、就職から職場定着まで一貫したチーム支援を行う。 

また、障害者就業・生活支援センター等と連携の上、国、県及び新潟市の

職場実習制度を活用し就労を促進するとともに、公共職業訓練の活用によ

り職業能力の開発が図ることができるよう、県と連携した職業訓練の周知、

適格な受講あっせん及び就職支援を行う。 

（２）中小企業をはじめとした障害者の雇入れから職場定着までの支援の強化 

ハローワークと地域の関係機関が連携し、特に、障害者の雇用経験や雇用

ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業等に対しては、障害者雇用の

障壁となっている課題を明確にし、採用の準備段階から採用後の職場定着

まで一貫したチーム支援等を行う。 

また、令和８年７月の法定雇用率の引上げにより、未達成となる企業や新

たに雇用義務が発生する企業に対しては、早期かつ計画的な支援を実施す

る。 

（３）障害者虐待（経済的虐待等）防止の徹底 

障害者が安心して就労を継続できるようにするため、障害者である労働

者の法定労働条件の履行確保、雇用管理の改善、雇用の分野における障害

者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務の実施等にかかる指導、支
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援を行うとともに、障害者に対する虐待を防止するため、地方公共団体と

も連携し、虐待が行われた場合の指導を徹底する。 

また、障害者である労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、関係

機関との連携を深め、積極的な情報の共有を行うとともに、問題事案の発

生防止及び早期是正を図る。 
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第３ 労働行政の展開に当たっての基本的対応 

 

１ 総合労働行政機関としての施策の推進 

（１）局内各行政系統間の連携 

地域や県民からの期待や要請に応えていくため、「NIIGATA Niji Work プロ

ジェクト 2026」※）の下、総合労働行政機関として効果的・効率的な行政の積

極的な推進を図ることとし、雇用環境・均等行政、労働基準行政、職業安定行

政において、それぞれの専門性を発揮しつつ、これまで以上に各行政間の緊密

な連携を図る。 

このため、行政課題に対しては、局組織内で情報共有及び相互連携を図るこ

とはもとより、局がリーダーシップを発揮しつつ、労働基準監督署及び公共職

業安定所（以下「署所」という。）が相互に連携し、機動的かつ的確な対応を 

図る。 

さらに、労働問題に関する相談には、総合労働相談コーナーにおいてワンス

トップで受け付け、必要に応じ署所及び局内の関係部署に迅速・円滑に取り次

ぎ、特に、重点課題への対応に当たっては、集団指導、説明会など事業主や労

働者を集める行事等について情報を共有・活用し、関係部署による合同開催と

するなど効果的・効率的な方策を講ずる。 

これらの取組を進めるに当たって、局の方針決定の場である局内の会議につ

いては、創意工夫を凝らした業務展開の在り方、各行政間の連携に係る方策等

を検討する場として有効に機能するよう効果的に運営する。 

※NIIGATA Niji Work プロジェクト：人口減、少子化に伴う女性活躍、若年労働力確保や賃

金引上げへの対応など労働行政の重要課題別に、中長期的な視点も踏まえ取り組むべき具

体的施策や目標数値（KPI）を明確化し、各施策を着実に推進するため令和５年 12 月に新

たに策定した施策推進プロジェクト 

（２）積極的な広報の実施 

広報活動においては、県民の労働行政に対する理解と信頼を高めるために、

適時適切に分かりやすく効果的な活動を積極的に展開する。 
このため、地域の報道機関を対象とした定例記者会見を開催し積極的に情報

発信を行う。また、局や署所の果たしている役割、各種施策、業務の成果等の

取組を周知するため、地方自治体等に対して雇用情勢等の資料を提供するほか、

地方自治体等の広報誌を活用した効果的な広報を進める。 
また、ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）、新

マスコットキャラクター「にじー」を活用して、労働行政に関する最新の情報

を発信するとともに、「NIIGATA Niji Work プロジェクト 2026」を活用しなが

ら、あらゆる機会を通じて各種施策をはじめ政策目標や成果等を分かりやすく

提供するよう努める。 



 

３９ 

 

（３）労使団体等関係団体との連携 

地域の行政ニーズに対応し、施策の波及効果をもたらしながら行政運営を展

開するため、地域を代表する労使団体から率直な意見や要望を伺うとともに、

幅広い闊達な意見交換を行う場である地域産業労働懇談会の開催や日常的な

意見交換を図る。 
また、地域の実情に応じた施策の効果的な推進を図るため、地方労働審議会

において、公労使の意見をきめ細かく聴取・把握し、行政運営に的確に反映す

るよう努める。 
さらに、労使団体に対し、地方自治体及び労使等の関係者から構成される各

種会議を通じて、地域の実情に応じた働き方改革の推進を働きかける。 
 

２ 計画的・効率的な行政運営 

行政運営に当たっては、局内各部室において行政運営方針に基づき業務を計

画的に推進し、その進捗状況を適宜把握するとともに、関係部署との連携状況に

ついても的確に管理を行い、目標達成状況のフォローアップを行うなど着実に

行政の進展を図る。 

なお、重点課題への対応や、緊急の対応が必要となる場合、説明会の開催によ

る各種法律改正等に関する周知に当たっては、局と署所が連携して機動的に対

応する。 

また、行政が取り組むべき緊要な諸課題に的確に対応していくため、コスト意

識やムダ排除の視点を踏まえ、限られた行政資源を効率的に活用し、総合労働行

政機関としての機能を最大限に発揮する。 

局署所においては、労働行政における課題が増大し、複雑困難化・高度化、更

には来庁者の要望が多様化する中で、これらの課題に的確に対応するために、引

き続き、実効ある行政事務の改善、合理化を進め、業務運営の重点化・効率化を

積極的に進める。 

 

３ 行政文書及び保有個人情報の厳正な管理並びに情報公開制度・個人情報保護

制度への適切な対応 

行政文書については、行政文書の管理に関するガイドライン及び厚生労働省

行政文書管理規則等に沿って管理を徹底するとともに、内閣総理大臣の廃棄同

意後、厚生労働省大臣官房地方課長の承認を得て、廃棄同意済みリストに登載さ

れた行政文書のみを廃棄するルールを徹底する。 

また、行政文書の電子的管理に係る取組の推進については、電子化政府方針に

基づき、電子決裁への更なる移行を推進するほか、行政文書の電子的管理を積極

的に推進することとする。 



 

４０ 

 

保有する個人情報については、令和６年３月 12 日施行の「新潟労働局個人情

報漏えい防止マネジメントシステム実施要項（ニコムス）」に基づき、総括保護

管理者による厳正な管理を推進するとともに、情報セキュリティポリシー等の

職員研修等を通じて、事務処理の徹底を図り、加えて全職員に、漏えい、滅失又

は毀損の防止のための意識啓発を行うほか、随時、漏えい等に係るリスクアセス

メントを行い、その結果に対する改善策を検討し、徹底を図る。 

また、行政文書開示請求及び保有する個人情報に対する開示請求等に対して

は、適切な処理により、適正かつ円滑な運用を図る。 

 

４ 綱紀の保持、行政サービスの向上及び災害対応等の実施強化 

（１）綱紀の保持 

行政に対する信頼は、業務が円滑に運営されるための基盤をなすものである

ことから、日頃から、職員一人ひとりが県民からの信頼を得られるよう行動し、

各種施策の推進を通じて県民の期待に応えていく必要がある。 

そのためにも、業務執行面全般における服務の遵守の下、綱紀保持の徹底を

図るため、特に以下の事項に万全を期する。 

①  国家公務員倫理規程、再就職に関する規制等を踏まえ、一層の綱紀保持

に努めるとともに、各種会議等で周知・徹底を図る。 

②  交通法令遵守と一層の安全運転の徹底を図るため、職員研修等を通じて

交通事故等の防止を徹底する。 

③  会計経理事務・勤務時間管理については、定める事務処理手順の徹底、

責任体制の明確化、内部けん制体制の確立等による適正な事務処理の徹底

を図る。 

（２）行政サービスの向上等 

利用者の立場に立った、親切で分かりやすい窓口対応、迅速・公正な事務処

理に努めることにより、一層の行政サービスの向上を図る。 

また、職員の資質及び職務遂行能力の向上に資する研修の充実に努める。 

（３）災害対応等の実施強化 

災害発生時においては、「新潟労働局防災業務・業務継続に関する実施要領」

（平成 24 年６月１日施行、令和６年９月 19 日一部改訂）に基づき、機動的か

つ的確に対応できるよう、災害対応訓練の実施等の適切な対策を徹底する。 

また、従来想定してきた災害のほか、新たな感染症の拡大等に伴い緊急事態

宣言が発令された場合等にも備え、非常時の優先業務等を明確にした上で、必

要な業務維持体制を整備し、地域における総合的労働行政機関としての役割を

最大限に発揮するよう努める。 



 

４１ 

 

さらに、局内及び各署所における暴力事案等の発生に備えるため、「局署所の

職員及び来庁者の安全確保対策要綱」（令和元年７月５日付け新労発総 0705 第

２号）に基づき、管轄警察署との連携強化や暴力事案発生時の役割分担の明確

化などにより、職員及び来庁者の安全確保に最大限努めるほか、防犯対策とし

て、各署所への防犯カメラの設置を順次計画的に進める。 
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令和８年度 新潟労働局行政運営方針（案）における主な変更点 

令 和 ８ 年 ３ 月 

雇 用 環 境 ・ 均 等 室 

※下線部が主に追加・拡充した箇所 

項目 頁 第２ 労働行政の重点施策の主な変更点 

１ 若者の人材
確保（新規採用
等）への取組 

16 （１） 新規学卒者【職業安定課】 
 

ア 高等学校卒業予定者に対する支援  
近年、高卒求人数の増加により、学校現場での負担が大きくなっていることから、

高等学校等に対し、ハローワークによる支援メニューを改めて丁寧に説明するなど、
高等学校等との連携強化を図るとともに、特に就職支援のノウハウが十分にない高
等学校等を重点的に支援する。 

 
イ 大学等卒業予定者に対する支援  

大学等卒業予定者に対しては、深刻な人手不足を背景に採用活動の早期化が年々
進む中で、就職活動の動き出しが早い学生と遅い学生の二極化が顕著になっている
実態を踏まえ、大学等のニーズも踏まえつつ、学生生活のできる限り早期からハロ
ーワークの支援に関する講義を開催するなどによりハローワークの認知度向上を図
り、積極的なハローワークの利用を促す。 
併せて、就職ガイダンスや就職面接会への案内を行うほか、就職支援ナビゲーター

の大学等への訪問による出張相談や各種セミナーの開催等、学校と連携した就職支
援を行うとともに、就職活動に乗り遅れた学生や年度後半になっても内定を得るこ
とができない学生に対しても、時期に応じた就職支援を実施する 
 

エ 「中高年世代活躍応援プロジェクト都道府県協議会」を活用した支援  
就職氷河期世代を含む中高年世代が抱える固有の課題（希望する職業とギャップ、

実社会での経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた
支援に取り組むため、「にいがた中高年世代活躍応援プロジェクト協議会」を通じて、
引き続き地方公共団体や関係団体等地域一体となった取組を推進する。 
 

 18 （３）非正規雇用労働者（フリーター等）へのマッチングやステップアップ支援【職業安定課】 
 

ウ 求職者支援制度による再就職支援 【訓練課】 
非正規労働者等が働きながら学び、キャリアアップを目指すことができるオンライ

ンを活用した職業訓練について、高齢・障害・求職者雇用支援機構及び県と連携した
周知に取り組み、支援を希望する者については、ハローワークにおいて職業相談（オ
ンライン職業相談を含む）等の就職支援のスキームに確実につなげる。 

 

２ 多様な人材
の活躍促進等
への取組 

20 （２） 人材不足分野の人材確保支援【職業安定課】 
 

ア 医療・介護・保育分野における医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト 
  少子高齢化が進む中、地域での医療・介護サービス提供体制の確保や子育て支援

は喫緊の課題であり、医療・介護・保育分野における人材確保への支援に積極的に
取り組む必要がある。 

このため、新潟公共職業安定所（以下「新潟所」という。）に設置している人材確保
支援コーナーや新潟所以外のハローワークにおいて、アウトリーチ支援による求人
充足支援の強化や関係団体との連携により、医療・介護・保育分野における人材確
保に向けたハローワークの取組を抜本的に強化する。 

 
イ その他の分野における人手不足対策等 
  建設・運輸・警備分野においても人材不足は深刻な課題であり、こうした分野に
おけるマッチング支援を強化するため、人材確保対策推進連絡協議会等の場も活
用し、地方自治体や関係団体等と連携して人材確保に向けた取組を支援してい
く。 特に、人材不足分野等の人材確保は緊急性の高い課題であることから、事業
主からの雇用管理に関する相談に対し、雇用管理の実態及び問題点を把握、分析
し、的確かつ効果的な相談・援助を実施するため、引き続き「雇用管理改善等コン
サルタント」を設置し人材確保を図る。 

 

本審資料 
№２ 
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 21 （３） 人材育成等（リ・スキリングによる能力向上支援【訓練課】 
厚生労働省において、令和８年度から新たに実施する全国的な周知広報キャンペ

ーンについて、関係機関や労使と連携して、先進的な取組の紹介やその情報発信に
取り組み、リ・スキリングの機運醸成につなげていく。 

令和 7 年 10 月に創設された、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休
暇を取得した場合に訓練期間中の生活費を支援する「教育訓練休暇給付金」や、雇用
保険被保険者以外の者に対して教育訓練費用と生活費を融資する「リ・スキリング等
教育訓練支援融資」について引き続き周知を図る。 

また、労働者のキャリア形成やリ・スキリングに係る支援を推進するため、「キャリ
ア形成リスキリング推進事業」により受託者と連携した相談支援を実施する。 

人材開発支援助成金の積極的な活用勧奨による活用促進を図り、企業における従
業員教育や従業員による学び直しに対する支援を行うとともに、「事業展開等リスキ
リング支援コース」により、新規の事業展開に伴う人材の育成や、業務の効率化や生
産性の向上に取り組むためのデジタル化に対応した人材の育成に取り組む事業主を
支援する。 

教育訓練給付制度の給付率の引き上げを令和 6 年 10 月に行ったことから、労働
者個々人の学び・学び直しを支援するため、教育訓練給付制度の拡充について、様々
な機会を捉えて周知に取り組む。 

 

 21
～
23 

（４） 女性の活躍促進【雇均室】 
 

ア 女性活躍推進のための取組 
令和８年４月１日施行の改正女性活躍推進法では、労働者数 101 人以上の事業主

に「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務化されたことから、情
報公表が着実に行われるよう対象企業への個別周知、指導等により、法の着実な履
行確保を図る。 

新設された「えるぼしプラス」の認定制度についての周知を図り、多くの企業が認
定を目指した取組を推進する。 

①  男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援 
 次世代育成支援対策推進法について、有効期限を 10 年延長した上で、同法に
基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設
定を事業主に義務付けること等を内容とする改正次世代法（令和７年４月１日施
行）について、労使に十分に理解され、円滑に施行されるよう労使団体等と連携
して周知に取り組む。 
 

②  仕事と介護の両立ができる職場環境整備 
 介護休業等一定の両立支援の仕組みが整っているが、その制度が勤務先で利
用できない状況や、制度の趣旨が理解されないまま仕事との両立が困難となっ
ている状況を改善し、介護離職を防止していくため、引き続き、様々な立場や世
代に対し周知を行う。 
 また、介護に直面し、当事者となっている労働者のみならず、今後介護に直面す
る労働者も、介護休業制度や介護保険制度の仕組みについて理解を深め、自らの
状況に応じ準備しておくことや、勤務先の事業主や上司も制度への理解を深めら
れるよう努める。その際、介護離職を予防するための企業の取組の全体像を示し
た「仕事と介護の両立支援対応モデル」の普及や、介護支援プランに基づいて労
働者に円滑に介護休業を取得・職場復帰させた事業主等に対する両立支援等助
成金の活用促進を通じて、仕事と介護が両立できる職場環境整備を図る。 
 さらに、改正育児・介護休業法について、労使に十分に理解され、円滑に施行さ
れるよう労使団体等と連携して周知に取り組む。 
 

③ 不妊治療と仕事との両立の推進 
 不妊治療と仕事との両立支援に関する認定制度「くるみんプラス」の制度周知
と取得勧奨を行うとともに、両立支援等助成金「不妊治療及び女性の健康課題対
応両立支援コース」の活用も促し、不妊治療と仕事との両立がしやすい職場環境
整備を推進する。 
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 24 （６） 外国人労働者対策【職業対策課】 
外国人を雇用する事業主に対しては、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して

事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問等により外国人労働者
の適正な雇用管理について周知・啓発を行う。 

さらに、適正な労働条件及び外国人労働者が安心して働ける職場環境を確保する
ため、技能実習生や特定技能外国人等の外国人労働者を使用する事業場について、
労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して重点的に監督指導を実施し、重
大・悪質な法違反が認められた場合は、司法処分を含め厳正に対処することと併せ、
出入国在留管理機関及び外国人技能実習機構との相互通報制度を確実に運用す
る。 

 

３ 職場の健康
確保への取組、
ハラスメントの
ない職場環境
の整備 
 

25 (1)  メンタルヘルス対策の推進【健康安全課】 
「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の周知を行う等により、事業場にお

けるメンタルヘルス対策の取組の促進を図る。 

 25 （２） 産業保健活動の推進【健康安全課】 
中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援するため、産業保健総合支援センタ

ーが行う産業医等の産業保健スタッフや事業者向けの研修、メンタルヘルス対策や
治療と仕事の両立支援対策の個別訪問支援、地域産業保健センターによる小規模事
業場への医師等の訪問支援等について利用勧奨を行う。 

 25
～
26 

（３） 治療と仕事の両立支援対策の推進【健康安全課】 
令和８年４月より治療と仕事の両立を支援するために必要な措置を講ずることが

事業者の努力義務となったことから「治療と就業の両立支援指針」等の周知啓発を
行うとともに、新潟県地域両立支援チームにおいて令和４年度に策定した中期計画
に基づき、取組を計画的に推進する。また、主治医、会社・産業医と患者に寄り添う
両立支援コーディネーターのトライアングル型のサポート体制を推進する。 

 
 

26 （４） 化学物質等による健康障害防止対策の推進【健康安全課】 
令和８年４月から化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合におい

ては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について代替
化学名等での通知が認められること、あわせて令和８年 10 月から個人ばく露測定
を作業環境測定として位置づけ、有資格者による実施を義務付けることとされたこ
とから、これらの周知徹底に取り組む。 

 26 
 

（５） 総合的なハラスメント対策の推進【雇均室】 
労働施策総合推進法等の改正により令和８年１０月から事業主に対して、「カスタマ

ーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメント 」を防止するための
措置を講ずることが義務化されたことを踏まえ、改正内容について労使に充分十分 
理解されるよう事前の周知に取り組むとともに、施行後は指針等に基づき着実な履
行確保を図る。また、職場のハラスメント撲滅に向けて、「ハラスメント撲滅月間（12
月）」を中心に集中的な周知・啓発を行うほか、事業主に対してウェブサイト「明るい
職場応援団」の活用促進を図るなど、積極的な企業の取組を促す。 

４ 職場の安全
確保への取組 

27 （２）高年齢労働者の労働災害防止対策及び労働者の行動災害防止対策の推進【健康安
全課】 

 令和８年４月から高年齢労働者の労働災害の防止を図るため必要な措置を講じるこ
とが事業者の努力義務となったことから、「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周
知を図るとともに補助金の利用促進を図る。 

 27 
 

（３）外国人労働者等の労働災害防止対策の推進【健康安全課】 
外国人労働者の就労環境を踏まえ、必要な労働災害防止対策の指導を行う。また、技

能実習生をはじめとした外国人労働者が容易に理解できる労働安全衛生に関する視聴
覚教材等を活用した効果的な安全衛生教育の実施や、外国人労働者に多い労働災害の
対策を視覚的に示す安全表示等を活用した労働災害防止対策を推進する。 

 28 （４）個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【健康安全課】 
令和８年４月から混在作業場所における元方事業者等への措置義務が労働者以外の

個人事業者等を含む作業従事者にも拡大されるため、事業場に対する改正労働安全衛
生法の周知及び指導の徹底を図る。 
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 28 
 

（５）熱中症予防対策の推進【健康安全課】 
令和７年６月に施行された改正労働安全衛生規則により、熱中症のおそれがある労働

者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処するため、熱中症の自覚症状
がある場合等の報告体制の整備、重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作
成及びこれらの関係労働者への周知の措置を事業者に義務付けたところ であり、引き
続き、改正内容の周知及び履行確保を図る。また、「職場における熱中症防止のためのガ
イドライン」の周知を行う。 

５ 誰もが安心
して働ける職
場環境づくり
への取組 

28 
 
 

イ 労働時間短縮等に向けた支援【監督課／雇均室】 
テレワーク、勤務間インターバル等の新しい働き方に対応し適切な労務管理の支援等

を中心としたきめ細かな相談・支援等を行う 。 

 30 ウ 長時間労働につながる取引環境の見直し【監督課】 
働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善のため、監督指

導時において、委託事業者等の中小受託事業者等に対する委託事業者等の製造委託
等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和 31
年法律第 120 号、以下「取適法」という。）に係る取引先中小事業者等の労働基準関係
法令違反の有無等を確認するとともに、中小企業庁、公正取引委員会及び国土交通省
との相互通報制度を確実に運用する。 

 30
～
31 

（２） 法定労働条件の確保等【監督課】 
短時間・単発の就労を内容とする労働契約の下で働くいわゆる「スポットワーク」に

係る対応については、令和７年７月に厚生労働省が作成・公表した「スポットワーク」
を利用する際の労務管理上の留意事項等を取りまとめた労働者向け及び使用者向
けのリーフレットを用いて広く周知するとともに、監督署に相談等が寄せられた場合
には、丁寧に対応する。 

 32 （４） 労働者派遣事業者、職業紹介事業者等への指導監督の徹底【需給室】  
とりわけ雇用仲介事業者への対応として、令和５年２月に設置した『「医療・介護・保

育」求人者向け特別相談窓口』へ寄せられた情報に基づいた必要な対応を行うとと
もに、職業紹介事業者については、「人材サービス総合サイト」において、これまで公
表させていた就職実績や離職状況に加えて、令和７年４月から職種毎の平均手数料
率の実績を公開するよう義務化し、事業の見える化を図っているため、適切に履行
されるよう取り組む。 

また、アプリを使用して短時間・単発の仕事を仲介するいわゆる「スポットワーク」
の仲介業についても、寄せられた情報を基に必要な対応を行うとともに、スポットワ
ークの雇用仲介事業者に法違反が認められた場合には、適切に指導する。 

 

６ 働きがいと
誇りの持てる
処遇改善への
取組 

34 （２） 賃金引上げに向けた支援及び取引環境の改善等【全区分】 
中小企業・小規模事業者の賃金引上げに向け、業務改善助成金による生産性向上

を支援するほか、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアッ
プ助成金「賃金規定等改定コース」、早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）
により、非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む事業者を支援する。 

また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシップによる価値
創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、最低賃金・賃金支払の徹底と賃
金引上げに向けた環境整備等の取組を行う。その際、関係機関とも連携し、「労務費
の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和７年 12 月 26 日改正）の周知
を図るほか、中小受託取引の適正化のため、監督指導時において、取適法に係る取
引先中小事業者等の労働基準関係法令違反等を確認するとともに、中小企業庁、公
正取引委員会及び国土交通省との相互通報制度を確実に運用する。 

 

 34 （３） 同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組支援【雇均室】 
加えて、同一労働同一賃金の施行５年後見直しに関する労働政策審議会での議論

の結果を踏まえ、｢短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の
禁止等に関する指針｣等が改正された場合には、その円滑な施行・適用に向けて、改
正内容について労使等の関係者に十分に理解されるよう、周知・啓発に取り組む。 
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その１『わかもの』(若者の人材確保等(新規採用等)への取組) ５
～若者の採用等（新規採用等）（※県内就職の促進等）

その2『かつやく』(女性の活躍など多様な人材の活躍促進等への取組） ９
～女性活躍、高年齢者・外国人等多様な人材の活躍促進、人材開発・育成支援等、

人材不足分野、就職・求人充足支援

その３『けんこう』(職場の健康確保への取組） 13
～職場における健康確保、健康障害の防止、ハラスメントのない職場の整備等

その４『あんぜん』(職場の安全確保への取組） 14
～ ゼ ロ 災 害 へ の 挑 戦 （ 特 に 死 亡 ・ 重 篤 災 害 ゼ ロ ）

その５ 『あんしん』(誰もが安心して働ける職場環境づくりへの取組） 15
～働き方改革（長時間労働の是正など）、労働条件の確保・改善等

その６ 『ぷらいど』 (働き甲斐と誇りの持てる処遇改善への取組） 17
～ 賃金引上げ支援、同一労働同一賃金、最低賃金制度の適切な運営等）

その７ 障害者とと『もにす』すむ(障害者の就労・定着支援への取組） 18
～障 害 者 の 就 労 促 進 等

工程表 ３



令和10年度
2028年度

令和9年度
2027年度

令和8年度
2026年度

令和7年度
2025年度

令和6年度
2024年度KPI（数値目標）

第１『わかもの』～若者の人材確保等（新規採用等）への取組

新規学卒者の
県内就職率

(1)
2025年度（令和8年3月卒）目標
大卒等58.8％以上、高卒88.6％以上

若者の採用、育成支援
の促進（ユースエール
認定件数）

(2)

2025年度目標 認定件数100件以上

ミドルシニア世代（就職氷
河期世代を含む中高年層
（35歳～59歳））の正社
員就職数

(3)
2025年度目標 2,283人以上

フリーターの正社員
就職数 2025年度目標 1,942人以上

学生向けセミナーの
拡充・促進

(4)
2025年度目標 少なくとも6大学まで拡大

第２『かつやく』女性の活躍など多様な人材への活躍促進等への取組

えるぼし認定件数
くるみん認定件数

(1)

2025年度目標
えるぼし認定100件 ・ くるみん認定110件

男性の育児休業
取得率

(2)

2025年度目標 50％以上

70歳までの就業確保
措置実施企業割合

(3)

2025年目標 全国平均以上

工 程 表

令和７年度までに
50％以上

全国平均以上に

数値目標は各年で設定

数値目標は各年で設定

数値目標は各年で設定

令和７年度までに
少なくとも６大学まで拡大

令和７年度までに

１００件以上

令和7年度までに
210件

令和10年度
2028年度

令和9年度
2027年度

令和8年度
2026年度

令和7年度
2025年度

令和6年度
2024年度KPI（数値目標）

第２『かつやく』女性の活躍など多様な人材への活躍促進等への取組

公的職業訓練修了３か
月後の就職者数

(4)
2025年度目標
公的職業訓練終了3か月後の就職者数 1,570人以上

①女性の若年非正規雇
用者数
②女性雇用者に占める
非正規雇用率

(5)

2025年度目標 設定なし

第３『けんこう』職場の安全確保への取組

メンタルヘルス対策(1)

2025年目標 設定なし （2024年 ： 全国63.2％）

ストレスチェック実施(2)
2025年目標 設定なし
（2024年 ： 全国30～49人 57.8％、10～29人 58.1%）

産業保健活動の促進(3)

2025年目標 設定なし （2024年 ： 全国89.8％）

自分の仕事や職業生活
に関することで強い不
安、悩み、ストレスがあ
るとする労働者の割合

(4)
2025年目標 設定なし （2024年 ： 全国68.3％）

治療と仕事を両立で
きる取組を行っている
事業場の割合

(5)

2025年目標 設定なし

化学物質の性状に関
連の強い
死傷災害

(6)

2025年目標 設定なし （23件以下） 9月末現在：14件

パワーハラスメントに
起因する精神障害の
労災発生件数

(7)

2025年目標 4件以下

数値目標は各年で設定

①女性の若年(15歳から34歳)を令和9度までに30,000人以下
②令和9年度までに48％以下

メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合：
2027年までに80％以上

50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの
実施割合：2027年までに50％以上

産業保健サービスを提供している事業場の割合

2027年までに80％以上

2027年までに50％未満

2027年までに75％以上

2027年までに5％以上減少

前年度以下に

3



令和10年度
2028年度

令和9年度
2027年度

令和8年度
2026年度

令和7年度
2025年度

令和6年度
2024年度KPI（数値目標）

第５『あんしん』～誰もが安心して働ける職場環境づくりへの取組

テレワーク導入企業の
割合

(3)

2025年度目標 50％をめざす

勤務間インターバル制度を導
入している企業の割合

(4)

2025年度目標 15％以上

長時間労働に起因する脳・心臓疾
患、精神障害の労災発生件数

(5)

2025年度目標 ７件（労災支給決定件数）

労働保険手続きの電子申請
（オンライン利用率）

(6)
2025年度目標 25％以上

第６『ぷらいど』～働き甲斐と誇りの持てる処遇改善への取組

賃金引上げに係る支援策の 活用促進

(業務改善助成金) 申請件数
(1)

2025年度目標 635件

第７『もにす』～障害者の就労支援への取組

障害者雇用率(1)
2025年目標 2.5％

『もにす』認定の取得促進(2)

2025年度目標 設定なし

令和10年度
2028年度

令和9年度
2027年度

令和8年度
2026年度

令和7年度
2025年度

令和6年度
2024年度KPI（数値目標）

第４『あんぜん』～職場の安全確保への取組

死亡者数(1)
2025年度目標 全産業16人以下、建設業3人以下
9月末現在：全産業15人、建設業4人

建設業(2)
2025年目標 設定なし
（2024年安全衛生調査結果 ： 全国94.2％）

製造業(3)

2025年目標 設定なし
（2024年安全衛生調査結果 ： 全国98.7％）

2025年目標 123人以下 （目標年まで均等割）
9月末現在 ： 死傷者数 69人

陸上貨物運送業(4)
2025年目標 264人以下 （目標年まで均等割）
9月末現在 ： 死傷者数 178人

転倒災害の年齢層別死傷年千人率
転倒による平均休業見込日数

(5)
2025年目標 設定なし
9月末現在 ： 平均休業見込日数 40.9日

60歳代以上の死傷年千人率(6)

2025年目標 設定なし

第５『あんしん』～誰もが安心して働ける職場環境づくりへの取組

年次有給休暇の取得率(1)

2025年目標 70％以上

週労働時間40時間以上の雇用者のうち、
週労働時間60時間以上の雇用者の割合(2)

2025年目標：５％以下
※統計調査未実施（5年ごと実施）

工 程 表

2027年までに2022年比5％以上減少
（※建設業は15％以上）

機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む
事業場の割合：2027年までに60％以上

令和7年度までに令和5年度件数
(令和5年12月末349件)

の1.5倍以上

各年の実雇用率が全国平均を上回る
毎年6月1日時点の実雇用率が法定雇用率以上となることをめざす

『もにす』認定事業主を
令和7年度までに、全安定所管内
1社以上をめざす

「はさまれ・巻き込まれ」災害の死傷者数：2022年と比較して
2027年 までに5％以上減少

60歳代以上の死傷年千人率を2027年までに
男性2.75以下、女性2.64 以下

死傷者数を2022年と比較して2027年までに5％以上減少

2022年と比較し2027年までに2022年値以下
平均休業見込日数を2027年までに30日以下

前年度以下に

2025年までに70％以上

2025年度には50％をめざす

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに
取り組む事業場の割合：2027年までに85％以上

2025年までに5％以下

2025年までに15%以上

令和8年度末
までに30％以上

4

令和7年度末
までに25％以上



１ 「新潟わかものWork」(Niigata  Yourth -Yell Work)の取組促進

K P I（数値目標等）

現状・課題

5

その1 「新潟わかものWork」プロジェクト2025 ～若者の採用・育成等
（※県内就職の促進等）

（１）新規学卒者の県内就職率（令和８年3月卒）
大卒等58.8％以上、高卒88.6％以上

（２）若者の採用、育成支援の促進
ユースエール認定件数
令和７年度末までに100件以上

大学・専門学校生等の県内就職状況※８年3月卒は令和7年12月末現在の数値

＜令和７年度目標＞

（１）新規学卒者の県内就職率 （２）若者の採用、育成支援の促進

ユースエール認定事業所数の状況

(％)

(％)

※新潟労働局集計

12 14 21
48

73

109
60

100

0

20

40

60

80

100

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

認定企業数 目標数 ※ 新潟労働局集計

※新潟労働局集計

（12月末現在）

(人)

（１）県内雇用の促進（新規学卒者の県内就職の促進等）

※令和８年３月新規学卒者の県内就職内定率（令和７年１２月末現在）

大卒：４８．８％ 高卒：8４．８％

※令和８年３月新規学卒者の就職内定率（令和７年１２月末現在）

大卒：８２．３ 高卒：９５．６％

（２）若者の採用、育成支援の促進

※ユースエール認定件数 累計10９件（令和７年１２月末現在)

《課題》

●大学、高等学校等との緊密な連携、就職支援ナビゲーターを中心に個別相談、
各種セミナー、就職ガイダンスの実施等による就職支援

●就職氷河期世代に対する活躍支援

●非正規雇用労働者（フリーター等）へのマッチング・ステップアップ支援

●U・Iターンの促進（県との連携等）

●学生向けセミナーの拡充・促進、県内就職の促進

8,533 9,133 9,291 9,205 
7,932 

5,025 5,064 5,091 
4,257 

3,868 

58.9 55.4 54.8 51.7 48.8

20.0

40.0

60.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

4年3月卒 5年3月卒 6年3月卒 7年3月卒 8年3月卒

就職数 うち県内就職者数 県内就職構成比（右目盛）

高校生の県内就職状況 ※８年3月卒は令和7年12月末現在の数値

2,482 2,197 
2,252 2,317 2,042 

2,194 1,947 1,934 2,006 1,731 

88.4 88.6 85.9 86.6 84.8

50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

4年3月卒 5年3月卒 6年3月卒 7年3月卒 8年3月卒

就職数 うち県内就職者数 県内就職構成比（右目盛）



1,704 
1,252 

2,283 
1,942 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ミドルシニア世代の フリーターの

実績数

目標数

(人)

（12月末現在） （11月末現在） ※ 新潟労働局集計

１ 「新潟わかものWork」(Niigata  Yourth -Yell Work)の取組促進

K P I（数値目標等）

現状・課題

6

その１ 「新潟わかものWork」プロジェクト2025 ～若者の採用・育成等

（３）ミドルシニア世代等の正社員就職数等

＜令和７年12月末現在＞

●ミドルシニア世代の正社員就職数 1,704人

＜令和７年11月末現在＞

●フリーターの正社員就職数 1,252人

（４）学生向けセミナーの拡充・促進

延べ６大学で実施 （令和７年度 実施予定含む）

●連携協定に基づく寄付講座

新潟大学：全15回講義、敬和学園大学：全7回講義

●連携協定以外の寄付講座

新潟大学、長岡大学、新潟県立看護大学 各１講義

新潟職業能力開発短期大学校 ２講義

（３）ミドルシニア世代等の正社員就職数等

＜令和７年度目標＞

●ミドルシニア世代の正社員就職数

令和７年度 2,283人以上

●フリーターの正社員就職数
令和７年度 1,942人以上

（４）学生向けセミナーの拡充・促進

＜令和７年度目標＞ １大学でも拡大（令和6年度 4大学）

（３）ミドルシニア世代（就職氷河期世代を含む中高年層）の正社員就職数 （４）学生向けセミナーの拡充・促進 （※県内就職の促進等）

大学寄付講座の状況（令和７年度）

正社員就職者数 正社員就職者数

ミドルシニア世代等の正社員就職者数等

対象学年
受講者数

講義
回数

講座テーマ実施大学等開催月

１学年
９5人

１回知っておきたい労働法新潟県立看護大学7月

全学年
210人

全１５回
キャリア形成と法制度
（チェーンレクチャー）

新潟大学
１０月

～１１月

３・4学年
１７人

全７回
私たちの暮らしと労働法制

（チェーンレクチャー）
敬和学園大学

１１月

～１月

２学年
60人

２回知っておきたい労働法
新潟職業能力

開発短期大学校
１０月

２・３・４年
-

全１５回

うち１回

国の行政
（チェーンレクチャー）

新潟大学１１月

1・2学年
-

全１５回

うち１回

国の行政
（チェーンレクチャー）

長岡大学１２月



２ 「新潟かつやくWork」(Niigata  Katsuyaku Work)の取組促進

K P I（数値目標等）

現状・課題

7

その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2025
～女性活躍、高年齢者・外国人等多様な人材の活躍促進、人材開発・育成支援等、人材不足分野、・求人充足支援

＜令和7年度目標＞

えるぼし認定 100件

くるみん認定 110件 合計210件

＜令和6年度目標＞

えるぼし認定 64件

くるみん認定 99件

＜令和8年1月末現在＞

えるぼし認定 102件

くるみん認定 114件 合計216件

《課題等》

少子化対策のためには、長時間労働を中心とした労働慣行、固定的な

性別役割分担意識等を解消し、男女が家事・育児・子育てを分担し、共に

ライフイベントやキャリア形成を両立できる職場づくりが必要。

女性活躍推進法に基づき「男女の賃金の差異に係る情報公表」の確実

な実施。

子育てをしながら就職を希望する方への支援

柔軟な働き方を実現するための措置の充実など

（１）えるぼし認定・くるみん認定

8
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（件）

（件）



２ 「新潟かつやくWork」(Niigata  Katsuyaku Work)の取組促進

K P I（数値目標等）

現状・課題

8

その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2025
～女性活躍、高年齢者・外国人等多様な人材の活躍促進、人材開発・育成支援等、人材不足分野、・求人充足支援

（２）男性の育児休業取得率

＜令和7年度目標＞

男性の育児休業取得率 50％以上

（２）男性の育児休業取得率

＜令和6年度＞ 新潟県 44.9％ 全国 40.5％

（２）男性の育児休業取得率 （５）女性の非正規雇用者数・割合

1.89 2.03 2.30 2.65 
3.16 

5.14 
6.16 

7.48 
12.65 

13.97 

17.13 

30.10 

40.50 

2.0 1.3 
2.1 

3.2 3.4 

3.6 3.8 
5.2 

12.8 

18.5 

27.7 

33.7 

44.9 
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35

40

45

50
男性の育児休業取得状況（労働者割合） 全国

新潟県

令和3年6月9日公布
「産後パパ育休」の創設
令和4年10月1日施行適用

平成26年3月31日
雇用保険法 一部改正
休業開始から6カ月間
給付率の引き上げ

資料出所
全国「令和6年度雇用均等基本調査」 新潟県「令和6年度新潟県賃金労働時間等実態調査」

平成28年3月31日
育児・介護休業法 一部改正

政 府 目 標

2 0 2 5 年 民 間 5 0 ％

（ 令 和 7 年 ）

2 0 3 0 年 民 間 8 5 ％

（ 令 和 1 2 年 ）

（％）

（５）女性の非正規雇用者数・割合

＜5か年目標＞

女性の若年非正規雇用労働者数

令和9年までに30,000人以下

女性雇用者に占める非正規雇用者割合

令和9年までに48％以下

令和7年４月1日
令和7年10月1日
育児・介護休業法
一部改正

（５）女性の非正規雇用者数・割合

統計調査の公表がないため未検証

《課題》

いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことのできる環境づくり

男女の賃金格差（新潟県・全産業）

男性を100とした場合、女性は75.8％

（出典：令和6年賃金構造基本統計調査） など



２ 「新潟かつやくWork」(Niigata  Katsuyaku Work)の取組促進

K P I（数値目標等）

現状・課題

その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2025
～女性活躍、高年齢者・外国人等多様な人材の活躍促進、人材開発・育成支援等、人材不足分野、・求人充足支援

（３）70歳までの就業確保措置実施企業割合（４）公的職業訓練修了3か月後の就職者数

＜令和７年度目標＞

（３）70歳までの就業確保措置実施企業割合

全国平均以上

（４）公的職業訓練修了３か月後の就職者数

1,570人以上

（３） 70歳までの就業確保措置実施企業割合

＜令和７年6月1日現在＞ 31.0%（全国平均34.8%）。

（４）公的職業訓練修了３か月後の就職者数

＜令和７年12月末現在＞ 1,067人

《課題等》

●前年に引き続き全国平均を下回っており、70歳までの就業確保措置の導入に向け
た周知啓発活動を取り組む必要がある。

●主なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置、職業生活の再設計に係る支援、
チーム支援を総合的に実施

●「人材開発支援助成金」について、企業・従業員においてデジタルスキルの習得、リス
キリングが実施できるようさらなる普及・拡大

●「公的職業訓練受講者の就職支援」について、ニーズを踏まえた訓練コースの設定、
職業訓練の積極的な受講の働きかけ、訓練受講者に対するきめ細かな就職支援

9

70歳までの就業確保措置実施企業割合

26.0% 26.6% 28.1%
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新潟局 全国平均 ※新潟労働局集計

公的職業訓練修了３か月後の就職者数



３ 「新潟けんこうWork」(Niigata  Well-being Work)の取組促進

（１）メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合
2027年までに80％以上

（２）50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施割合
2027年までに50％以上

（３）産業保健サービスを提供している事業場の割合
2027年までに80％以上

（４）自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、スト
レスがあるとする労働者の割合：2027年までに50％未満

（５）治療と仕事を両立できる取組を行っている事業場の割合
2027年までに75％以上

（６）化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、
爆発、火災）：2027年までに2022年比５％以上減少

（７）パワーハラスメントに起因する精神障害の労災発生件数をゼロとする

K P I（数値目標等）

10

）その３「新潟けんこうWork」プロジェクト2025 ～職場における健康確保、健康障害の防止、
ハラスメントのない職場の整備等

※新型コロナウイルス感染症のり患分を除く

（１）～（７）

メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合

（全国）

資料出所 労働安全衛生調査 ※新潟労働局集計

【参考値(※)】パワーハラスメントに起因する
精神障害労災支給決定件数

（１）メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合
令和6年 全国：63.2％ 新潟51.3％ （令和6年「労働安全衛生調
査」新潟県のデータは労働衛生課による特別集計）

（２）50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施割合
令和6年 全国：30～49人57.8％、10～29人58.1％

（令和6年「労働安全衛生調査」）
（３）産業保健サービスを提供している事業場の割合

令和6年 全国：89.8％ （令和6年「労働安全衛生調査」）
（４）自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレス

があるとする労働者の割合
令和6年 全国：68.3％ 新潟81.0％

（令和6年「労働安全衛生調査」新潟県のデータは労働衛生課による
特別集計）

（５）治療と仕事を両立できる取組を行っている事業場の割合
令和６年 全国：31.8％ （令和６年「労働安全衛生調査」）

（６）化学物質の性状に関連の強い死傷災害
（有害物等との接触、爆発、火災）：1６件（令和7年12月末速報値）

（７）【参考値（※)】パワーハラスメントに起因する精神障害の労災支給決定件数：
令和7年12月末 ３件

現状・課題

化学物質の性状に関連の強い死傷災害（人）

目標2022年2023年2024年
2025年
12月末速報

値

２２以下２４２４１７１６

61.4 59.2
63.4 63.8 63.2

92.8 94.4
91.1 91.3

94.3

69.1 70.7
73.1

71.8
69.1

53.5
49.6

55.7 56.6 55.3
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( ％ )

(※)行政機関として把握することが可能なデータを参考値として記載。
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４ 「新潟あんぜんWork」(Niigata  Safe Work)の取組促進

（１）死亡者数
2027年までに2022年比5％以上減少 （建設業は15％以上）

（２）建設業
墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む事業場の割合
を2027年までに85％以上

（３）製造業
機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む事業場の割合
を2027年までに60％以上

「はさまれ・巻き込まれ」災害の死傷者数を2027年までに
2022年比5％以上減少

（４）陸上貨物運送業
死傷者数を2027年までに2022年比5％以上減少

（５）転倒災害の年齢層別死傷年千人率
2027年までに2022年値以下
転倒による平均休業見込日数：2027年までに30日以下

（６）60歳代以上の死傷年千人率
2027年までに男性2.75以下、女性2.64以下

K P I（数値目標等）

11

その４「新潟あんぜんWork」プロジェクト2025 ～ゼロ災害（特に死亡・重篤災害ゼロ）
（１）～（６）

（１）死亡者数
1７人 うち建設業５人（令和7年12月末速報値）

（２）建設業
墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む事業場の割合
全国：94.2％（令和6年「労働安全衛生調査」）

（３）製造業
機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む事業場の割合
全国：98.7％（全国・令和6年「労働安全衛生調査」）
「はさまれ・巻き込まれ」災害の死傷者数102人（令和7年12月末速報値）

（４）陸上貨物運送業：死傷者数 237人（令和7年12月末速報値）

（５）転倒による平均休業見込日数 40.８日（令和7年12月末速報値）（前年同期３７．５日）

（６）60歳代以上の死傷年千人率：男性2.74、女性3.02（令和７年12月末速報値）

現状・課題
製造業 機械による「はさまれ・巻き込まれ」災害の死傷者数（人）

目標2022年2023年2024年2025年12月末速報値

１２１以下１２８１３８１２７１０２

陸上貨物運送事業の死傷者数（人）

目標2022年2023年2024年2025年12月末速報値

２５９以下２７３２３９２６５２３７

※2025年は12月末速報値 ※新型コロナウイルス感染症のり患分を除く
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５ 「新潟あんしんWork」(Niigata  Anshin Work)の取組促進

その５ 「新潟あんしんWork」プロジェクト2025 ～働き方改革の推進、長時間労働の是正等

（１）年次有給休暇の取得率
2025年までに70％以上

（２）週労働時間40時間以上の雇用者のうち、
週労働時間60時間以上の雇用者の割合を５％以下
超勤（60HR超/週）≦5％(限りなくゼロに！）

（３）テレワーク導入企業の割合 2025年度には50％

（４）勤務間インターバル制度を導入している企業の割合
2025年までに15％以上とする

（５）長時間労働に起因する脳・心臓疾患、精神障害の
労災発生件数をゼロとする

K P I（数値目標等）

（１）年次有給休暇取得率
新 潟：66.7％ 全 国：66.9％

（２）週労働時間60時間以上の雇用者の割合
新 潟：5.5％ 全 国：7.9%

（３）テレワーク導入企業の割合
大企業：38.0％、中小企業：14.2％、規模計：18.4％

（４）勤務間インターバル制度導入状況
大企業：19.5％、中小企業：7.0％、規模計：9.2％

（５）【参考値(※)】年度別労災支給決定件数（脳・心臓疾患、精神障害）
令和７年１２月末 ２件

現状・課題

（１）～（５）
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規模別テレワークの導入状況

規模計
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資料出所

新潟県「令和6年度新潟県賃金労働時間等実態調査」
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資料出所

厚生労働省 「令和6年 就労条件総合調査」

( ％ )

12

資料出所「令和4年労働力調査」 新潟労働局集計

( 件 )

(※)行政機関として把握することが可能なデータを参考値として記載。
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【参考値(※)】長時間労働に起因する
脳・心臓疾患及び精神障害の

労災支給決定件数
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５ 「新潟あんしんWork」(Niigata  Anshin Work)の取組促進

労働保険手続きの電子申請（オンライン利用率）

⇒ 令和７年度末２５％以上

（政府目標:令和8年度末３０％ 以上を目指す。）

●労働保険制度（労災保険、雇用保険）は、働く方やその家族
を支えるセーフティネットとしての役割を果たすことが求めら
れている。

●労働保険手続きの電子申請の推進が求められる中、利用率
は年々向上しているが、全国平均を下回っている状況にある。

労働保険料の申請(継続）
令和6年度 20.5％
令和7年度 24.5%

●事業主等の利便性の向上、手続きコスト削減により、保険料
収納率向上に資するよう、年度更新等の周知広報と併せて電
子申請利用のPRを推進する。

K P I（数値目標等）

現状・課題
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その５ 「新潟あんしんWork」プロジェクト2025 ～働き方改革の推進、長時間労働の是正等
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労働保険手続きの電子申請利用状況
労働保険料の申告（継続）申請率
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収納率（右目盛り）

収納率収納額徴収決定額

45.60%251億円550億円令和6年10月末現在

46.57%253憶円543臆円令和7年10月末現在

（億円） （％）

労働保険料の徴収決定額・収納額・収納率の推移

（６）労働保険のセーフティネットとしての役割 ～労働保険適用徴収の適正な運営等～



６ 「新潟ぷらいどWork」(Niigata  Pride Work)の取組促進

K P I（数値目標等）

現状・課題

その６「新潟ぷらいどWork」プロジェクト2025～働きがいのある職場づくりのための処遇改善等
（賃金引上げ支援、同一労働同一賃金、最低賃金制度の適切な運営等）

＜令和7年度目標＞
業務改善助成金の申請件数⇒令和５年度申請件数の1.5倍

業務改善助成金 目標件数 635件

＜令和７年度＞

業務改善助成金 申請件数 48２件

《課題》

新潟地方最低賃金審議会の円滑な運営、最低賃金額の周知等
（最低賃金の履行確保、周知等）

持続的な賃金引上げ ※実質賃金：▲3.5（令和７年11月）

同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組支援

取適法による取引環境の改善、取引の適正化の促進等

「年収の壁・支援強化パッケージ」の利用勧奨を行い、年収の壁を
意識せずに働ける環境づくりを後押し
（例：キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の活用促進）
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（１）賃金引上げ支援



７ 「新潟もにすWork」(Niigata Moving-Forward-Together Work)の取組促進

K P I（数値目標等）

現状・課題

15

その７ 「新潟もにすWork」プロジェクト2025 ～障害者の就労・定着支援

（１）障害者雇用率

毎年6月1日時点の実雇用率が全国平均を上回るとともに、法定雇用率
以上となることを目指す。

＊法定雇用率（民間）

令和5年4月 2.3％ 令和6年4月 2.5％ 令和8年7月 2.7％

（２）『もにす』認定の取得促進

『もにす』認定事業主を令和7年度までに、全安定所管内１社以上を目指す。

新潟県の障害者雇用数と実雇用率（全国と新潟県）

身体障害者,     

4307.0

知的障害者,     

2052.0

精神障害者,

2342.5

新潟県実雇用率2.45

全国実雇用率2.41
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（１）障害者実雇用率

〈令和７年６月１日現在〉 2.45％（全国平均2.41％）

〈令和６年６月１日現在〉 2.45％（全国平均2.41％）

《主な課題》

障害者雇用ゼロ企業を中心とした中小企業に対する指導・支援の強化、

周知徹底等（障害者雇用率未達成企業の約6割が100人未満企業で、うち

約9割が障害者「０人」企業）

（２）もにす認定事業主

〈令和7年12月末現在〉 ２２事業主（全安定所13所中12所）

【参考】全国：558事業主（令和７年９月末現在）

《主な課題》

認定件数は順調に増えており、認定要件を満たす可能性のある事業主も

存在するものの、障害者雇用は、事業主の責務として「あたりまえ」ととらえ

ており、認定申請をためらう事業主もいる。
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Work, live and shine in your own way in Niigata

新潟（にいがた）で自分（じぶん）らしく働き・暮らし・輝く

～Seven action plans

令和8年４月１日

厚生労働省新潟労働局
Niigata Labour Bureau NIIGATA Niji WorK プロジェクトはこちら

に掲載しています。

1

NIIGATA Niji Work プロジェクト

2026

新潟労働局マスコットキャラクター「にじー」

本審資料
№4



2

「NIIGATA Niji Workプロジェクト2026」は、令和8年度新潟労働局行政運営方針と相まって、賃金引上げへの対応や少子化、人手不足への対応など重要

課題を７つに分類したテーマごとに（『わかもの』、『かつやく』、『けんこう』、『あんぜん』、『あんしん』、『ぷらいど』及び『もにす』） 、現状・課題、対策等及び具体的な
目標数値等を明確化し、中長期的な視点も踏まえ各テーマを着実に推進するために策定した総合労働施策推進プロジェクトです。
このプロジェクトの推進等により、新潟で働く誰もが、「新潟（にいがた）で自分(じぶん)らしく働き、暮らし輝く」ことのできる社会の実現を目指し取り組むこと、

そして、新潟労働局の取組等を分かりやすく情報発信していくために「NIIGATA Niji Workプロジェクト」としました。
※「Niji（虹）は夢、希望の象徴」ともいわれることから、新潟労働局は「やまない雨はない、働く人の夢・希望をつなぐ架け橋」となるべく取り組むという意志を『Niji』というフレーズで表

しています。
７つに分類した各テーマについては、分かりやすくするため、それぞれの内容等を便宜上、７色の各色から連想するとされるイメージ（赤：情熱、橙：活気・活力、黄：明るさ・

快活、緑：安らぎ（※安全の象徴）、青：信頼、安心感・クリーンさ、紺：高貴さ、紫：多様性）に対応して分類しているものあり、各テーマ間の優先順位を示すものではありません。

※ 文中の 『Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】』の意味について
働き方改革の推進については、これまで主に労働時間の縮減等による長時間労働の是正を図ってきたところですが（第１ステージ）、その取組は引き続き実施しつつ、
2023年度から『働き方・休み方』に関する意識の変革も更に推し進め、テレワークの導入・定着促進、ワーク・ライフ・バランスを促進する就業形態の導入支援による
多様な働き方の普及・促進（多様な正社員制度等）など、主に「多様な選択を力強く支える環境整備」として「柔軟な働き方がしやすい環境整備」を図っていくことにも
主眼を置きながら（第２ステージ）、『働き方改革NEXT』の取組として各種対策を推進していきます。そこで本プロジェクト中のKPI（数値目標等）において、当該『働き
方改革NEXT』関連の目標であることを明確化するため、『Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】』と表示しました。

【安全を表すシンボルマーク】
安全旗（緑十字）

【労働条件の確認など労働基
準行政の広報キャラクター】

たしかめたん

【最低賃金制度のマスコット】
チェックマん

【労働衛生を表すシンボルマーク】
労働衛生旗

NIIGATA Niji Work プロジェクト2026の構成

その１ 『わかもの』（若者の人材確保等（新規採用等）への取組）
～若者の採用等（新規採用等）（※県内就職の促進等）

その2 『かつやく』（女性の活躍など多様な人材の活躍促進等への取組）

●「新潟かつやくWorkⅠ・女性活躍」

●「新潟かつやくWorkⅡ・生涯現役支援」

（高年齢者の就労・社会参加の促進等）

●「新潟かつやくWorkⅢ・外国人」

（外国人労働者の労働環境改善等）

●「新潟かつやくWorkⅣ・人材育成等」

（人材開発・育成支援等）

●「新潟かつやくWorkⅤ・人材不足分野」

●「新潟かつやくWorkⅥ・就職・求人充足支援」

その３ 『けんこう』（職場の健康確保への取組）

～職場における健康確保、健康障害の防止、ハラスメントのない職場の整備等

その４ 『あんぜん』（職場の安全確保への取組）

～ゼロ災害への挑戦（特に死亡・重篤災害ゼロ）

その５ 『あんしん』（誰もが安心して働ける職場環境づくりへの取組）

～働き方改革の推進（長時間労働の是正など）、労働条件の確保・改善等

その６ 『ぷらいど』（働きがいと誇りの持てる処遇改善への取組）

～ 賃金引上げ支援、同一労働同一賃金の徹底、最低賃金制度の適切な運営等）

その７ 障害者とと『もにす』すむ（障害者の就労・定着支援への取組）
～障害者の就労促進等

新 潟 労 働 局
Niigata Labour

Bureau

※新潟労働局標章について（左記のマーク）
中央に配置した「新潟県」（※色は朱鷺色、二つの丸は「佐渡」「粟島」）の周りに、虹色の翼で 表した労働局
の多様な支援により、「新潟県」（で働く人々）を笑顔にするというコンセプトを示している。（R6.1制定）



その１ 「新潟わかものWork」プロジェクト2026 ～若者の採用・育成等
（※県内就職の促進等）

3

現状・課題
●新規学卒者等に対する就職支援
※新規学卒者の卒業後３年以内の離職率：大卒33.6％、短大・専修卒41.0％、高卒33.6％(※令和４年３月卒)(図1参照）

●中小企業と学生とのマッチングの強化等
●県内就職の促進（新規学卒者の県内就職の促進等（図２参照））
※新規学卒者の県内就職率(令和７年３月卒：大卒51.7％、高卒86.6％、令和８年３月卒：大卒48.8％、高卒84.8％）

●中高年層へ向けた就労支援（就職氷河期世代を含む）・フリーター等の正社員就職の促進等

●若者の採用、育成支援の促進（※ユースエール認定件数：累計109件 令和７年12月末現在）

対策等

●新規学卒者対策
・大学、高等学校等との緊密な連携。就職支援ナビゲーターを中心に個別相談、各種セミナー、就職ガイダンスの実施等による就職支援
・「ユースエール認定企業」（若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業）のさらなる周知拡大

●中高年層へ向けた就労支援（就職氷河期世代を含む）
・一人ひとりに合った支援メニューの構築等による積極的な支援の実施

●非正規雇用労働者（フリーター等）へのマッチング・ステップアップ支援
・担当者制による職業相談、各種セミナー開催、トライアル雇用、キャリアアップ助成金等を活用した正社員就職の促進等

●U・Iターンの促進（県との連携等）
・「にいがた暮らし・しごと支援センター」を中心に新潟県との連携強化によるUターンの促進
・ホームページやSNSを通じたU・Iターン関連イベント等の情報発信

●学生向けセミナーの拡充・促進、県内就職の促進
県内で新潟大学と敬和学園大学の2大学において連携協定による寄附講座を実施。

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

●新規学卒者の県内就職率（令和８年３月卒）：大卒等58.8％以上、高卒88.6％以上
●若者の採用、育成支援の促進：【＃チャレンジNiigata☛ユースエール≧ 100】

ユースエール認定企業数100件以上を継続するために、令和８年度の認定企業の継続率90.0％以上を目標とする

●中高年層へ向けた就労支援：令和８年度に開催する「にいがた中高年世代活躍応援プロジェクト協議会」において策
定する。フリーターの正社員就職数：令和7年度実績（12月末現在） 1,375人以上
●学生向けセミナーの拡充・促進：少なくとも年間１大学以上拡大（令和７年度の実施校は継続）

※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連①

図2 大学・専門学校生等の
県内就職状況
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１ 「新潟わかものWork」(Niigata  Yourth -Yell Work)の取組促進

図4 年齢別県外移動の推移

図1 新規学卒者の学歴別就職後3年以内の離職率
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図3 理由別県外移動の推移 ユースエール認定制度

●若者の採用・育成に積極的
で、若者の雇用管理の状況な
どが優良な中小企業を、若者
雇用促進法に基づき厚生労働
大臣が「ユースエール認定企
業」として認定しています。

ユースエール
認定マーク

資料出所：新潟県人口移動調査結果（新潟県）

大学卒 短大・専修卒 高校卒

3

（※令和８年３月卒はR7.12月末）

資料出所：総務省住民基本台帳人口移動報告

15歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

△ 6,379-8,000
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000

0
1,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0歳～14歳 15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳
30歳～34歳 35歳～39歳 40歳～44歳 45歳～49歳
50歳～54歳 55歳～59歳 60歳以上 総 数

（人）

折線は移動者の合計

（注）令和８年度実績を基に
令和９年度実績を目標とする

(R7.12月末認定企業数109件）



その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2026
～『新潟かつやくWorkⅠ ・女性活躍』女性の活躍、仕事と家庭の両立支援、マザーズハローワーク事業の推進

2 「新潟かつやくWork」(Niigata Katsuyaku Work)の取組促進

対策等

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

●えるぼし認定企業数：令和７年度までに100件 ⇒ プラチナえるぼし認定企業を少なくとも年間１件以上
くるみん認定企業数：令和７年度までに110件 ⇒ プラチナくるみん認定企業を少なくとも年間１件以上

●男性の育児休業取得率：令和８年度までに50％以上⇒【＃チャレンジNiigata☞育休≧50％（男性・育休取得率50％以上）】

●女性の若年非正規雇用労働者数：令和9年までに30,000人以下 ●女性雇用者に占める非正規雇用者割合：令和9年までに48％以下

※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連③

現状・課題

※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連②
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図2 新潟県の女性 就業の形態（年齢階層別）
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図3 管理職に占める女性の割合

図４ 男性の育児休業取得状況

●女性の年齢階級別労働力率：いわゆる「M字カーブ」は上方にシフト（Ｍ字が浅くなっている）
年齢層別労働力率を就業形態別に見ると、正規雇用率は30代以降低下する（「L字カーブ」）。（図2参照）

●女性の若年(15歳から34歳）の女性非正規雇用労働者数：40,000人（若年雇用者の36.5％）
●女性雇用者に占める非正規雇用者割合：51.4％（男性の同割合：19.3％）
●管理職に占める女性の割合：13.1％(全国15.7％）(図３参照)●男女の賃金格差：男性を100とした場合、女性は75.8％
●男性育児休業取得率：44.9％（全国40.5%）（図４参照）育児休業の取得期間：男性は約5割が2週間未満
●マザーズハローワーク・マザーズコーナーの利用者が減少（図5、6参照）

●少子化対策のためには、長時間労働を中心とした労働慣行、固定的な性別役割分担意識等を解消し、男女が家事・
育児・子育てを分担し、共にライフイベントやキャリア形成を両立できる職場づくりが必要

●改正女性活躍推進法に基づいた「男女間賃金差異」、「女性管理職比率」に係る情報公表の確実な実施
●マザーズハローワーク・マザーズコーナーにおける利用促進

関係機関と連携した周知広報により利用促進。人材不足分野の団体と連携したセミナーの開催、オンラインによる
職業相談・就職支援セミナーの開催。仕事と子育てが両立しやすい勤務時間の設定を要請など多様な正社員を含め
仕事と子育てが両立しやすい求人の確保
出産・育児・子育てを機に離職し長期ブランクがある者等に対し、再就職に必要な技能・知識を習得するための職
業訓練のあっせん等

図1 有効求人倍率と完全失業率

図5 マザーズハローワーク・マザーズコーナーの新規求職者の推移 図6 マザーズハローワーク・マザーズコーナーの支援対象者数と就職数の推移
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資料出所：「雇用均等基本調査」（厚生労働省）「新潟県賃金労働時間等実態調査」（新潟県しごと定住促進課）

資料出所：令和2年国勢調査（総務省）

4

資料出所：厚生労働省 職業安定局
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2 「新潟かつやくWork」(Niigata Katsuyaku Work)の取組促進

対策等

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

● 70歳までの就業確保措置実施企業割合：全国平均以上

●65歳を超えて働きたいとする割合：約7割
●70歳までの就業確保措置実施割合：31.0％であり、前年度に続き全国平均（34.8％）を下回る（図１参照）
●高年齢求職者の就職支援：新規求職者数は増加傾向で推移

現状・課題

その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2026
～『新潟かつやくWorkⅡ・生涯現役支援』高年齢者の就労・社会参加の促進等

図1 70歳までの就業確保措置実施企業割合

図３ 生涯現役支援窓口事業におけるチーム支援状況(65歳以上）

●70歳までの就業確保措置の導入に向けた周知啓発
●主なハローワークに高齢求職者の支援に取り組む「生涯現役支援窓口」を設置、職業生活の再設計に係る支援、

チーム支援を総合的に実施、特に 65 歳以上の方の再就職支援を重点的に
※生涯現役支援窓口事業については、県内８所（新潟、長岡、上越、三条、新発田、新津、巻、南魚沼）に設置。
※令和６年度の当該事業の状況
・65歳以上の就職件数：936件（対前年比46件（5.2％）増加
・65歳以上の就職率：88.5％（年度目標83.4％）、概ね60～64歳の就職率：86.3％（年度目標84.9％）

●増加傾向にある高年齢求職者に対して、積極的に当該支援窓口への誘導、求職者担当制によるチーム支援の実施
により的確な職業相談・紹介の実施、高年齢求職者のニーズに沿った求人の確保

5

（人）

資料出所：高年齢者雇用状況等集計結果

図２ 新潟県内年齢別労働者数（60歳以上）
（新潟県内の常用雇用する労働者が31人以上企業の集計）



2 「新潟かつやくWork」(Niigata Katsuyaku Work)の取組促進

対策等

●外国人労働者数：16,626人、外国人雇用事業所数：2,902所（令和7年10月）過去最多（図1参照）
●在留資格別：技能実習が最も多い。国籍別ではベトナムが最も多い（図1、図3参照）
●監督指導の違反事業場割合：69.4％ 違反率は昨年比でやや増加 全国平均を下回る（図4参照）

現状・課題

6

その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2026
～『新潟かつやくWorkⅢ・外国人労働者』外国人労働者の雇用環境改善等

●労働基準法関係法令違反の疑いがある外国人を雇用する事業場に対する監督指導
●関係機関との相互通報制度の的確な運用

図1 外国人雇用事業所数・在留資格別外国人労働者数の推移 図2 特定技能制度運用状況

図4 技能実習生の実習実施者に対する監督指導状況

表1 関係機関との相互通報制度の運用状況

図3 国籍別の割合

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

・労働基準監督機関⇒出入国管理機関、外国人技能実習機構 ２件 ４件 １件 5件 6件

・出入国管理機関、外国人技能実習機構⇒労働基準監督機関 36件 35件 56件 34件 6件

ベトナム語の外国人労働者相談コーナーを設置

資料出所：「外国人雇用状況」の届出状況のまとめ

資料出所：「外国人雇用状況」の届出状況のまとめ

資料出所：「外国人雇用状況」の届出状況のまとめ
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2 「新潟かつやくWork」(Niigata Katsuyaku Work)の取組促進

対策等

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

●公的職業訓練修了３か月後の就職者数（令和７年度）：1,570人以上

【人材育成（リ・スキリングによる能力向上支援）】
●人材開発支援助成金の活用により、企業における従業員教育や従業員による学び直しに対する支援
●新規事業に伴う人材育成、業務効率化・生産性向上のためのデジタル化に対応した人材育成支援

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」計画届件数36件、1,783人 (令和７年度・１２月末現在）
「事業展開等リスキリング支援コース」計画届件数255件、1,732人 (同上）

【公的職業訓練受講者の就職支援】
●政府方針により職業訓練のデジタル分野の重点化等により、令和8年度までに政府全体で230万人のデジタル推進人材を育成

●新潟県地域職業能力開発促進協議会においてデジタル分野の訓練コース拡充等、効果的な訓練計画の策定
●訓練受講者に対する就職支援（令和６年度）：受講者数2,121人、訓練修了３か月後の就職率72％（図1参照）

現状・課題

7

その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2026
～『新潟かつやくWorkⅣ・人材育成等』人材開発・育成支援等

●「人材開発支援助成金」について、企業・従業員においてデジタルスキルの習得、リスキリングが実施できるようさらなる普及・拡大

●「公的職業訓練受講者の就職支援」について、ニーズを踏まえた訓練コースの設定、職業訓練の積極的な受講の働きかけ、訓
練受講者に対するきめ細かな就職支援

図1 公的職業訓練入校状況・就職率の推移 図2 デジタル分野の公的職業訓練入校状況・就職率の推移
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※「就職率」は、訓練修了３か月後の就職状況で、就職者数を訓練修了者数で除したもの（就職を理由とした
中退者を含む） 。



2 「新潟かつやくWork」(Niigata Katsuyaku Work)の取組促進

対策等

●令和７年12月(累計）までの有効求人倍率(常用計）は1.31倍であるが、人材不足分野（※）の有効求人倍率(常用計）
は全体と比べて非常に高い

数値 （※介護（3.08倍）、医療（1.92倍）、保育（2.16倍）、建設（11.23倍）、警備（7.44倍）、運輸（2.80倍））
●人手不足が深刻な医療・福祉、建設、警備、運輸等は重点的な人材確保支援が求められている。特に、地域での医療・介
護サービス提供体制の確保や子育て支援は喫緊の課題であり、医療・福祉分野における人材確保への支援に積極的に取り組む必要
がある

現状・課題

8

その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2026
～『新潟かつやくWorkⅤ・人材不足』人手不足問題への対応、人材不足分野への就労支援

充足率充足新規求人有効求人倍率有効求職有効求人人手不足分野
（６分野計）

12.20%7,45661,1523.4450,457173,813令和２年度

11.10%7,33466,2913.8549,686191,084令和３年度

10.00%6,91669,4074.0949,001200,360令和４年度

9.52％6,66069,9844.2847,465203,174令和５年度

8.71％6,28572,1404.1750,420210,253令和６年度

8.65％4,67454,0284.0838,461157,063令和７年度

図1-① 人材不足分野別 有効求人数等の推移
（令和３年度から令和７年12月）

図1-② 人材不足分野別 有効求人数・有効求職数・就職人数の推移(令和３年度から令和７年12月）

（注）：グラフ数値は各年度の月平均（７年度は12月までの平均）
左軸は有効求人数と有効求職者数、右軸は折線の就職人数を表す

●「医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト」と銘打ち、全ハローワークにおける最重点事項として、医療・福祉分野の事業所
へのアウトリーチによる、雇用管理指導援助も含めた求人充足支援に取り組む
●局内連携強化・各業界団体や関係機関と連携した、人材不足分野求人及び求職者に対する支援の強化（参考参照）
●「年収の壁・支援強化パッケージ」の周知を通じた人材確保 ●新KKR（「給与」･「休暇」･「両立」）パッケージ（※）の推進
（※）「給与」などの処遇改善と生産性向上（ＤＸの推進、人への投資を含む。）、「休日・休暇」の増加等、働き方・休み方改革の推進、育児・介護と仕事の「両立」支援等の推進

〇医療・福祉（医療、介護、保育）、建設、警備、運輸分野の求人充足のために、潜在求職者の積極的な掘り起こしや、
求人充足に向けた条件緩和指導等により、重点的なマッチング支援を強化するため、ハローワーク新潟に「人材確保支援
コーナー」を設置。求職者へのきめ細かな職業相談・職業紹介、求人者への求人充足に向けたコンサルティング等を行うほ
か、マッチングイベント（職場見学会、セミナー、就職面接会等）を行っている。

＜求職者に対する支援＞
・専属の就職支援ナビゲーターが、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介を実施
・希望職種の求人情報、最新の業界動向等を提供
・対象分野の公的職業訓練の案内

＜求人者に対する支援＞
・ハローワークに求職登録している有資格者等に対し、求人情報を提供し応募を勧奨
・求人充足に向けて、わかりやすい求人票の作成や求職者が応募しやすい求人条件の設定についてアドバイスを実施

＜マッチングイベントの開催＞
・職場見学会、セミナー等の業界の魅力を伝えるイベントや、雇用管理改善・人材確保に関するセミナー等求人者向け
イベント、合同就職面接会等のマッチングイベントを開催

ハローワーク新潟 人材確保支援コーナーの主な支援メニュー
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表1 人材不足分野の求人充足状況



2 「新潟かつやくWork」(Niigata Katsuyaku Work)の取組促進
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その2 「新潟かつやくWork」プロジェクト2026
～『新潟かつやくWorkⅥ・就職・求人充足支援への対応』オンラインによる職業紹介と

求人充足サービスの促進

全ハローワーク共通の評価指標
◆主要指標：

・就職件数（一般）：令和７年度目標値 30,569件 実績 20,603件
・充足数（受理地ベース・一般）：令和７年度目標値 29,830件 実績 20,163件

「就職件数(一般）、「充足数（受理地ベース（一般）」は令和７年12月末現在）

・雇用保険受給者の早期再就職割合：令和７年度目標値 37.3％ 実績 34.0％（令和7年11月末現在）

現状・課題

１．求職者に対する就職支援の充実

33,295 33,949 32,348 31,404 28,844

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

33,642 33,657 31,992 30,855 28,316

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

10,439 9,288 9,284 9,731
7,841

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度

※令和６年度から早期再就職割合へ変更

○ハローワークシステムのオンライン機能を活用し、求職者に対する就職支援の実施

・求職者担当者制による課題解決型サービスの提供
・「job tag（職業情報提供サイト）」を利用した自己分析支援や職業情報の提供
・求職者マイページを活用したマッチングやオンラインによる職業紹介の実施
・求人票以上の事業所情報などハローワークが工夫を凝らした情報提供を行い、付加価値の高い職業相談の実施
・オンラインによる職業相談やセミナー等を行うことにより、ハローワークへの来所が難しい求職者に対する

就職支援

対策等

２．求人者に対する充足支援の充実

○ハローワークシステムのオンライン機能を活用し、求人者に対する充足支援の実施

・「求人者マイページ」の開設を促進し、オンラインでの求人申し込みを推進
・求人充足会議において、求職者ニーズを踏まえた充足支援を検討し、個々の未充足求人の

充足に向けた求人担当者制による支援を積極的に展開
・「求人者マイページ」の求職者情報検索・直接リクエスト、職場風景などの画像情報の登録などを活用した充足支援
・オンラインによる職場見学のほか、求人説明会や合同面接会のハイブリッド開催等を推進し、充足支援の充実・強化

仕事をお探しの方へ 求職者マイページの御案内

「ハローワークインターネットサービス」
上に「求職者マイページ」を開設すると、
ご自身のスマートフォンやタブレット、
パソコンから、仕事探しのサービスを
オンライン上で受けとることができます。
就職活動を効率的・効果的に進めるため、
是非「求職者マイページ」を開設しましょ
う。

求人者マイページ

図１ 就職件数 図２ 充足数

図３ 雇用保険受給者の早期再就職者数



その３「新潟けんこうWork」プロジェクト2026 ～職場における健康確保、健康障害の防止、
ハラスメントのない職場の整備等

●メンタルヘルス対策：2027年までにメンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80％以上とする 。

【＃ﾁｬﾚﾝｼﾞNiigata☛メンタル取組8割以上】

●ストレスチェック実施：50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施割合を2027年までに50％以上とする。

●産業保健活動の促進：各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに80％以上とする。

●自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者の割合を2027年までに50％未満とする。

●治療と仕事を両立できる取組を行っている事業場の割合を2027年までに75％以上とする。

●化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災）の件数を2027年までに５％以上減少とさせる。

●パワーハラスメントに起因する精神障害の労災発生件数をゼロとする。

●過重労働による健康障害防止等
・過重労働が疑われる事業場に対する監督指導、時間外・休日労働協定の適正化に係る指導等

●メンタルヘルス対策の推進【参考１参照】(※１）

・50人未満の事業場における取組の促進（ストレスチェック制度等）、研修会の開催による周知等（働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト「こころの耳」の周知等）、主にメンタルヘルスの取組促進を図るため「新潟けんこうWork（NiigataWell-beingWork）」活動の促進

●治療と仕事の両立支援対策の推進【参考２参照】 (※２）新潟県地域両立支援対策チームにおいて、令和4年度に策定した計画に基づく取組の推進等。

●総合的なハラスメント対策の推進（職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止）
（※１）：労働者数50人未満の事業場について、地域産業保健センターと連携し取組を推進、（※２）：産業保健総合支援センターと連携し取組を推進
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※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連④

対策等

現状・課題

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

表1 メンタルヘルス対策の実施状況

10年で225％増

【参考２】治療と仕事の両立支援
病気を抱える労働者が活躍できる環境を整備するため、

主治医、会社・産業医と患者に寄り添う両立支援コーディ
ネーターのトライアングル型のサポート体制の構築などによ
り、治療と仕事の両立を支援

【参考1】地域における産業保健活動を支援します

１．新潟産業保健総合支援センター（さんぽセンター）
事業者、産業医、産業看護職、衛生管理者

等産業保健関係者を対象に、労働者の健康管
理の支援を行うことを目的として（独）労働
者健康安全機構の下に設置

２．地域産業保健センター（地さんぽ）
新潟産業保健総合支援センターの下、

労働者数50人未満の事業者に対し労働者
の健康管理等を支援

３ 「新潟けんこうWork」 (Niigata Well-being Work)の取組促進

806 

1,368 

254 

1,782 

25年度 元年度 ２年度 3年度 4年度 5年度 6年度

パワハラ関連相談件数の推移

パワハラ

いじめ・嫌がらせ

1,942

240％増加

図1 パワハラ関連相談件数の推移

メンタルヘルス対策に取り組ん
でいる事業場の割合事業場規模

９４．３％５０人以上

全 国 ６９．１％３０人～４９人

５５．３％１０人～２９人

５０．８％５０人以上

新潟県 ７２．９％３０人～４９人

４８．０％１０人～２９人

全国：令和６年労働安全衛生調査（実態調査）
新潟：令和５年労働安全衛生調査（特別集計、抽出調査）

●新潟県内のメンタルヘルスに取り組んでいる割合：50人以上の事業場50.8％と全国平均の94.3％に比べ低調（表1参照）

●新潟県内のストレスチェックを実施している割合：50人以上の事業場47.0％と全国平均の89.8％に比べ低調

●労災請求・支給決定件数（精神障害）:令和７年12月末 請求37件（前年同期比+２件）

・支給決定14件（前年同期比-6件）

●治療と仕事を両立できる取組を行っている事業場の割合：全国31.8％（令和６年労働安全衛生調査）

●令和8年4月より治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努力義務となった。



４ 「新潟あんぜんWork」（Niigata Safe Work）の取組促進

対策等

現状・課題

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

図4 高年齢労働者（60歳以上）の災害発生推移（新潟県）図3 転倒災害の千人率・休業見込日数（新潟県）

その４ 新潟あんぜんWork2026 ～ゼロ災害への挑戦（特に死亡・重篤災害ゼロ）

●死亡者数：2027年までに2022年比５％以上減少させる。 （※建設業は15％以上）

●建設業：墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む事業場の割合を2027年までに85％以上とする。

●製造業：機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む事業場の割合を2027年までに60％以上とする。

⇒製造業における「はさまれ・巻き込まれ」災害の死傷者数を2022年と比較して2027年までに５％以上減少させる。

●陸上貨物運送業：死傷者数を2022年と比較して2027年までに５％以上減少させる。

●増加が見込まれる転倒災害の年齢層別死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに男女とも増加に歯止めをかけ、2022年値以下とする。

転倒による平均休業見込日数を2027年までに30日以下とする。

●増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を2027年までに男性2.75以下、女性2.64以下とする。

図１ 労働災害発生の推移（死亡者数、休業4日以上の死傷者数） 図２ 主な業種別労働災害の推移

死亡者数の推移

休業4日以上の死傷者数の推移
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●死亡災害：１７人(前年同期２０人）【令和７年１２月末速報値】（図１及び図２参照）
（業種別：製造業、建設業各５人 事故の型別：①はさまれ・巻き込まれ５人、②交通事故（道路）４人）

●死傷者数：2,438人(前年同期2,442人） 【令和７年１２月末速報値】（図１参照）
（業種別：第三次産業1,110人（46％）、製造業641人（26%）、建設業333人（14％）、事故の型別：転倒720人（30％)、墜落・転落384人

（16％）、動作の反動・無理な動作337人（14%）、はさまれ・巻き込まれ293人（12％） ）（※作業行動起因が４割以上を占める。）

●転倒災害の死傷年千人率：男性0.48、女性0.82（図3参照）

●高年齢労働者（60歳以上）災害の死傷年千人率：男性2.74／女性3.02（図4参照）

●令和８年４月より高年齢労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となります。

●事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
●「新潟あんぜんWork（Niigata Safe Work)」活動の促進

⇒「チャレンジ新潟ゼロ災害運動2026」等により「新潟あんぜんWork（Niigata Safe Work)」活動を促進
●行動災害防止対策の推進（新潟小売業・社会福祉施設SAFE協議会の取組促進）
●高年齢労働者に対する対策：エイジフレンドリーガイド指針を踏まえた対策の推進
●重点業種別対策の推進

①建設業：墜落・転落災害防止対策 ②第三次産業（小売、社会福祉施設）業界トップ企業が取り組んだ成果等の共有
③製造業：機械災害防止対策、 ④陸上貨物運送事業：荷役作業中の労働災害防止対策
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その５ 「新潟あんしんWork」プロジェクト2026
～働き方改革の推進（長時間労働の是正など）、労働条件の確保・改善等

５ 「新潟あんしんWork」(Niigata Anshin Work)の取組促進

●年次有給休暇：年次有給休暇の取得率を2028年までに70％以上とする
⇒【＃チャレンジNiigata☛年休≧70％（年休取得率７0％以上をめざす！） 】

●週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を５％以下とする（令和10年まで）
⇒【＃チャレンジNiigata☛超勤（60HR超/週）≦5％(限りなくゼロに！）】

●テレワーク導入企業の割合を2028年度には50％を目指す。（＊）
⇒【＃チャレンジNiigata☛ﾃﾚﾜｰｸ導入≧50％(半数以上めざす！）】

●勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を2028年までに15％以上とする
⇒【＃チャレンジNiigata☛インターバル導入≧15％(少しでもUP！）】

●長時間労働に起因する脳・心臓疾患、精神障害の労災発生件数をゼロとする

●労働保険手続きの電子申請（オンライン利用率）：令和8年度末までに30%以上とする

１ 長時間労働の抑制
（１）生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業者等の支援

（「新潟働き方改革推進支援センター」の利用促進等）

（２）令和6年度適用開始業務等への労働時間短縮等に向けた支援

（３）長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底

（４）テレワークの導入・定着促進

（５）勤務間インターバル制度の導入促進

（６）柔軟な働き方につながる制度の導入促進

（７）年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進

●労働時間の状況：一人平均年間総実労働時間1,697時間（※全国平均より約54時間長い）
●長時間労働の状況等：週60時間以上の労働者（週40時間以上の雇用者）の割合5.5％（※全国7.9％）（図1参照）
●年次有給休暇の状況：取得率66.7％（令和７年度調査）（※全国66.9%（令和７年度調査））（図２参照）
●テレワーク実施状況：テレワークを導入している事業場18.4％（228事業場）(※令和６年度）(全国47.3％）（図3参照）

●勤務間インターバル導入事業場：9.2%（大企業19.5％、中小企業7.0％）（※令和６年度）（全国6.9％）（図４参照）

●労働保険制度（労災保険・雇用保険）は、働く人やその家族を支えるセーフティネットとしての役割を果たすことが求められて

いる。労働保険手続きの電子申請件数（労働保険料の申請(継続）について全国平均より低調（20.5％、※全国27.7％）【図５参照】

※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連⑥

※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連⑤

※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連⑦

※Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】関連⑧

現状・課題

図1 週労働時間60時間以上(週40時間以上）の
雇用者割合の推移 図2 年次有給休暇取得率の推移
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図3 新潟県のテレワーク導入状況

資料出所：総務省「就業構造基本調査」 資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」

資料出所：新潟県「新潟県賃金労働時間等実態調査」
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図4 新潟県の勤務間インターバル制度導入状況

対策等

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

資料出所：新潟県「新潟県賃金労働時間等実態調査」

２ 労働条件の確保・改善対策の推進
（１）法定労働条件の確保等
（２）特定の分野における労働条件確保対策の推進

（３）労働者派遣事業者、職業紹介事業者等への指導監督
の徹底

（４）労働保険のセーフティネットとしての役割の推進
※労働保険料等の適正徴収、労働保険の未手続事業場一掃対策、

電子申請の利用促進、労災保険給付の迅速かつ公正な保険給付、
雇用保険制度の的確な運用

図6 労働保険料の徴収決定額・収納額・収納率の推移
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図5 労働保険手続きの電子申請利用状況
労働保険料の申告（継続）申請率
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その６「新潟ぷらいどWork」プロジェクト2026～働きがいのある職場づくりのための処遇改善等
（賃金引上げ支援、同一労働同一賃金の徹底、最低賃金制度の適切な運営等）

６ 「新潟ぷらいどWork」(Niigata Pride Work)の取組促進

●賃金引上げに係る支援策の活用促進：「業務改善助成金」の申請件数を、令和8年度までに令和５年度件数(349件
(12月末現在））の1.5倍以上とする。

※NIIGATA Niji Work2026のKPI目標（「「業務改善助成金」の申請件数を令和7年度までに令和5年度件数（423件）の1.5倍以上とする」は未達成）

●最低賃金制度の適正な運営等（新潟地方最低賃金審議会の円滑な運営、最低賃金額の周知等（最低賃金の履行確保、周知等））

●賃金引上げに向けた支援等（各種助成金（※）の利用の促進、周知等）
・監督指導時における賃金引上げに向けた働きかけ
・経済団体等への要請、周知・広報、各種助成金の活用促進等
（※①業務改善助成金（企業における生産性の向上の支援等）、②キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）、③働き方改革推進支援助成金等）
・ハローワークにおける賃上げを重点とした求人条件向上・緩和指導等の実施（※「新KKRパッケージ」（※）活動推進）

●同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組支援
●取引環境の改善（中小受託取引の適正化の促進等）

令和5年12月、新潟県が取りまとめた「適切な価格転嫁の促進による地域経済の活性化に向けた共同宣言」に基づき関係機関等と連携し取組を促進

●「年収の壁・支援強化パッケージ」の利用勧奨を行い、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを後押し
（例：キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の活用促進）

対策等

現状・課題

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

図1 消費者物価指数と実質賃金等の推移【新潟県】

事業場内で最も低い時間給（事業場内最低賃金）を
一定額以上引上げ、生産性向上に資する設備投資等
（機械設備等）を行う中小企業・小規模事業者に、そ
の設備投資等に要した費用の一部を助成する制度。

業務改善助成金

新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入
を増加させる取組（保険料相応額の手当支給や賃上げ
等）を行った事業主に対し、複数年（最大3年）で計画
的に取り組むケースも含め一定期間助成（労働者1人当
たり最大50万円）を行う制度。

【配偶者手当の見直し】

【キャリアアップ助成金
（社会保険適用時処遇改善コース）】

年収の壁・支援強化パッケージの主な施策

有期雇用労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労
働者の企業内でのキャリアアップを促進するため賃金引上げ等の
処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度。

キャリアアップ助成金
【賃金規定等改定コース】

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の
促進等に向けた環境整備等の取組を実施した事業主に対
して助成する制度。

働き方改革推進支援助成金

賃金引上げを実施した企業の取組事例や、各地域
における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引
上げのために参考となる情報が掲載されている。

賃金引上げ特設ページ

【参考】最低賃金・賃金引上げに向けた主な支援策、年収の壁・支援強化パッケージ

資料出所：毎月勤労統計調査地方調査結果（新潟県）事業所規模5人以上調査産業計
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１ 経済団体等への要請、周知・広報、各種助成金の活用促進等
・経済団体等へ最低賃金改定の周知と賃金引上げに向けた助成金の活用促進（R7.9）
・ハローワークにおける賃上げを重点とした求人条件向上・緩和指導等の実施
・県、労使団体等のトップを参集し、「新潟政労使会議」を開催（R8.2）

・キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」：計画届受理件数 129件（R7.12)

２ 監督指導時における賃金引上げに向けた働きかけ状況（要請書の交付）
令和4年度1,656件 令和5年度2,386件 令和6年度2,656件 令和7年(12月末時点)1,544件

３ 取引環境の改善（中小受託取引の適正化の促進等）
・国土交通省等下請け適正取引適正化に係る関係機関と連携し、「建設事業者向け人

材確保支援等に関するオンラインセミナー」を開催することにより、中小企業・小規
模事業所の賃金引上げや価格転嫁円滑化等を支援（R6.8実施）

・ 通報対象確認シートの配付状況
令和４年度 130件 令和５年度 545件 令和６年度 638件 令和７年度(12月末時点) 315件

・「適切な価格転嫁の促進による地域経済の活性化に向けた共同宣言」に基づき
新潟県・関係機関等と連携し取組を促進（R5.12.27実施）

４ 同一労働同一賃金対応状況
労働基準監督署においてパートタイム等の就労事実を確認した件数 2,494件、

うち法違反の疑いがあるとして企業指導等を実施した件数 273件(R4.12月～R7.12月末）

（※）「給与」などの処遇改善と生産性向上（ＤＸの推進、人への投資を含む。）、「休日・休暇」
の増加等、働き方・休み方改革の推進、育児・介護と仕事の「両立」支援等の推進（再掲）

令和7年度における賃金引上げに向けた主な取組

●家計を直撃している現下の物価高騰への対応、持続的な賃金引上げ
●令和7年10月2日改正の最低賃金額：1,050円（※上昇率6.6％で過去最大、東京都との差は176円）

※影響率の推移：平成26年3.66％⇒令和7年26.3％（※影響率：最低賃金を改正した後に、改正後の最低賃金を下回ることとなる労働者の割合）

●新潟県の賃金水準：令和6年新潟県の賃金構造基本統計調査による賃金額：28万8700円
（関東甲信越・中部地区で最も低く東京都との差は11万5千円）

●最低賃金・賃金引上げ後も「年収の壁」を意識せずに働く時間を延ばすことができる環境が必要
※「適切な価格転嫁と生産性向上支援等によって、最低賃金の引上げを可能とする環境整備を進めていく。」(「強い経済」を実現する総合経済対策（令和7年11月21日閣議決定)）
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その７ 「新潟もにすWork」プロジェクト2026 ～障害者の就労・定着支援

７ 「新潟もにす（共に進む）Work」（Niigata Moving-Forward-Together Work）の取組促進

●障害者雇用率：毎年、6月1日時点の実雇用率が法定雇用率以上となるとともに、雇用率達成企業割合を前年値以上となることをめざす。

●『もにす』認定の取得促進：『もにす』認定事業主を全安定所１社以上を継続するために、令和８年度の認定継続率を100％とする。

もにす
●●●
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●雇用の質の向上や多様な就業ニーズに対する支援等
・雇用の質の向上に向けた取組の促進（障害者のキャリア形成の支援を含めた適正な雇用管理の促進等）
・国及び県の職場実習を活用した就労支援
・公共職業訓練の活用による職業能力の開発及び就職支援

●中小企業をはじめとした障害者の雇入れから職場定着までの支援の強化

・精神障害者・発達障害者・難病患者の多様な障害特性に対応した就労支援の強化
（障害者向けチーム支援、合同就職面接会、精神・発達障害者雇用サポーターによる支援、難病患者就職サポーターによる支援等）

・障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等と連携した雇入れから職場定着までのチーム支援（企業向け・
障害者向け）の実施（ゼロ企業への支援含む）

・雇用率の引上げ等に関する周知（局内・関係機関と連携した周知、「障害者雇用相談援助事業」の周知等）

・雇用率の引上げ等の影響が大きい企業に対する早期かつ計画的な支援（関係機関と連携した支援、「障害者雇用相談援

助事業」の活用等）

・障害者雇用に関する優良な中小企業に対する認定制度（『もにす』認定制度）の普及促進（※認定企業累計：22社（R7.12月末現在））

●障害者虐待の防止
・障害者に対する虐待を防止するため、地方公共団体とも連携し、虐待が行われた場合の指導を徹底する。

主な対策

現状・課題

K P I （ 数 値 目 標 等 ）

図2 新規求職申込件数と就職件数及び就職率図1 新潟県の障害者雇用数と実雇用率（全国と新潟県）

●もにす認定
障害者の雇用促進や

安定に関する取り組み
などの優良な中小企業
を認定する制度。

資料出所：障害者雇用状況報告

●障害者実雇用率：2.45％であり、法定雇用率（2.5％）を下回っている。（図1参照）
●障害者就職率：平成26年度の50.4％以降横ばいの状況であり、令和７年度は47.2％となっている。（図2参照）
●主な課題①：雇用の質の向上の推進、多様な就業ニーズに対する支援等（※障害者雇用促進法の改正等）
●主な課題②：障害者雇用ゼロ企業を中心とした中小企業に対する指導・支援の強化等

（障害者雇用率未達成企業の約6割が100人未満企業で、うち8.5割が障害者雇用「０人」企業）
※障害者雇用率は、令和8年７月から2.7%（対象事業主の範囲37.5人）に引上げ

●主な課題③：障害者虐待の防止

≪民間企業の障害者雇用状況≫
（令和７年６月１日）

雇用障害者数：70.5万人 実雇用率2.41％

≪ハローワークの紹介状況≫
（令和６年度）

新規求職申込件数：268,107件
就職件数：115,609件

身体障害者
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NIIGATA Niji Work プロジェクト2026 KPI(数値目標) 工程表

第４『あんぜん』～職場の安全確保への取組

死亡者数(1)

建設業(2)

製造業(3)

陸上貨物運送業(4)

転倒災害の年齢層別死傷年千人率
転倒による平均休業見込日数

(5)

60歳代以上の死傷年千人率(6)

第５『あんしん』～誰もが安心して働ける職場環境づくりへの取組
年次有給休暇の取得率＊(1)

週労働時間40時間以上の雇用者のうち、
週労働時間60時間以上の雇用者の割合＊

(2)

テレワーク導入企業の割合＊(3)

勤務間インターバル制度を導入している企業の割合＊(4)

長時間労働に起因する脳・心臓疾患、精神障害の労災発生件数(5)

労働保険手続きの電子申請（オンライン利用率）(6)

第６『ぷらいど』～働きがいと誇りの持てる処遇改善への取組
賃金引上げに係る支援策の活用促進

(業務改善助成金）申請件数
(1)

第７『もにす』～障害者の就労支援への取組

障害者雇用率(1)

『もにす』認定の取得促進(2)

令和10年度
2028年度

令和9年度
2027年度

令和8年度
2026年度

令和7年度
2025年度

令和6年度
2024年度KPI（数値目標）

第１『わかもの』～若者の人材確保等（新規採用等）への取組

新規学卒者の県内就職率(1)

若者の採用、育成支援の促進（ﾕｰｽｴｰﾙ認定件数）＊(2)

就職氷河期世代の正社員就職数

(3)
就職氷河期世代のキャリアアップ助成金を活用した正
社員転換数

フリーターの正社員就職数

学生向けセミナーの拡充・促進(4)

第２『かつやく』女性の活躍など多様な人材への活躍促進等への取組

えるぼし認定件数・くるみん認定件数＊(1)

男性の育児休業取得率＊(2)

70歳までの就業確保措置実施企業割合(3)

公的職業訓練修了３か月後の就職者数(4)

①女性の若年(15歳から34歳）非正規雇用者数
②女性雇用者に占める非正規雇用者割合

(5)

第３『けんこう』職場の安全確保への取組

メンタルヘルス対策＊(1)

ストレスチェック実施(2)

産業保健活動の促進(3)

自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、スト
レスがあるとする労働者の割合

(4)

治療と仕事を両立できる取組を行っている事業場の割合(5)

化学物質の性状に関連の強い死傷災害(6)

パワーハラスメントに起因する精神障害の労災発生件数(7)

令和7年度までに100件以上

数値目標は各年で設定

数値目標は各年で設定

数値目標は各年で設定

令和7年度までに
少なくとも６大学まで拡大

令和７年度までに210件

令和８年度までに50％以上

全国平均以上に

数値目標は各年で設定

メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合：2027年までに80％以上

50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施割合：2027年までに50％以上

産業保健サービスを提供している事業場の割合：2027年までに80％以上

2027年までに50％未満

2027年までに75％以上

労災発生件数「ゼロ」に

2027年までに2022年比5％以上減少（※建設業は15％以上）

墜落・転落災害の防止に関するﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄに取り組む事業場の割合：2027年までに85％以上

機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む事業場の割合：2027年までに60％以上

死傷者数を2022年と比較して2027年までに5％以上減少

2022年と比較し2027年までに2022年値以下
平均休業見込日数を2027年までに30日以下

60歳代以上の死傷年千人率を2027年までに男性2.75以下、女性2.64 以下

労災発生件数「ゼロ」に

令和8年度までに令和5年度件数
(令和5年12月末 349件) の1.5倍以上

『もにす』認定事業主を令和7年度までに、

全安定所管内1社以上をめざす
（注）＊ の項目は「Niji Work Project【働き方改革NEXT☛】」として推進するもの

2027年までに5％以上減少

「はさまれ・巻き込まれ」災害の死傷者数：2022年と比較して2027年までに5％以上減少

①令和9年度までに30,000人以下、②令和9年度までに48％以下

30％以上

毎年6月1日時点の実雇用率が法定雇用率以上となること。
雇用率達成企業割合を前年値以上となることをめざす。

令和7年度末までに25％以上

15『もにす』認定事業主を全安定所１社以上を継続す
るために、令和８年度の認定継続率を100％とする。

認定企業100件以上（令和8年度の認定企業の継続率90％以上）

プラチナくるみん・くるみん⇒少なくとも年間１件以上

年間１大学拡大（令和7年度の継続率を100％）

2028年までに70％以上

2028年までに5％以下

2028年までに15%以上

2028年までに50％をめざす



新潟労働局 相談先一覧

管轄区域電話番号所在地名称

新潟市 (秋葉区・南区を除く)
方 面 係 025 (288) 3572
安全衛生課 025 (288) 3573
労 災 課 025 (288) 3574

〒950-8624 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館2階新 潟

長岡市（旧川口町を除く)、柏崎市、出雲崎町
刈羽村

方 面 係 0258 (33) 8711
安全衛生課 0258 (87) 3312
労 災 課 0258 (87) 3313

〒940-0082 長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎7階長 岡

上越市、糸魚川市、妙高市
方 面 係 025 (524) 2111
安全衛生課 025 (542) 2902
労 災 課 025 (542) 2903

〒943-0803 上越市春日野1-5-22 上越地方合同庁舎3階上 越

三条市、加茂市、燕市、見附市、弥彦村、田上町0256 (32) 1150〒955-0055 三条市塚野目2-5-11三 条

新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
関川村、粟島浦村

0254 (27) 6680〒957-8506 新発田市日渡96 新発田地方合同庁舎3階新発田

新潟市のうち秋葉区・南区、五泉市、阿賀町0250 (22) 4161〒956-0864 新潟市秋葉区新津本町4-18-8 新津労働総合庁舎3階新 津

長岡市のうち旧川口町、小千谷市、魚沼市
南魚沼市、湯沢町

025 (792) 0241〒946-0004 魚沼市大塚新田87-3小 出

十日町市、津南町025 (752) 2079〒948-0073 十日町市稲荷町2-9-3十日町

佐渡市0259 (23) 4500〒952-0016 佐渡市原黒333-38佐 渡

管轄区域電話番号所在地名称

新潟市 (秋葉区・南区・西蒲区を除く）025 (280) 8609〒950-8532 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館 1、2階新 潟

長岡市 (旧 川口町を除く)0258 (32) 1181〒940-8609 長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎2階長 岡

小千谷市、長岡市 (旧川口町)0258 (82) 2441〒947-0028 小千谷市城内2-6-5小 千 谷
出 張 所

上越市 (板倉区・中郷区を除く)025 (523) 6121〒943-0803 上越市春日野１-５-22 上越地方合同庁舎1、2階上 越

妙高市、上越市のうち板倉区・中郷区0255 (73) 7611〒944-0048 妙高市下町9-3妙 高
出 張 所

三条市、加茂市、見附市、田上町0256 (38) 5431〒955-0053 三条市北入蔵1-3-10三 条

柏崎市、刈羽村、出雲崎町0257 (23) 2140〒945-8501 柏崎市田中26-23 柏崎地方合同庁舎1、2階柏 崎

新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町0254 (27) 6677〒957-8506 新発田市日渡96 新発田地方合同庁舎1、2階新発田

新潟市のうち秋葉区・南区、五泉市、阿賀町0250 (22) 2233〒956-0864 新潟市秋葉区新津本町4-18-8 新津労働総合庁舎1、2階新 津

十日町市、津南町025 (757) 2407〒948-0004 十日町市下川原町43十日町

糸魚川市025 (552) 0333〒941-0067 糸魚川市横町5-9-50糸魚川

新潟市のうち西蒲区、燕市、弥彦村0256 (72) 3155〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲4087巻

南魚沼市、湯沢町025 (772) 3157〒949-6609 南魚沼市八幡20-1南魚沼

魚沼市025 (792) 8609〒946-0021 魚沼市佐梨682-2小 出
出 張 所

佐渡市0259 (27) 2248〒952-0011 佐渡市両津夷269-8佐 渡

村上市、関川村、粟島浦村0254 (53) 4141〒958-0033 村上市緑町1-6-8村 上

電話番号所在地名称

025 (240) 4510〒950-0901 新潟市中央区弁天2-2-18 新潟KSビル
ハローワーク新潟ときめきしごと館・
若者しごと館

025 (241) 8609〒950-0901 新潟市中央区弁天2-2-18 新潟KSビル2階新潟新卒応援ハローワーク

0258 (34) 8010〒940-0062 長岡市大手通2-2-6 ながおか市民センター3階ハローワークプラザ長岡

025 (523) 0453〒943-0832 上越市本町3-4-1 チャレンジショップCEN-VAN2階ハローワークプラザ上越

0258 (52) 2333〒940-0233 長岡市栃尾宮沢1765 長岡市栃尾産業交流センター 「おりなす」2階ワークセンター栃尾

0250 (43) 3911〒959-1692 五泉市太田1092-1 五泉市福祉会館内1階五泉しごと館

0256 (94) 7055〒959-0232 燕市吉田東栄町14-12 燕市吉田産業会館内燕市地域職業相談室

労働基準監督署

ハローワーク

ハローワーク附属施設

「にじー」は新潟県の鳥「朱鷺」の精で新潟県の花「チューリップ」が大好き。（ NIIGATA Niji Work プロジェクトの）７つの重要課

題の色の帽子を被り、NIIGATA Niji Work プロジェクトが新潟県内で展開されることを願ってPRに飛び回っています。（R6.3制定）

新潟労働局マスコットキャラクター「にじー」
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基準№１ 令和 7 年 業種別署別労働災害発生状況（休業 4 日以上） 

基準№２ 令和 7 年 業種別死亡災害発生状況 

 

【雇用環境・均等室】 

雇均№１ 女性活躍推進法が改正されました！ 

雇均№２ 職場におけるハラスメントについて事業主が雇用管理上講ずべき措置 



これから仕事を探す皆さまへ

医療・介護・保育の仕事を

ハローワークで検討してみませんか？

こんな特徴があります

こんな仕事があります

「 医 療 」 ・・・ 看護師、准看護師、保健師、助産師、リハビリ助手

「 介 護 」 ・・・ 施設介護員、訪問介護員、ケアマネージャー、サービス提供責任者

「 保 育 」 ・・・ 保育士、保育補助者

求人を探してみませんか

医療・介護・保育の求人検索に特化した検

索ページで、希望の勤務地や職種、こだわ

り条件を入力して求人を探すことができま

す。

ハローワークで相談してみませんか

「人材確保対策コーナー」をはじめとして、医療・介護・保育分野等への就職に向けた職業

相談・職業紹介のほか、これらの業界についてのセミナーや職場見学会等のイベントを開催

中です。

１ 無資格・未経験からはじめられる
看護師や保育士の資格を持っていない方でも、「看護助手」「保育補助者」として働く

ことができます。また、働きながら資格取得をサポートしてくれる職場を探すことも可

能です。

３ 豊富な求人数

２ ライフスタイルに合わせた働き方が選べる

医療・介護・保育の仕事は、地域を問わず必要とされる仕事だからこそ、全国で多くの求

人があります。 この分野では、86.4％の事業所がハローワークを利用しており※、ハ

ローワークにしかない求人があります。

フルタイム、パートタイム、シフト勤務といった柔軟な勤務形態を選ぶことができると

いう特徴があります。子育てや介護との両立はもちろん、さまざまな年齢の方が活躍で

きる職場が見つかります。

※出典：厚生労働省委託事業「職業紹介業に関するアンケート調査」（令和４

年度）

事業主の皆さまへ

ハローワークでの求人掲載・募集は完全無料です。ぜひご活用ください。
LL070618確01

参考資料
安定№１




ハローワークインターネットサービス

都道府県労働局

※ナビダイヤルのため、通話料がかかります。
※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります。

電話番号：0570-077450 受付時間 平日9:30～18:00 (年末年始、祝日除く) 

■操作方法に関するお問い合わせ

メ ー ル ： helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

ご自宅にいながら、お持ちのパソコンやスマートフォン等で全国のハ

ローワークの求人を検索することができる、月間約7,700万件のアクセ

スを誇るオンラインサービスです。

年間新規求人数は約1,000万人！豊富な求人の中から、あなたにあった

求人を見つけましょう。

どこでも！

さらに求職者マイページ※を開設していただくと、より効率よくお仕事探しなどを進められま

す。具体的には、気になった求人情報の保存、求人への応募、ハローワークからの求人情報や

お知らせの受けとりなどができます。

詳しくはこちらの
リーフレットをご覧ください

窓口でのお仕事探しの相談のほか、来所が不要なオンラインによる職業

相談やキャリアコンサルティングのご利用も可能です。オンラインによ

る就職支援セミナーもあります。

また、ハローワークでは、面接会、職場見学なども随時開催しています

※求職者マイページとはお仕事探しのサービスをオンライン（web）上で受

けられる個人ページです。すでにハローワークをご利用の方はハローワー

クの窓口に「マイページをつくりたい」とお声かけください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

「オンラインでの求職登録」、「求職者マイページ」

の開設

■全国のハローワーク所在地

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hell

owork.html#whereishellowork

■ハローワークインターネットサービス

「ハローワークインターネットサービス」とは

「求職者マイページ」でより便利に！

オンラインによる職業相談・就職支援セミナーも実施

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork


まずはお気軽にご連絡ください

ハローワーク

LL070221首01

参考資料
安定 №２




ハローワークで伝わる

集まる

03

01

02

ハローワークは、就職面接会、会社説明会、職場

見学会など事業者様と求職者との架け橋となる

マッチングイベントを開催しております。（※）

またハローワークのSNS、ホームページでのイ

ベント情報の発信、事業所の詳細情報のハロー

ワーク内での展示なども行っております。

貴社の魅力や仕事内容が、欲しい人材に、

｢届く｣｢伝わる｣よう、豊富な経験とデータをもとに

ハローワークがサポートいたします。

また、地域の労働市場の情報提供の他、応募状況に

応じて、求人条件緩和のご相談やご助言も行ってお

ります。

求人の提出に向けたご相談や助成金、支援制度

のご案内など皆さまのお悩みに応じて、サポー

トいたします。

また事業者様まで足を運び、現状やニーズなど

を詳しくヒアリングし、採用戦略や雇用管理に関

する専門的なアドバイスを行うことができます。

こちらのQ Rコード

またはホームページ

から手続きを始める。

必要な項目を入力し、

「求人者マイページ

アカウント 」を登録する。

事業所情報、求人情報を入

力（仮登録）後、求人者マイ

ページが開設される。（※）

（※）仮登録後、事業所所在地を管轄するハローワークの窓口で内容の確認を行います。初めて求人者マイページから申込みいただいた場合など、一定の場合に、

ハローワーク職員が事業所訪問、電話等により求人内容を確認させていただくことがあります。

（※）就職面接会、会社説明会はハローワーク内のブース・大規模会場など、 様々な会場で開催しています。

ハローワークインターネットサービス

年間約120万人以上の方が

ハローワークの求人を通じて

就職しました 。 （令和５年度実績）

全国500か所以上のハロー

ワークやインターネットを通

じて、求人を広く公開するこ

とができます。

求人掲載の申し込みは、オンラ

インが便利！

事業者様の約８５％はオンライ

ンで求人を提出されています。

提出された求人は、月間7000
万件のアクセス数があるハロー
ワークインターネットサービスで
公開されます。
詳しくは「ハローワークインター
ネットサービス」と検索してくだ
さい。

1 ２ 3



まずはお気軽にご連絡ください

こんにちは！ ハローワークです

ハローワークではお仕事探しに役立つ様々なサービスを行っています。

転職等をご検討の方も大歓迎！ひとりで悩まずハローワークへ

あなたの新しい一歩をハローワークが全力で応援します。

お仕事に を抱えるすべての方へ

詳しくは裏面をご確認ください。LL070221首02



ハローワークと一緒に考えましょう
あなたのこれからのキャリア

「ハローワークインターネットサービス」とは

応募書類や面接で、自分の思いや考え

が伝えられず、上手くいかないのは、事

前の準備が足りないからかも！？

ハローワークでは応募書類の作成方法、

適職探しのヒント、ビジネスマナー、業

界研究など様々な就職セミナーを実施

しています。

ご希望等に応じて応募書類（履歴書・職

務経歴書など）の添削や面接に向けた

相談も行っています。あなたの熱意や経

験、潜在的な思いが「伝わる」ようサ

ポートいたします。

ハローワークが全力サポート

ハローワークは国（厚生労働省）が運営しており、年間120万人以上の方がハローワーク求人を通じて就職しています。

ご利用は無料、全国500か所以上の拠点で、ひとりひとりに寄り添ったサポートを行います。

皆さまのお仕事に関するご相談は、いつでもハローワークへ。

セミナー

応募書類添削

お仕事に関する

ご相談・職業紹介

仕事探しを上手に進めるにはまずは

自分自身を知ることが大切です。

最初はぼんやりでも大丈夫。ハロー

ワークの職員とじっくり相談して、自

分自身を知ることで方向性を整理し

ていきましょう。また転職を検討され

ている方、技能・技術を身につけたい

方（職業訓練の受講を希望される方）、

現在のお仕事に漠然とした不安を抱

えていらっしゃる方など、お仕事に関

するお悩みについてお気軽にご相談

ください。それぞれのお悩みに応じ

て、サポートいたします。

詳細な企業情報や

求人情報の発信

志望する業界や企業に対する理解も

大切です。

ハローワークは、定期的に企業説明

会等のイベントを実施しています。

「この業界のこと、求人企業のことに

ついてもっと知りたい」といった、み

なさまのご希望に応じたイベントに

ぜひご参加ください。

ハローワークは地域に密着し、豊富な

企業情報や求人情報を持っています。

お仕事探しの際はハローワークをぜ

ひご活用ください。

ハローワークインターネットサービスは、ご自宅にい

ながら、お持ちのパソコンやスマートフォン等で全国

のハローワークで受理された求人を検索することが

でき、月間７０００万件のアクセスを誇るオンライン

サービスです。

年間新規求人数は900万以上！
豊富な求人の中から、あなたに

あった求人が見つけましょう。

ハローワークインターネットサービス
ご自宅で！

「求職者マイページ」でより便利に！

さらに求職者マイページ（※）を開設していた

だくと、より効率よくお仕事探しなどを進めら

れます。具体的には、気になった求人情報の保

存、求人への応募、ハローワークからの求人情

報やお知らせの受けとりなどができます。

詳しくはこちらの
リーフレットをご覧ください

（※）求職者マイページとはお仕事探しのサービスをオンライン（web）上で受けられる個人ページです。
すでにハローワークをご利用の方はハローワークの窓口に「マイページをつくりたい」とお声かけください。



若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小
企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）を、若者雇用促進法に
基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。

認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の
円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します！

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

Ａ

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに
関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として
企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。

ハローワークなどで
重点的ＰＲを実施

１

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて
積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

認定企業限定の就職面接会
などへの参加が可能

2

認定企業は、ユースエール認定マーク（右）を、商品や広告
などに付けることができます。認定マークを使用することに
より、ユースエール認定を受けた優良企業であるということ
を対外的にアピールすることができます。

自社の商品、広告などに
認定マークの使用が可能3

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）において実施している「働き方
改革推進支援資金」を利用する際、基準利率から－0.65％での融資を受ける
ことができます。

※ 基準利率は、貸付期間、担保の有無などに応じて異なります。
詳細は以下のＵＲＬをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
※ 働き方改革推進支援資金の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html

日本政策金融公庫による
融資制度

４

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画
競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の
活用に関する取組指針」において示されています。

※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められています。

公共調達における加点評価５

一部の地方公共団体が行う事業（補助金、奨励金、融資制度等）において、
ユースエール認定企業への優遇措置が設けられている場合があります。
詳細は、以下のURLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001306877.pdf

一部地方公共団体における
優遇措置

６

LL070328開若07

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

Ｑ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか？

ご存じですか？
｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞

1

参考資料
安定 №３




学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること１

若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること２

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

右の要件をすべて
満たしていること

３

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働60時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上又は年間
取得日数が平均10日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が75％以上※５

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

４
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検

定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと５

過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６６

過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと７

過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７８

暴力団関係事業主でないこと９

風俗営業等関係事業主でないこと10

各種助成金の不支給措置を受けていないこと11

重大な労働関係等法令違反を行っていないこと12

【 認定基準 】

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。
※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい

るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

Ａ

Ｑ 認定企業になるには、どうすればよいですか？

※１ 少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。

※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな
がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。

※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。

※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た
す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。

※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」
(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業。プラチナくるみん、トライくるみん、プラス
を含みます。)を取得している企業については、認定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。

※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。

2

本リーフレットの内容について詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。
（融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください）

電子申請も利用できます！

ユースエールの認定申請は、持参又は郵送によるほか、e-Govポータルサイトから、
電子申請の利用が可能です。ぜひご利用ください。（https://shinsei.e-gov.go.jp/）



県内のユースエール認定企業一覧
（令和７年１２月１８日現在:１０９社） 新潟労働局職業安定部職業安定課

＜＜新規認定企業＞＞

企業名 所在地

株式会社野本組 妙高市 総合工事業

株式会社日建緑地 新潟市江南区 総合工事業

遠藤商事株式会社 燕市 その他の卸売業

株式会社新生技建 新潟市中央区 職別工事業

株式会社曙建設 長岡市 総合工事業

＜＜地域別認定企業＞＞

地域
５年
継続 認定年月 企業名 所在地

令和 4年10月 株式会社マツウラセイキ 村上市 電気機械器具製造業

令和 5年 3月 株式会社アセック 村上市 輸送用機械器具製造業

令和 5年11月 株式会社ダスキン鈴木 村上市 洗濯・理容・美容・浴場業

令和 5年12月 株式会社加藤組 村上市 総合工事業

令和 5年12月 株式会社まほろば 村上市 その他の小売業

令和 6年 5月 株式会社松山組 村上市 総合工事業

令和 7年 1月 株式会社大川屋製材所 村上市 木材・木製品製造業

令和 7年 1月 有限会社田村製材所 村上市 木材・木製品製造業

令和 7年 9月 朝日舗道株式会社 村上市 総合工事業

令和 5年 6月 新共企業株式会社 聖籠町 その他の事業サービス業

令和 6年 7月 株式会社岩測設計 聖籠町 技術サービス業

令和 6年 8月 三友工業株式会社 胎内市 輸送用機械器具製造業

令和 7年 5月 株式会社馬場工務店 新発田市 総合工事業

平成30年 4月 株式会社マルゴシステム 新潟市中央区 情報サービス業

平成30年12月 新潟電子工業株式会社 新潟市南区 電気機械器具製造業

平成31年 1月 株式会社佐文工業所 新潟市江南区 はん用機械器具製造業

令和 3年12月 社会福祉法人新潟さくら会 新潟市西区 社会保険・社会福祉・介護事業

令和 4年 6月 株式会社カトメ 新潟市南区 鉄鋼業

令和 4年10月 新洋技研工業株式会社 新潟市南区 設備工事業

令和 5年 1月 ゴールドキャスター株式会社 新潟市南区 輸送用機械器具製造業

令和 5年 3月 社会福祉法人新潟みずほ福祉会 新潟市西区 社会保険・社会福祉・介護事業

令和 5年 6月 株式会社越佐ロード 佐渡市 総合工事業

令和 5年 8月 新潟ボンド工業株式会社 新潟市西蒲区 職別工事業

令和 5年11月 株式会社ニイガタ･アステック 新潟市東区 専門サービス業

令和 6年 5月 ウルシヤマ金属工業株式会社 新潟市西蒲区 金属製品製造業

令和 6年 5月 古河マグネットワイヤ株式会社 新潟市南区 非鉄金属製造業

令和 6年 6月 株式会社ＩＴスクエア 新潟市中央区 情報サービス業

令和 6年 6月 研冷工業株式会社 新潟市中央区 設備工事業

令和 6年 9月 新潟配電工事株式会社 新潟市江南区 設備工事業

令和 6年12月 株式会社廣瀬 新潟市西区 総合工事業

業種

新
発
田

地
域

令和７年１２月

新
潟
・
佐
渡
地
域

村
上
地
域

業種

令和７年１２月

令和７年１２月

令和７年１２月

令和７年１２月

認定年月

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認

定企業」として認定しています。

認定企業になるには、離職率、労働時間、有給休暇、育児休業などについて、一定の基準をクリアする必要があります。

認定を受けた企業は、自社の商品、広告などに認定マークを表示することで、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であるという

ことを対外的にアピールすることができます。

また、厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」において、全国のユースエール認定企業を掲載し、広くPRを行っています。

【ユースエール認定】

若葉の形は、若者がやる気に満ちあふれ、腕をふるう姿を、赤い丸はその活力を意味し、若い

力で日本の活力を上昇させていくイメージを表現しました。

【愛称（ユースエール）の解説】

若者（youth）を応援する（yellをおくる）事業主というイメージを表現しました。

全国の認定企業は

→若者雇用促進総合サイト

新潟県の認定企業は

→新潟ワークナビ

【５年継続表彰マーク】

ユースエール認定を受けた企業は、事業年度ごとに有給休暇の取得日数や時間外労働時間、育

児休業の取得実績、若者の職場定着状況などの基準に適合しているか厳しい審査を行っています。

「５年継続」に本マークが付いている企業は５年以上認定を継続し、新潟労働局から表彰を受

けている企業です。
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地域
５年
継続 認定年月 企業名 所在地

令和 7年 1月 株式会社イエスト 新潟市西蒲区 機械器具小売業

令和 7年 1月 株式会社村尾技建 新潟市中央区 技術サービス業

令和 7年 2月 松山重車輌工業株式会社 新潟市北区 輸送用機械器具製造業

令和 7年 3月 内外商工株式会社 新潟市中央区 総合工事業

令和 7年 4月 大森電子株式会社 新潟市秋葉区 電気機械器具製造業

令和 7年 5月 タンレイ工業株式会社 新潟市北区 金属製品製造業

令和 7年 7月 株式会社日の出自動車 新潟市東区 自動車整備業

令和 7年 8月 株式会社テクノジェット 新潟市南区 設備工事業

令和 7年 8月 一般社団法人北陸地域づくり協会 新潟市江南区 その他の事業サービス業

令和 7年 9月 仁箇電建株式会社 新潟市東区 設備工事業

令和 7年 9月 北陸電々株式会社 新潟市中央区 設備工事業

令和 7年 9月 株式会社水倉組 新潟市西蒲区 総合工事業

令和 7年12月 株式会社日建緑地 新潟市江南区 総合工事業

令和 7年12月 株式会社新生技建 新潟市中央区 職別工事業

令和元年 8月 水島鉄工株式会社 阿賀野市 金属製品製造業

令和 5年 5月 株式会社新越工業 五泉市 設備工事業

令和 6年 1月 株式会社巴山組 阿賀町 総合工事業

令和 6年 2月 株式会社クボ製作所 阿賀野市 はん用機械器具製造業

令和 6年12月 株式会社国井組 阿賀野市 総合工事業

令和 7年 4月 株式会社小林組 阿賀野市 総合工事業

令和元年 5月 株式会社東陽理化学研究所 弥彦村 金属製品製造業

令和 2年 5月 株式会社小林パック工業 三条市 プラスチック製品製造業

令和 4年11月 小柳建設株式会社 三条市 総合工事業

令和 5年 9月 大河津建設株式会社 燕市 総合工事業

令和 5年 9月 株式会社スリーピークス技研 三条市 金属製品製造業

令和 5年10月 協栄信用組合 燕市 協同組織金融業

令和 6年 2月 株式会社エビス 燕市 業務用機械器具製造業

令和 6年 3月 株式会社齋鐵 三条市 金属製品製造業

令和 6年 3月 吉田金属工業株式会社 燕市 金属製品製造業

令和 6年 4月 株式会社吉田組 三条市 総合工事業

令和 6年 6月 近藤與助工業株式会社 三条市 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

令和 6年 9月 本間電機工業株式会社 三条市 設備工事業

令和 6年 9月 株式会社栗山百造 三条市 金属製品製造業

令和 6年11月 西巻印刷株式会社 三条市 印刷・同関連業

令和 7年 1月 株式会社氏田組 燕市 総合工事業

令和 7年 3月 トップ工業株式会社 三条市 金属製品製造業

令和 7年 3月 株式会社グリーンライフ 三条市 その他の卸売業

令和 7年 3月 外山工業株式会社 三条市 金属製品製造業

令和 7年 4月 株式会社シンドー 燕市 鉄鋼業

令和 7年 4月 相場商事株式会社 三条市 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

令和 7年 7月 笠原プレス工業株式会社 西蒲原郡弥彦村 金属製品製造業

令和 7年 8月 和田ステンレス工業株式会社 燕市 金属製品製造業

令和 7年 9月 三條金属株式会社 三条市 輸送用機械器具製造業

令和 7年11月 株式会社諏訪田製作所 三条市 金属製品製造業

令和 7年12月 株式会社山内組 加茂市 総合工事業

令和 7年12月 遠藤商事株式会社 燕市 その他の卸売業

令和 3年12月 株式会社アイテック 長岡市 情報サービス業

令和 5年 7月 株式会社ヴィクトリー 長岡市 設備工事業

令和 5年10月 コンドウ印刷株式会社 長岡市 印刷・同関連業

令和 5年12月 株式会社多田組 長岡市 総合工事業

令和 6年 4月 株式会社ミカサ 見附市 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

令和 6年 4月 有限会社品田総合設計事務所 長岡市 技術サービス業

令和 6年 5月 小杉土建工業株式会社 小千谷市 総合工事業

令和 7年 2月 北越化成株式会社 見附市 プラスチック製品製造業

令和 7年 5月 株式会社北澤工業 長岡市 設備工事業

阿
賀
・

五
泉
地
域

長
岡
地
域

業種

新
潟
・
佐
渡
地
域

三
条
・
燕
地
域
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地域
５年
継続 認定年月 企業名 所在地

令和 7年 9月 株式会社越後交通鉄工所 長岡市 金属製品製造業

令和 7年10月 株式会社サンプラスト三笠 見附市 プラスチック製品製造業

令和 7年11月 株式会社良電社 長岡市 設備工事業

令和 7年11月 三行合成樹脂株式会社 見附市 プラスチック製品製造業

令和 7年12月 株式会社曙建設 長岡市 総合工事業

令和 5年11月 社会福祉法人西山刈羽福祉会 柏崎市 社会保険・社会福祉・介護事業

令和 5年11月 刈共株式会社 刈羽村 その他のサービス業

令和 7年 3月 柏崎信用金庫 柏崎市 協同組織金融業

令和 7年 5月 株式会社飯塚鉄工所 柏崎市 はん用機械器具製造業

令和 6年11月 有限会社山田製作所 十日町市 金属製品製造業

令和 7年 3月 ダイワ電気工事株式会社 十日町市 設備工事業

平成29年 6月 日鉄工材株式会社 上越市 鉄鋼業

平成29年12月 株式会社後藤組 糸魚川市   総合工事業

平成30年 3月 株式会社笠原建設 糸魚川市   総合工事業

令和 5年 5月 株式会社アルゴス 妙高市 技術サービス業

令和 5年 7月 シゲル工業株式会社 上越市 金属製品製造業

令和 6年 4月 株式会社髙瀬商会 糸魚川市   機械器具卸売業

令和 6年12月 株式会社高舘組 上越市 総合工事業

令和 7年 3月 トーヨーリトレッド株式会社 糸魚川市 ゴム製品製造業

令和 7年 4月 株式会社笹川建設 糸魚川市 総合工事業

令和 7年 7月 株式会社室岡林業 上越市 木材・木製品製造業

令和 7年 8月 株式会社源建設 上越市 総合工事業

令和 7年11月 株式会社郷土建設藤村組 上越市 総合工事業

令和 7年12月 株式会社野本組 妙高市 総合工事業

上
越
地
域

業種

魚
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地
域
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域
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令和７年業種別・署別労働災害発生状況（休業4日以上）
（新型コロナウイルス感染症のり患分を除く） 新　潟　労　働　局

（令和７年12月末）

署別
新潟 長岡 上越 三条 新発田 新津 小出 十日町 佐渡 合計 前年同期

対前年同
期増減数

増減率
（％）

108 (2) 96 55 (2) 156 111 46 (1) 46 18 5 (5) 641 (5) 668 -27 -4.0

38 17 21 18 53 16 (1) 30 10 3 (1) 206 (1) 221 -15 -6.8

4 1 1 1 7 12 -5 -41.7

1 1 1 2 2 7 5 +2 +40.0

2 1 2 4 6 1 16 17 -1 -5.9

3 3 2 1 1 10 6 +4 +66.7

2 2 3 (1) 6 1 1 1 (1) 16 (1) 11 +5 +45.5

2 2 3 3 10 10 ±0 ±0

9 (1) 5 9 11 6 2 1 (1) 43 29 +14 +48.3

3 2 1 7 2 2 17 19 -2 -10.5

1 (1) 11 2 17 1 5 1 (1) 38 33 +5 +15.2

1 1 1 1 4 12 -8 -66.7

21 18 6 (1) 65 12 9 2 1 (1) 134 (1) 145 -11 -7.6

4 9 4 13 4 3 4 41 (2) 42 -1 -2.4

2 7 4 4 9 2 1 29 36 -7 -19.4

8 3 2 4 1 1 19 10 +9 +90.0

1 1 1 1 4 7 -3 -42.9

10 10 4 6 1 2 2 4 1 40 53 -13 -24.5

1 2 2 2 2 1 10 6 +4 +66.7

1 2 2 2 2 1 10 5 +5 +100.0

(1) 77 (1) 50 (1) 54 (1) 39 36 22 (1) 38 11 6 (5) 333 (8) 346 -13 -3.8

(1) 14 (1) 16 16 (1) 12 13 8 7 6 1 (3) 93 (5) 98 -5 -5.1

41 24 (1) 26 24 17 9 20 4 5 (1) 170 (3) 188 -18 -9.6

9 3 12 9 8 1 7 4 53 (1) 63 -10 -15.9

22 10 12 3 6 5 (1) 11 1 (1) 70 60 +10 +16.7

(1) 88 51 16 (1) 31 42 14 16 3 4 (2) 265 (3) 272 -7 -2.6

(1) 79 45 13 (1) 30 40 14 10 3 3 (2) 237 (3) 249 -12 -4.8

1 1 5 7 9 -2 -22.2

1 5 6 7 -1 -14.3

6 2 7 3 7 1 3 4 6 39 31 +8 +25.8

2 3 1 1 1 8 9 -1 -11.1

1 1 3 3 (1) 15 2 8 (1) 33 (1) 18 +15 +83.3

1 2 7 10 (1) 7 +3 +42.9

401 (1) 140 (1) 113 114 102 73 (1) 92 41 (1) 34 (4) 1,110 (3) 1,092 +18 +1.6

104 (1) 39 24 45 28 20 (1) 19 8 8 (2) 295 (1) 299 -4 -1.3

71 21 29 21 33 25 18 16 6 240 213 +27 +12.7

21 7 8 9 4 1 6 1 57 55 +2 +3.6

総　　　　　　　　　計 (2) 682 (4) 342 (2) 250 (4) 346 (1) 320 158 (3) 199 78 (1) 63 (17) 2,438 (20) 2,442 -4 -0.2

前　　年　　同　　期 (4) 733 (3) 337 (7) 237 (3) 335 (1) 319 (1) 163 (1) 200 74 44 (20) 2,442

対前年同期増減数

増　　減　　率 (％)

(第14次防）

令和４年同期 (3) 652 (3) 346 (2) 268 342 (8) 306 139 164 (1) 83 51 (17) 2,351

対４年同期増減数

増　　減　　率 (％)

12月 確定

-0.2％

業種別

製 造 業

食 料 品

繊 維 工 業

衣 服 ･ 繊 維 製 品

木 材 ･ 木 製 品

非 鉄 金 属

金 属 製 品

一 般 機 械 器 具

電 気 機 械 器 具

輸 送 用 機 械 等

電 気 ･ ガ ス ・ 水 道

家 具 ・ 装 備 品

ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙･紙加工品

印 刷 ･ 製 本 業

化 学 工 業

窯 業 ･ 土 石 製 品

鉄 鋼 業

う ち木建工事業

そ の 他 の 建 設 業

運 輸 交 通 業

うち道路貨物運送業

貨 物 取 扱 業

う ち 港 湾 運 送 業

そ の 他 の 製 造

鉱 業

う ち 土 石 採 取 業

建 設 業

土 木 工 事 業

建 築 工 事 業

社 会 福 祉 施 設

飲 食 店

-51 +5 +13 +11

農 林 業

う ち 林 業

畜 産 ･ 水 産 業

う ち 漁 業

そ の 他 の 事 業

小 売 業

+30 -4 -18 +4 +14

+19 -4

-7.0 +1.5 +5.5 +3.3 +0.3 -3.1 -0.5

+1 -5 -1 +4

+19 +35 -5 +12 +87

+5.4 +43.2 -0.2

+13.7 +21.3 -6.0 +23.5 +3.7+4.6 -1.2 -6.7 +1.2 +4.6

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月(参考） 1月 ２月 ３月 ４月 ５月

1.3％ -0.7％4.6％ 3.5％ 0.7％ 2.9％ 1.8％増減率推移 (％) 8.0％ 22.9％ 22.9％ 9.2％

※１　労働者死傷病報告による。なお（　）内は死亡者数で死亡災害報告によるもの。

参考資料
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○製  造  業 

1 １月
はさまれ・
巻き込まれ

研削盤、バフ盤

2 １月 崩壊、倒壊 荷姿のもの

3 ４月
はさまれ・
巻き込まれ

その他の装置、
設備

4 ７月
はさまれ・
巻き込まれ

その他の食品
加工用機械

5 １０月
はさまれ・
巻き込まれ

その他の一般
動力機械

○建  設  業 

1 １月 墜落、転落 作業床、歩み板

2 ３月 激突され 移動式クレーン

3 ８月
２メートル以上
からの墜落

屋根、はり、も
や、けた、合掌

4 ９月 激突され トラック

5 10月 感電 電力設備

1 ２月
交通事故
（道路）

トラック

2 ２月
交通事故
（道路）

トラック

№ 発生月 発      生      状      況

令和７年 　業種別死亡災害発生状況

令 和 ７ 年 12 月 末 現 在

新 潟 労 働 局

№ 発生月 発      生      状      況 事故の型 起因物

　空き家の雑木剪定作業後に作業完了の写真撮影を行うため、被災者は軽トラックを道路
に停車して運転席を降りて歩いていたところ、無人の軽トラックが後退したため、止めようと
荷台後方に回り込んだところ、軽トラックに激突され、近くのブロック塀に後頭部を強打し
た。
　［30歳代］

　自動研磨機の運転を停止せずにバフ盤に手作業で研磨剤を塗布していたところ、回転し
ていた２本のバフ盤の間に右腕を巻き込まれた。
　[40歳代]

　工場内において、天井クレーンにより反転させた鋳物製品（重量約1.9ｔ）を枕木の上に立
てた状態で玉掛用具(つりチェーン)を外した際、鋳物製品が倒れ、金属製の棚と鋳物製品
の間にはさまれた。
   [20歳代]

　アスファルトタンク投入口のゲートが通常の操作では開かない状態となっていたため、被
災者がレバーブロックを用いてゲートを開けようとしたところ、ゲートが開き、ゲートとゲート
の枠に体をはさまれた。
  [40歳代］

　被災者は、充填シール機のシール台車のゴム受け箇所を点検していた。途中、機械の運
転を停止せずに機械内部へ頭部を入れた状態で点検していたところ、密封端子ボックスと
支柱の間に頭部を挟まれ、頭部外傷により死亡した。
　［30歳代］

　機械の部品交換をするため、被災者と同僚とで打ち合わせを行っていたところ、被災者が
機械の稼働範囲内に立ち入ってしまい頭部を挟まれ死亡した。
　［40歳代］

事故の型 起因物

　 倉庫の中２階において、エンジンポンプを探していたところ、中２階の端部から墜落し、ユ
ニック車の突起物に上半身をぶつけ、その後地面に墜落した。
　[70歳代]

　地中埋設物の撤去作業を行っていた際、地中のケーブルを玉掛けワイヤーで束ね、ドラ
グショベルをクレーンモードにして引き上げたところ、埋設されていた鋼管が一緒に持ち上
がり、被災者の頭部に激突した。
　[50歳代]

　一般住宅の屋根の塗装作業を行っていた労働者が、高さ約3.9mの玄関ポーチの屋根上
で塗装作業をしていたところ、墜落した。
　［40歳代］

　キュービクル内部で確認作業中、誤って充電部に接触又は接近してしまい感電した。
　［20歳代］

○その他（製造・建設以外）

№ 発生月 発      生      状      況 起因物

　新聞配達のため歩行中、大型トレーラーにはねられたもの。
　［60歳代］

　高速道路にてタンクローリーを運転中、高速バスのバス停へ入る側道へ進入し、前進し続
けた結果、ワイヤーロープ防護柵を突き破り道路下の法面に転落した。
　［40歳代］

事故の型

参考資料
基準 №２




№ 発生月 発      生      状      況 事故の型 起因物

3 ３月
はさまれ・
巻き込まれ

トラック

4 ５月 崩壊、倒壊
その他の装置、

設備

5 ６月
交通事故
（道路）

トラック

6 ８月
交通事故
（道路）

トラック

7 ９月
高温・低温のも
のとの接触

高温・低温環境

　高速道路でトラックを運転中、追越車線から走行車線に戻る際に、トラック後方の走行車
線を走行していた乗用車に接触して操作不能となり、トンネル壁面に激突した。
　［50歳代］

　事務所内において、体調の悪い様子で椅子に座っている労働者が発見された。その後、
救急搬送されたが熱中症により死亡した。当日は熱中症警戒アラートが発令されていた。
　［50歳代］

　個人宅の敷地内で、プロパンガスボンベの配達員が、配達用のトラック（最大積載量３ｔ）
の後輪車軸と地面との間にはさまれた状態で住人に発見された。
　目撃者はいないが、トラックの停止位置が斜面だったので後方に逸走したものと推定され
る。
　［60歳代］

　被災者は出張先において、製材装置から集じんされたおがくずを溜めておく建物からト
ラックの荷台におがくずを積み込む作業を一人で行っていた。被災者が作業を開始してから
しばらく経過しても被災者の姿が見当たらなかったことから捜索を行ったところ、トラック荷台
のおがくずの中から被災者が発見された。被災者の死因は窒息死であった。
　［70歳代］

　資材を納品先へ配達するため、トラックを運転していた労働者が、橋の南橋詰を走行中、
道路脇の斜面にはみ出して、そのまま橋の直下にある市道に落下した。
　［20歳代］



女性活躍推進法が改正されました！

男女間賃金差異 と女性管理職比率 の公表義務が拡大

女性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました

従業員数が301人以上の企業に、以下の４項目以上の情報公表を義務付けます。
■男女間賃金差異（令和4年7月8日から義務付けられています）
■女性管理職比率（令和８年４月１日から新たに義務付け）
■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
（下の左の表の７項目から１項目以上を選択して公表）

■職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
（下の右の表の７項目から１項目以上を選択して公表）

＜各区分の情報公表項目＞

「職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境の整備」

以下の７項目から１項目以上を選択

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労
働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

従業員数301人以上の企業は・・

情報公表の必須項目の拡大

● これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、
101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人
以上の企業に公表を義務付けます。（従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。）

改正後改正前企業等規模
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、２項
目以上を公表

男女間賃金差異に加えて、２項目以上
を公表301人以上

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、１項
目以上を公表１項目以上を公表101人～

300人

「女性労働者に対する職業生活に関する
機会の提供」

以下の７項目から１項目以上を選択

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）

義務

女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表
の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し（令和７年６月11日公
布） 、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針を改正しました（同年12月23日公布・告示）。
事業主の皆さまは、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改

正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるよう準備を進めてください。

2026（令和８）年４月１日施行

情報公表の範囲そのものが、女性活躍に対する姿勢を表すものとして求職者の企業選択の要素となることに
ご留意いただき、必須項目数以上の項目について積極的な公表をご検討ください。

参考資料
雇均№１



従業員数101～300人の企業は・・

従業員数が101～300人の企業に、以下の３項目以上の情報公表を義務付けます。
■男女間賃金差異（令和８年４月１日から新たに義務付け）
■女性管理職比率（令和８年４月１日から新たに義務付け）
■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
（前ページの２つの表の14項目のうち１項目以上を選択して公表）

Ｑ 具体的にはいつの期間の数値をいつまでに公表する必要があるのか。
Ａ 初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了
する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に公表する必要があります。

例えば 令和８年４月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和８年７月末までに公表
令和８年12月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和９年３月末までに公表
令和９年３月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和９年６月末までに公表

その後もおおむね１年に１回以上、最新の数値を公表する必要があります。
※ なお、女性管理職比率について、公表時点で得ることができる最新のものとする必要があります。具体的には、
公表を行う事業年度の前事業年度時点の情報である必要がありますが、最新のものであれば、公表を行う事業年度
の前事業年度のいずれの時点の情報であっても差し支えありません。

男女間賃金差異の情報公表のイメージ

☆「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合
（パーセント）で示します。
☆「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。

【「男女間賃金差異」の情報公表のイメージ】

（付記事項（例））
・対象期間：●●事業年度（●年●月●日～●年●月●日）
・正社員：社外への出向者を除く。
・パート・有期社員：契約社員、アルバイト、パートが該当。
・賃金：通勤手当等を除く。

※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示。
※計算の前提とした重要事項を付記（対象期間、対象労
働者の範囲、「賃金」の範囲等）

男女間賃金差異

XX.X％全労働者

YY.Y％正社員

ZZ.Z％パート・有期社員

「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは

☆管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」の合計です。
☆「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、
若しくは、その構成員が10人以上（課長を含む。）のものの長

②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の
程度が「課長級」に相当する者（ただし、一番下の職階ではないこと。）

※ 一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。

Ｑ 男女間賃金差異や女性管理職比率の情報公表の方法は。
Ａ 公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が

最も適切です。是非ご活用ください。

URL：http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
なお、自社のホームページへの掲載等でもさしつかえありません。



＜『説明欄』を有効活用しましょう！＞

➣「男女間賃金差異」や「女性管理職比率」の指標の大小それ自体のみに着目するのではなく、
要因及び課題の分析を行い、改善に向けて取り組んでいくことが重要です。

➣このため、公表に当たっては、単に数値の情報だけでなく、要因及び課題の分析の結果等のより
詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能であり、『説明欄』を有効活用して、こうした
追加的な情報公表を行うことが望ましいものです。

➣なお、「女性の活躍推進企業データベース」にはあらかじめ『注釈・説明欄』が設けられています。

えるぼし認定基準（１段階目）の見直し

えるぼしプラス（仮称）認定の創設

【女性の健康支援に関する認定基準】
※えるぼしプラス（仮称）・プラチナえるぼしプラス（仮称）の全てで、女性の健康支援に関する基準は共通

① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用する
ことができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタ
イム制、短時間勤務、在宅労働等のうちいずれかの制度」を設けていること。（休暇制度は、多様な目
的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。）

② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知さ
せるための取組を実施していること

③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の
理解を促進するための取組を実施していること

④ 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性
の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置
を講じていること

正式名称と新しい認定マークのデザインは追って示す予定。令和８年４月１日から申請できます。
最新の情報や申請方法は厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」でご確認ください。
URL： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

おすすめ

おすすめ

えるぼし認定（１段階目）の基準を見直し、改善傾向にあることを評価する新たな選択肢を示しまし
た。是非、えるぼし認定（１段階目）の取得にチャレンジしてください。

【現行の基準】
①認定基準５項目のうち１～２項目の基準を満たして実績を毎年公表すること
②基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について毎年公表すること
③基準を満たさない項目について２年以上連続して実績が改善していること

【改定後の基準】
①②は同じ
③基準を満たさない項目について以下に該当すること（引き続き現行の③でも可）
(ⅰ)単年度の実績を評価している項目（※）については、

従来の基準（2年以上連続して実績が改善）又は以下のいずれかに該当すること〈選択肢を追加〉
「Ａ：直近の事業年度までの連続する３事業年度の平均値」、
「Ｂ：その前の事業年度までの連続する３事業年度の平均値」及び
「Ｃ：その前々年度までの連続する３事業年度の平均値」を比較し、連続して改善していること
（Ａ＞Ｂ＞Ｃ）

（※）「採用」のうち正社員に占める女性労働者の割合及び正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産
業ごとの平均値以上であること、「就業継続」、「労働時間等の働き方」又は「管理職比率」のうち直近の事業年度
において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること

(ⅱ)上記以外の項目については、２年以上連続して実績が改善していること〈従来の基準通り〉

えるぼし認定（１・２・３段階目）及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を
追加した新しい認定を創設します。



職場における女性の健康支援

令和7年12月23日作成

女性の活躍の推進は、女性の健康上の特性に留意して行われるべき旨が法律で明確化されま
した。併せて、企業の皆さまが、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定する際に、
職場における女性の健康支援に資する取組を盛り込むことを促進するため、事業主行動計画策
定指針を改正しました。
一般事業主行動計画の策定に当たっては、男女の性差を踏まえ、特に職場における女性
の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいものです。
一方、健康に関してはプライバシー保護が特に求められることに留意してください。
なお、性別を問わず使いやすい特別休暇制度の整備及び職場全体の働き方改革等、女性だけ

でなく労働者全体を対象として取り組むことも有効です。

女性の健康上の特性に係る取組の例

○職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組
・女性の健康上の特性に関する研修会の開催
・婦人科検診等の検診受診の重要性を含めた、健康課題に関する啓発冊子の配布や動画の配信等

○休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現
・生理休暇を取得しやすい環境の整備
・女性の健康上の特性に配慮した休暇制度の整備（不調時の休養、治療・通院、検診等の多様な目的で
利用することができる休暇制度等）

・女性の健康上の特性に配慮した柔軟な働き方を可能とする制度の整備（所定外労働の制限、時差出勤、
フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等）

○健康課題を相談しやすい体制づくり
・女性の健康上の特性について相談及び対応可能な体制構築（産業医、カウンセラーの配置や外部の相
談先の紹介、オンラインによる健康相談）

・女性が気軽に利用・相談できるオンラインによる相互交流の場の設置

○その他の取組
・婦人科検診の受診に対する支援
・妊婦等が利用できる休憩スペースの設置

望ましい取組

改正女性活躍推進法に関するお問い合わせは 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
受付時間８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

こうした取組を進めるとともに、前ページで紹介した「えるぼしプラス（仮称）」認定の取得にも積極的に
チャレンジしてください。

電話番号都道府県電話番号都道府県電話番号都道府県電話番号都道府県

087-811-8924香 川077-523-1190滋 賀03-3512-1611東 京011-709-2715北海道

089-935-5222愛 媛075-241-3212京 都045-211-7380神奈川017-734-4211青 森

088-885-6041高 知06-6941-8940大 阪025-288-3511新 潟019-604-3010岩 手

092-411-4894福 岡078-367-0820兵 庫076-432-2740富 山022-299-8844宮 城

0952-32-7218佐 賀0742-32-0210奈 良076-265-4429石 川018-862-6684秋 田

095-801-0050長 崎073-488-1170和歌山0776-22-3947福 井023-624-8228山 形

096-352-3865熊 本0857-29-1709鳥 取055-225-2851山 梨024-536-4609福 島

097-532-4025大 分0852-31-1161島 根026-227-0125長 野029-277-8295茨 城

0985-38-8821宮 崎086-225-2017岡 山058-245-1550岐 阜028-633-2795栃 木

099-223-8239鹿児島082-221-9247広 島054-252-5310静 岡027-896-4739群 馬

098-868-4380沖 縄083-995-0390山 口052-857-0312愛 知048-600-6269埼 玉

088-652-2718徳 島059-226-2318三 重043-221-2307千 葉



〇 職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針において定められており、
実際に事案が発生した場合、事業主は雇用管理上の措置義務に基づき適切に対応しなければならない。

➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

➁相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応す

るために必要な体制の整備

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速

かつ適切な対応

④併せて講ずべき措置労働者（加害者）

労働者（被害者）

苦情・相談

事案に応じ適切に対応

➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発：ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、管理監督者を含む
労働者への周知啓発。行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓

発。

➁相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備：相談窓口の周知。発生のおそれがある場合やハラスメントに該当

するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応。

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応：事実関係を迅速かつ正確に確認。事実関係の確認後は、速やかに被害者に対

する配慮のための措置とともに、行為者に対する措置を適切に対応する。再発防止に向けた措置を講ずる。

④併せて講ずべき措置：プライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知。事業主に相談したこと等を理由として、解雇そ

の他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発をする。

事業主が雇用管理上講ずべき措置の主な内容

職場において事業主が雇用管理上講ずべき措置

（根拠法）

○セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント：男女雇用機会均等法 ○育児休業・介護休業等に関するハラスメント：育児・介護休業法

○パワーハラスメント：労働施策総合推進法

職場におけるハラスメントについて事業主が雇用管理上講ずべき措置

1

参考資料
雇均№2



施行期日

令和８年10月１日（予定） （ただし、１③及び２②から④までは公布日、２①及び⑥並びに３は令和８年４月１日）

１．ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
① カスタマーハラスメント（※）を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマー
ハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
※ 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が
従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すととも
に、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

２．女性活躍の推進【女性活躍推進法】
① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付け
る。
② 女性活躍推進法の有効期限（令和８年３月31日まで）を令和18年３月31日まで、10年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化す
る。
④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の認定要件に、求職者等に対するセ
クシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

３．治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
○ 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有
効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。 等

改正の概要

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等
の一部を改正する法律の概要（令和７年法律第63号、令和７年６月11日公布）

改正の趣旨
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の

推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる。
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① カスタマーハラスメント対策の強化（労働施策総合推進法）

○ カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、措置の具体的な内容については国
が指針を定めることとする。

《カスタマーハラスメントとは》
⑴ 職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、
⑵ その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
⑶ 当該労働者の就業環境を害すること

《具体的な措置の内容》
⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
⑵ 相談体制の整備・周知

⑶ カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、
抑止のための措置 等

※ 厚生労働大臣（都道府県労働局）は、事業主に対して、助言、指導、勧告等を行うことができる。

○ カスタマーハラスメントを行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、他の事業主が雇用する労働者に対する言
動に注意を払うよう努めること等を、国、事業主、労働者及び顧客等の責務として明確化する。

・ 職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷付け、職場環境を悪化させる、あってはならないもの。
・ これまでも順次対策の強化が図られてきたが、都道府県労働局へのハラスメントに係る相談件数は依然高止まりしているほか、近年、
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントが社会的に問題となっている。

⇒ 更なるハラスメント対策の強化を通じて、全ての労働者が活躍することのできる就業環境の実現を図る。

改正の趣旨

見直し内容

事業主

労働者（被害者）

顧客等

カスタマー
ハラスメント相談

適切な
対応

施行日：令和８年10月１日（予定）
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② 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の強化（男女雇用機会均等法）

○ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、措置の具体的
な内容については国が指針を定めることとする。

《具体的な措置の内容》
⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
（例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等）
⑵ 相談体制の整備・周知
⑶ セクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
（例：相談への対応、被害者への謝罪等） 等

※ 厚生労働大臣（都道府県労働局）は、事業主に対して、助言、指導、勧告等を行うことができる。

○ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、求職者等に対する言
動に注意を払うよう努めること等を、国、事業主及び労働者の責務として明確化する。

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成に係る規定の創設（労働施策総合推進法）

○ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

ハ ラ ス メ ン ト 対 策 の 強 化 【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
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見直し内容

事業主

労働者（加害者）

求職者等

セクシュア
ルハラスメ
ント

相談

適切な
対応

施行日：令和８年10月１日（予定）

施行日：公布の日（令和7年6月11日）



合　　　計

21～30人

31～50人

51～100人

101～300人

301～500人

501～1,000人

1,001人以上

21人以上 31人以上 21人以上 31人以上

合　　計 31.0% 30.8% 69.0% 69.2%

農、林、漁業 36.8% 42.9% 63.2% 57.1%

鉱業、採石業、砂利採取業 54.5% 62.5% 45.5% 37.5%

建設業 40.6% 39.4% 59.4% 60.6%

製造業 27.0% 26.3% 73.0% 73.7%

電気・ガス・熱供給・水道業 9.1% 0.0% 90.9% 100.0%

情報通信業 15.4% 15.3% 84.6% 84.7%

運輸、郵便業 36.4% 35.5% 63.6% 64.5%

卸売業、小売業 22.9% 23.7% 77.1% 76.3%

金融業、保険業 36.8% 34.4% 63.2% 65.6%

不動産業、物品賃貸業 28.9% 24.2% 71.1% 75.8%

学術研究、専門・技術サービス業 28.4% 27.1% 71.6% 72.9%

宿泊業、飲食サービス業 34.6% 34.0% 65.4% 66.0%

生活関連サービス業、娯楽業 31.3% 38.5% 68.7% 61.5%

教育、学習支援業 22.1% 22.9% 77.9% 77.1%

医療、福祉 34.4% 37.0% 65.6% 63.0%

複合サービス事業 18.2% 22.2% 81.8% 77.8%

サービス業（他に分類されないもの） 38.9% 37.7% 61.1% 62.3%

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

産
　
業
　
別

31.0%

31.4%

33.1%

30.5%

27.5%

70歳までの就業確保措置の規模別・産業別実施状況（令和7年6月1日現在）

実施済企業割合 未実施企業割合

規
　
模
　
別

30.3%

27.8%

30.0%

69.0%

70.0%

68.6%

66.9%

69.5%

72.5%

69.7%

72.2%

職業安定部職業対策課
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60歳以上 総数 割合（％）
製造業 147 641 22.9
うち電気・ガス・水道業 0 4 0.0
鉱業 5 10 50.0
建設業 89 333 26.7
運輸交通業 74 265 27.9
農林業、畜産・水産業 25 72 34.7
卸売、小売業 139 356 39.0
金融業 4 10 40.0
教育・研究業 11 20 55.0
保健衛生業 113 315 35.9
接客娯楽業 54 141 38.3
清掃・と畜業 67 117 57.3
その他の事業 32 79 40.5

全業種 777 2,438 31.9

令和７年12月末速報値
高年齢労働者の割合（令和７年１～12月）

労働基準部健康安全課
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